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平成２４年第３回吉岡町議会定例会会議録第１号

平成２４年９月３日（月曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号

平成２４年９月３日（月曜日）午前９時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 報告第 ９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告について

（報告・質疑）

日程第 ４ 議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

（提案・質疑）

日程第 ５ 議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について

（提案・質疑）

日程第 ６ 議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

（提案・質疑）

日程第 ７ 議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（提案・質疑）

日程第 ８ 議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（提案・質疑）

日程第 ９ 議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について

（提案・質疑）

日程第１０ 議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（提案・質疑）

日程第１１ 議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

（提案・質疑）

日程第１２ 議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業欠損金の利益剰余金による処分及び決算認

定について

（提案・質疑）
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日程第１３ 議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

（提案・質疑）

日程第１４ 議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第１５ 議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第１６ 議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第１７ 議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（提案・質疑）

日程第１８ 議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第１９ 議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第２０ 議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

（提案・質疑）

日程第２１ 同意第 １号 吉岡町教育委員会委員の任命について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第２２ 同意第 ２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第２３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第２４ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第２５ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第２６ 発議第 ６号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める

意見書

（提案・質疑）

日程第２７ 選挙第 １号 吉岡町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

日程第２８ 議長報告 請願・陳情の委員会付託について

請願第 １号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機の吉岡町上

空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願
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陳情第 ３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情

陳情第 ４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情

陳情第 ５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情

陳情第 ６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援の要請についての陳情

陳情第 ７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情

陳情第 ８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求める意見書」

採択に関する陳情

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 飯 島 衛 君 ２番 金 谷 重 男 君

３番 岩 﨑 信 幸 君 ４番 平 形 薫 君

５番 山 畑 祐 男 君 ６番 栗 田 俊 彦 君

７番 宇都宮 敬 三 君 ８番 馬 場 周 二 君

９番 石 倉 實 君 １０番 小 池 春 雄 君

１１番 岸 祐 次 君 １２番 小 林 一 喜 君

１３番 神 宮 隆 君 １４番 齋 木 輝 彦 君

１５番 南 雲 吉 雄 君 １６番 近 藤 保 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 森 田 潔 君

財 務 課 長 竹 内 智 君 町 民 生 活 課 長 吉 澤 健 二 君

健 康 福 祉 課 長 守 田 肇 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 大 塚 茂 樹 君 上 下 水 道 課 長 冨 岡 輝 明 君

教育委員会事務局長 大 澤 弘 幸 君 代 表 監 査 委 員 羽 鳥 善 保 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 青 木 史 枝
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議 長（近藤 保君） 皆さん、おはようございます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

議 長（近藤 保君） 本日、平成２４年第３回吉岡町議会定例会が開催されるわけですが、開会

に先立ち、石関町長から発言の申し入れがありましたので、これを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。朝早くから大変ご苦労さまでございます。

平成２４年第３回吉岡町議会定例会の開会に当たりまして、一言挨拶をさせていただき

ます。

本日、９月定例会が議員各位の出席のもと開会できますことに、心よりの感謝と御礼を

申し上げます。

９月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しいきょうこのごろであります。とはいえ、朝

方や木陰では、幾らか暑さも和らいできているのではないかと感じているところでもあり

ます。皆様方には健康に十分注意され、ますますのご活躍を期待を申し上げます。

さて、本定例会では、平成２３年度の一般会計並びに特別会計、企業会計の決算認定を

初めとする議案１７件、報告１件、同意２件、諮問３件を上程させていただきました。今

議会は、主に平成２３年度の決算認定をお願いするものでありますが、何とぞ慎重審議の

上、いずれも原案のとおり認定、可決及び同意をくださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。

皆様方におかれましては大変お忙しい中でありますが、重ねてお願いを申し上げまして、

開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。本日は大変お世話になります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開会・開議

午前８時５９分開会・開議

議 長（近藤 保君） ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、平成２４

年第３回吉岡町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

諸般の報告

議 長（近藤 保君） 日程に先立ち、諸般の報告をいたします。

請願・陳情文書表、例月出納検査結果報告、定期監査結果報告、議会報告、委員会研修

報告、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報特別委員会、
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ＪＲ仮称吉岡駅誘致特別委員会の５委員会です。

以上、お手元に配付しましたとおり、諸般の報告をいたします。

議事日程第１号により、会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長（近藤 保君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１２条の規定により、議長において、２番金谷重男議

員、３番岩﨑信幸議員を指名します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

議 長（近藤 保君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

会期の決定については、議会運営委員会に付託してあります。議会運営委員長より委員

会報告を求めます。

南雲議員。

〔議会運営委員長 南雲吉雄君登壇〕

議会運営委員長（南雲吉雄君） 報告を行います。

去る８月３０日午後１時から議会運営委員会を開催し、平成２４年度第３回定例議会の

会期日程について協議を行いました。

会期は本日９月３日午前９時開会、１３日午前９時再開、一般質問を行い、１４日午前

９時再開、議案審査を行い、最終日といたします。会期は１２日間であります。

以上、報告を終わります。

議 長（近藤 保君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

お諮りします。ただいまの報告のとおり、会期は本日３日から１４日までの１２日間と

したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から１４日までの１２日間と決定しました。なお、日程はお手元に

配付したとおりであります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告について

議 長（近藤 保君） 日程第３、報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告についてを

議題とします。

石関町長より報告を求めます。
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石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 報告いたします。

報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告書についてご報告を申し上げます。

町では、平成２３年度の決算に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率、将来負担比率及び公営企業ごとの資金不足比率を算定し、８月２日に監査委員の審

査を受けましたので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によって議会に報

告をするものであります。

実質公債費比率は８．９％、将来負担比率は２５．１％で、いずれの数値も早期健全化

基準等を下回っております。

詳細につきましては、財務課長より報告をさせます。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定により、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。いずれも平

成２３年度の決算に基づき算定した数値でございます。

健全化判断比率とは、４指標、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率でございます。

まず、実質赤字比率でございますが、これは一般会計、学校給食事業特別会計、住宅新

築資金等貸付事業特別会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございま

す。実質赤字額はありませんでした。

次に、連結実質赤字比率でございますが、これは一般会計、特別会計の全てを対象とし

た実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。全ての会計において資金不足はな

かったため、実質赤字額はありませんでした。

次に、実質公債費比率でございますが、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、８．９％となりました。前年度は８．

８％でございます。０．１ポイント率が悪くなった要因といたしましては、実質公債費比

率の計算式の分子に当たる元利償還金及び準元利償還金の増によるものでございます。公

債費や公債費と似た性質を持つ経費が、一般財源のうちどのくらいの割合を占めているか

を指標化したものでございます。早期健全化基準は２５％でございます。

次に、将来負担比率でございますが、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準

財政規模を基本とした額に対する比率で、２５．１％となりました。前年度は３９．９％

であり、１４．８ポイント率が改善されました。主な要因といたしましては、将来負担比
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率計算式の分子に当たる債務負担行為に基づく支出予定額の減少、これは吉岡町土地開発

公社からの土地の買い戻しにより減少したものでございます。及び公営企業債等繰入見込

み額の減少、退職手当見込み額の減少、また分母に当たる標準財政規模の増、これは臨時

財政対策債発行可能額は減少したものの、普通交付税及び標準税収入額の増によるもので

ございます。

一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を

指標化いたしまして、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものですが、早期

健全化基準は３５０％でございます。

次に、資金不足比率でございますが、公営企業などの資金の不足額の事業の規模に対す

る比率でございますが、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、いずれも資金の

不足はありませんでした。

なお、監査委員さんには、平成２４年８月２日に審査をお願いし、平成２４年８月９日

付で審査結果報告をいただいております。審査した結果、係数的に整合しているとの確認

をいただきました。

本町の比率につきましては、いずれも早期健全化基準等を下回っておりますが、さらに

財政の健全化に努める必要があると考えております。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 報告を終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

本件は報告でございますので、これにて終結いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第４、議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申

し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算
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を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、

認定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

それでは、初めに決算書の１ページをお願いいたします。

議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について、町長の補足説

明をさせていただきます。

なお、３０日の全員協議会での説明で配付いたしました資料を参考にしていただければ

大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

次の３ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額６１億５，４７１万７，６９０円、歳出総額５６億３，

１５７万７，４０１円、歳入歳出差引額５億２，３１４万３，２５５円、翌年度へ繰り越

すべき財源７，３９８万４，０００円、実質収支額４億４，９１５万９，２５５円です。

次に、４ページ、５ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算書歳入について、１款の町税、予算現額２１

億３，９６２万４，０００円、調定額２４億５，８３１万６，７７５円、収入済額２２億

７，０９５万１，７２１円、前年対比３，４３３万６，５２３円の増となっております。

不納欠損額５５９万４，７３４円、前年対比７万１，９１５円でございます。収入未済額

１億８，１７７万３２０円、前年対比４９１万７，３７２円の増でございます。１項の町

民税、収入済額１０億２，９４６万１，７８５円、前年対比３８５万１，２１１円の増で

す。町税につきましては、町税個人では収入の伸びは低く、課税の収入の減少でしたが、

法人町民税については事業者の増加、事業の業績の上向きにより、収入済額は増加し、町

民税全体では増になりました。次に、不納欠損額１９８万２，２５５円でございます。収

入未済額６，１７０万６，４５８円でございます。２項の固定資産税、収入済額１０億２

４６万８，４８４円、前年対比８２７万６，９０２円の増です。この増につきましては、

分譲地の増加による宅地、新築住宅などが増加したためとなっております。不納欠損額３

５３万１，８７９円、収入未済額１億１，８１１万２，７０３円でございます。３項の軽

自動車税、収入済額４，４４９万２００円、不納欠損額８万６００円、収入未済額につき

ましては１９５万１，１５９円でございます。４項の町たばこ税、収入済額１億９，１７

７万７，９９２円、前年対比２，５３６万５，１３６円の増でございます。これはたばこ

税の増税によるものと考えられます。５項の入湯税、収入済額１，３２１万３，２６０円、
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前年対比で５５万９，３８０円の増でございます。

２款地方譲与税、予算現額９，６１２万円、調定額、収入済額、同額の９，９６３万３，

１２１円、前年対比２０６万９，９５１円の減でございます。１項の地方揮発油譲与税、

収入済額２，７７１万２，１２１円、２項の自動車重量譲与税、収入済額７，１９２万１，

０００円、前年対比１５万円の増でございます。

３款１項利子割交付金、予算現額４６１万３，０００円、調定額及び収入済額は同額の

５２２万円、前年対比３０４万６，０００円の減でございます。

４款１項配当割交付金、予算現額１５０万円、調定額、収入済額は同額の４００万４，

０００円、前年対比５０万３，０００円の増でございます。

５款１項の株式等譲渡所得割交付金、予算現額５５万円、調定額、収入済額は同額の９

７万８，０００円、前年対比１０万６，０００円の減でございます。

６款１項地方消費税交付金、予算現額１億１，５１２万７，０００円、調定額、収入済

額は同額の１億５，２４３万７，０００円、前年対比６０６万５，０００円の増でござい

ます。

７款１項ゴルフ場利用税交付金、予算現額１１７万６，０００円、調定額、収入済額は

同額の１４６万４，５９７円、前年対比１５万５，４０８円の減でございます。

８款１項自動車取得税交付金、予算減額１，７３３万１，０００円、調定額、収入済額

は同額の２，１８６万６，０００円、前年対比６０１万３，０００円の減でございます。

９款地方特例交付金、予算現額、調定額、収入済額、同額の３，５４０万円、前年対比

４０５万６，０００円の減でございます。

１０款１項地方交付税、予算現額１２億２，１３９万８，０００円、調定額、収入済額

は同額１２億７，９１１万６，０００円、前年対比７，７９２万８，０００円の増でござ

います。

１１款１項交通安全対策特別交付金、予算現額４４６万８，０００円、調定額、収入済

額は同額の４３７万５，０００円、前年対比８万７，０００円の減でございます。

１２款分担金及び負担金、１項の負担金、予算現額１億３，６９６万４，０００円、調

定額１億４，５７８万２，８１０円、収入済額１億３，９３５万９，１２０円、前年対比

７４１万２，１１０円の減でございます。増額分につきましては保育運営費保護者負担金、

減額分につきましては学童保育保護者負担金の減でございます。不納欠損額３３万１，２

５０円、収入未済額６０９万２，４４０円でございます。

１３款の使用料及び手数料、予算現額３，２６０万６，０００円、調定額３，７３９万

２，０７７円、収入済額３，３５８万９，８８９円、前年対比１３万２，７２５円の増で

ございます。１項の使用料、収入済額２，２８９万５，９０９円、前年対比２６万９，４
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５２円の増でございます。この収入の増額の主なものにつきましては、物産館使用料でご

ざいます。不納欠損額３３万３，６００円、収入未済額３４６万８，５８８円で、前年対

比４８万９，８４１円の減で、住宅使用料でございます。２項の手数料、収入済額１，０

６９万３，９８０円、前年対比では１３万７２７円の減でございます。

１４款国庫支出金、予算現額６億３，６１６万３，０００円、調定額６億３，６０２万

２３４円、収入済額６億２，００１万５，２３４円、前年対比１億４，９６８万５，５５

７円の減でございます。収入未済額１，６００万５，０００円でございます。１項の国庫

負担金、収入済額５億１，６５５万４，７１６円、前年対比３４９万２，６６８円の増で

ございます。２項の国庫補助金、収入済額９，８００万１０４円、前年対比１億５，１２

６万７，８９９円の減でございます。内訳は５目の教育費国庫補助金の中学校校舎、体育

館の建設などによります補助金の減額、また明治小学校耐震工事によります補助金が増で

ございます。

６ページ、７ページをごらんいただきたいと思います。３項の国庫委託金、収入済額５

４６万４１４円、前年対比１９１万３２６円の減でございます。

１５款の県支出金、予算現額５億３，９０４万円、調定額５億２，５９８万７０４円、

収入済額４億３，７２２万４，７０４円、前年対比５，８５３万７，４９９円の減でござ

います。１項負担金、収入済額１億６，９５９万７，６３３円、前年対比２５１万５７６

円の減でございます。児童手当の減、子ども手当の増でございます。２項県補助金、収入

済額２，７８９万６，７２９円、前年対比４，６４８万７，８４５円の減でございます。

減額の主なものにつきましては、緊急雇用創出基金事業県補助金、全国瞬時警報システム

整備県補助金、群馬県安心こども基金事業、保育所等緊急整備事業県補助金、森林環境保

全整備事業などでございます。増額の主なものとしましては、児童虐待防止対策研究強化

事業県補助金、ワクチン接種緊急促進事業県補助金、群馬県電気自動車充電器設置補助金

などでございます。収入未済額８，８７５万６，０００円につきましては、第一保育園建

てかえ工事に伴うものでございます。３項の県委託金、収入済額３，９６４万３１２円、

前年対比９５３万９，０７８円の減でございます。この減額の主なものにつきましては、

総務費県委託金、国勢調査、選挙費県委託金でございます。

続きまして、１６款の財産収入、予算現額９５１万８，０００円、調定額、収入済額は

同額の９５３万９，８８９円、前年対比２５１万４２９円の減でございます。１項財産運

用収入、収入済額９０７万７，８８９円、前年対比１１９万７，７３３円の減でございま

す。主なものとしましては、利子収入の減でございます。２項の財産売払収入、収入済額

４６万２，０００円でございます。

１７款１項寄附金、予算現額１，４０１万６，０００円、調定額、収入済額同額の１，
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４０１万６，４５０円、前年対比１４１万６，４５０円の増でございます。

１８款繰入金、予算現額１億５，３６４万８，０００円、調定額１億２５３万７，２５

８円、収入済額９，０７０万２５８円、前年対比９，０７０万２５８円の減でございます。

収入未済額１，１８３万７，０００円でございます。１項特別会計繰入金、収入済額４１

２万３，２５８円、前年対比２５３万９，３６５円の増でございます。この増につきまし

ては、住宅新築資金等貸付事業特別会計からの繰り入れでございます。２項の基金繰入金、

収入済額８，６５７万７，０００円、前年対比３，２１３万３，０００円の減でございま

す。これはふるさと創生基金の減と、渇水対策維持管理基金の増でございます。

１９款１項繰越金、予算額、調定額、収入済額同額の４億６，４１６万５，３３０円、

前年対比３億３，１５８万３，８３８円の増でございます。

２０款諸収入、予算現額９，２９０万２，０００円、調定額８，５６４万７，３９５円、

収入済額７，６２６万１，０００円、前年対比３４２万１，７１２円の増でございます。

１項の延滞金加算金過料、収入済額１９１万９，５３６円でございます。２項預金利子、

収入済額１１万２，２０３円でございます。３項貸付金元利収入、収入済額５００万円で

ございます。４項受託事業収入、収入済額６００万円でございます。５項雑入、収入済額

６，３２２万９，６５６円、前年比１，４２３万７，４５６円の増でございます。渋川箕

郷線廃止代替バス負担金、生産物賠償保険給付金、管路施設移設補償費などの増でござい

ます。

続きまして、２１款の町債、予算現額３億７，５３０万円、調定額、収入済額同額の３

億９，９４０万円、前年比１億９，９２０万円の減でございます。これは臨時財政対策債

及び学校教育施設等整備事業債の減、また緊急防災減災事業債（明治小学校の耐震補強事

業）の増、前年度事業にありました中学校の増築工事、体育館改築工事に伴う町債の減で

ございます。

歳入合計、予算現額６１億１，５７２万７，０００円、前年比５，２２３万４，０００

円の増、調定額６４億７，８２９万２，６２２円、前年対比１億１７３万７，１０５円の

増、収入済額６１億５，４７１万７，６９０円、前年対比７０８万５，０４１円の減、不

納欠損額６２５万９，５８４円、前年対比１３万９，３８５円の増でございます。収入未

済額３億１，７３１万５，３４８円、前年比１億８６８万２，７６１円の増でございます。

次の８、９ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款１項の議会費でございます。予算現額１億８６０万円、支出済額１億８３４万８，

６３４円、前年対比２，５９４万４，５４８円の増でございます。これは、議員共済給付

費負担金の増によるものでございます。
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２款の総務費、予算現額９億２，７１２万２，０００円、支出済額９億４２万６，１８

０円、前年対比１億７，８１７万１，７４２円の増でございます。１項総務管理費、支出

済額７億５，３８６万１，０１３円、前年対比１億７，８８６万８，４３７円の増でござ

います。この増額の主なものにつきましては、財政調整基金積立金の増でございます。２

項の徴税費、支出済額９，０７２万４，３０８円でございます。３項の戸籍住民基本台帳

費、支出済額２，８５８万１，１４４円でございます。４項選挙費、支出済額１，９２１

万５４４円、前年対比８２０万６，３６４円の増、地方選挙費用の増でございます。５項

統計調査費、支出済額７６４万６，７９０円、前年対比５２２万６１２円の減、国勢調査

員報酬でございます。６項監査委員会費、支出済額４０万２，３８１円、前年比１万６，

１０１円の増でございます。

３款民生費、予算現額１９億６，１４２万円、支出済額１７億７，１６６万５，４２５

円、前年対比２２７万４，３７０円の減、翌年度繰越額１億３，３１３万５，０００円、

これにつきましては保育充実促進費補助金でございます。１項社会福祉費、支出済額８億

２，０１８万８，５８１円、前年対比３，３８６万１４９円の増でございます。介護保険

事業特別会計繰出金、医療費、療養給付費負担金の増でございます。２項児童福祉費、支

出済額９億５，１４４万８，４９４円、前年対比３，６１３万９，７６９円の減でござい

ます。増減につきましては、子ども手当費の増、児童保育費の減でございます。３項災害

救助費、支出済額ゼロでございます。４項生活保護費、支出済額２万８，３５０円でござ

います。

続きまして、４款衛生費、予算現額７億１，３９８万６，０００円、支出済額５億８，

５５２万２５０円、前年対比５，７０６万２，９７４円の増でございます。１項の保健衛

生費、支出済額４億６５３万８，００５円、前年対比３，７７２万７，８１６円の増でご

ざいます。これは渋川広域組合負担金火葬場費、国民健康保険事業特別会計の繰出金、予

防接種委託料の増でございます。老人保健事業繰出金は減でございます。２項清掃費、支

出済額１億７，８９８万２，２４５円、前年対比１，９３３万５，１５８円の増でござい

ます。これは渋川広域組合負担金塵芥施設分でございます。

５款労働費１項労働費諸費、予算現額１，６８０万４，０００円、支出済額１，５７９

万９，６４９円、前年対比５４９万５，９５１円の減でございます。勤労者生活資金預託

金の減でございます。

６款農林水産業費、予算現額４億５３７万４，０００円、支出済額３億７，４１７万４，

５８２円、前年対比３，４８５万４，１４７円の増でございます。翌年度繰越金２，１２

２万３，０００円、これは管路施設移転補償事業、小倉沈殿池排砂・目地補修工事分でご

ざいます。１項の農業費、支出済額３億５，９８５万７４６円、前年対比１億２７５万５，
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２５４円の増でございます。これは、用地買収費（道の駅）、明治用水管路施設補償工事、

小倉揚水施設ポンプ設置・復旧工事の増、農業集落排水事業特別会計繰出金の減でござい

ます。２項林業費、支出済額１，４３２万３，８３６円、前年対比６，７９０万１，１０

８円の減。これは、森林環境保全整備事業の減でございます。

７款商工費、予算現額２，９７９万２，０００円、支出済額２，７７８万３，１５４円、

前年対比１２万１，１３８円の減でございます。

８款の土木費、予算現額５億４１１万５，０００円、支出済額４億４，０２０万７，７

７３円、前年対比４，２７０万１，５５５円の減でございます。翌年度繰越金は４，５６

１万円、これは宮田大藪線新設改良工事分でございます。１項の土木管理費、支出済額２，

１０９万８，１３７円でございます。２項の道路橋梁費、支出済額１億３，７６５万８，

６６３円、前年対比３，７２６万２，５２０円の減でございます。これは、道路維持補修

工事の増、道路改良工事（きめ細かな臨時交付金）（繰越明許）、新車橋拡幅工事（県営

工事負担金）の減によるものでございます。３項の河川費、支出済額１１７万３，７７８

円、前年対比２１５万５，７００円の減でございます。４項都市計画費、支出済額２億７，

８２３万２，０８７円、前年対比４６８万２，４３７円の減でございます。この増減につ

きましては、南下城山防災公園業務委託料、道路新設工事、また駒寄スマートＩＣ大型化

基本設計業務負担金、下水道管渠移設工事負担金、公共下水道特別会計繰出金が増、宮田

大藪線用地買収、耕作物等補償金の減でございます。５項住宅費、支出済額２０４万５，

１８０円でございます。

９款消防費、１項消防費、予算現額２億９，２０３万９，０００円、収入済額２億９，

０３６万２，５１８円、前年比７３９万１，３６８円の増でございます。これは、市町村

総合事務組合消防団員補償報償負担金、また渋川広域負担金消防施設の増、全国瞬時警報

システム整備事業の減でございます。

１０款教育費、予算現額７億４７０万３，０００円、支出済額６億７，４６３万８，６

９４円、前年対比３億４，５９４万３，００２円の減でございます。１項の教育総務費、

支出済額１億３０２万５，３１９円、前年対比９５万８，７１５円の減でございます。２

項の小学校費、支出済額２億３，８９１万５，４５４円、前年対比１億４４４万６，９４

８円の増でございます。減につきましてはパソコンリース料と、増につきましては工事請

負費の明小の改修工事、耐震補強工事でございます。

次の１０ページ、１１ページをお願いいたします。３項の中学校費、支出済額７，１８

８万６，７２７円、前年比４億２，８８６万５，０８７円の減でございます。これは体育

館の改築工事及び校舎増築工事でございます。４項社会教育費、支出済額１億２，４４４

万１，８４４円、前年対比２７４万８，５７２円の減でございます。５項保健体育費、支
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出済額３，６４２万９，０８１円、前年対比２，４３７万４，６８１円の減でございます。

八幡テニスコートに係ります用地購入の減でございます。６項給食センター費、支出済額

９，９９４万２６９円、前年対比２，９６０万７，０７５円の増でございます。光熱水費、

改修工事、備品購入費等によるものでございます。

１１款の災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、２項の農林水産業施設災害復旧費、

それぞれ支出済額はゼロでございます。

１２款１項公債費、予算現額４億４，２６０万６，０００円、支出済額４億４，２５８

万９，５７６円、前年対比２，６８０万４，９９６円の増でございます。平成１９年、２

０年度臨時財政対策債、平成１９年度の一般補助施設整備等事業債（まち交）等の元利償

還の増でございます。

１３款諸支出金、予算現額５万９，０００円、支出済額５万８，０００円、対前年比２

万１，０００円の増でございます。１項諸支出金、予算現額１，０００円、支出はありま

せん。２項土地開発基金、支出済額５万８，０００円でございます。１４款１項予備費、

予算現額９０９万７，０００円、支出済額はゼロでございます。

歳出合計、予算現額６１億１，５７２万７，０００円、前年対比１００．９％、５，２

２３万９，０００円の増、支出済額５６億３，１５７万４，４３５円、前年対比９８．８％、

６，６０６万２，９６６円の減でございます。翌年度繰越額１億９，９９６万８，０００

円、不用額につきましては２億８，４１８万４，５６５円でございます。

歳入歳出差引額は５億２，３１４万３，２５５円で、前年対比１１２．７％、５，８９

７万７，９２５円の増でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） それでは、ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年８月８日、監査委

員、金谷重男さんとともに監査をいたしました。これからご報告をいたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元に配

付した資料をごらんください。
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以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま、提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４１号は、予算決算特別委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４１号は予算決算特別委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（近藤 保君） 日程第５、議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定についての

提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長より説明させますので、よろしくご審議の上、認定

くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の１６１ページをお願いいたします。

議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の１６３ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額１億１９７万９，６８９円、歳出総額１億１５８万７，
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１４５円、歳入歳出差引額、実質収支額同額の３９万２，５４４円でございます。

次の１６４、１６５ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算書。

歳入について説明申し上げます。

１款１項給食費納入金、予算現額９，５３５万５，０００円、調定額９，６０７万３，

４００円、収入済額９，５６７万９，１１０円、前年対比８７９万３，９７０円の増でご

ざいます。これは、主に昨年３月において、食中毒及び東日本大震災により給食が提供で

きず、学校からの給食費の納入がありませんでしたが、２３年度は全月納付されたための

増額でございます。収入未済額３９万４，２９０円でございます。

２款１項繰入金、予算現額６１８万６，０００円、調定額、収入済額同額の６００万５，

１４０円、前年対比２９６万５，８００円の減でございます。これも、昨年３月に食中毒

及び地震により給食が提供できず給食費に不足が生じたため、町からの繰り入れ分の減で

ございます。

３款１項繰越金、予算現額２１万９，０００円、調定額、収入済額同額の２１万９，４

３３円、前年対比１１万８，４７２円の増でございます。

４款諸収入１項雑入、予算現額６万２，０００円、調定額、収入済額同額の７万６，０

０６円、前年対比２５万８，９５９円の減でございます。

歳入合計、予算現額１億１８２万２，０００円、前年対比２１２万１，０００円の増、

調定額１億２３７万３，９７９円、前年対比２４７万３，７５３円の増、収入済額１億１

９７万９，６８９円、５６５円、７，６２３円の増となっております。

次の１６６、１６７ページをお願いいたします。

歳出、１款１項学校給食費、予算現額１億１８２万２，０００円、前年対比９３万２，

０００円の増、支出済額１億１５８万７，１４５円、前年対比５５１万４，５１２円の増

でございます。不用額２３万４，８５５円でございます。

歳入差引額３９万２，５４４円、前年対比１７万３，１１１円の増でございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年８月

９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。
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地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された学校給食事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関係

書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） 特別会計なのですけれども、２点ばかりお伺いしたいのですけれども、学

校給食で大分職員それから児童生徒、増加していると思いますけれども、その職員の増加、

それから児童の増加、どのくらい平成２３年ふえているかどうかということ。

それから、収入未済がやはり２７２％という大幅な増加になっているわけですけれども、

未納者が１８人で１２戸、前年から見るとかなり、前年は多分２戸程度ということであり

ますけれども、この大幅に増加した、未納なんですから納められないのだと思うんですけ

れども、その辺の原因ですとか、そういうものがわかりましたら教えていただきたいと思

います。その２点についてお伺いします。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 神宮議員がおっしゃるように、児童生徒数が増加をいたしてお

ります。この決算書にも児童生徒数ということで、４７７ページから４７８ページに載っ

ております。

ちなみに２３年５月１日、明治小学校５６１人ということですが、前年度決算書に児童

数が載っておりますが、明治小学校につきましては平成２２年５月１日現在で５７８人で

した。駒寄小学校につきましては、平成２３年５月１日現在８０５人ですが、平成２２年、

前年の５月１日では７９３人となっております。吉岡中学校におきましては、平成２３年

５月１日で６０９人、前年につきましては５８５人ということで、駒寄小学校で顕著に児

童数が増加しているということです。

給食センターにつきましては、調理能力は３，０００食ということで能力のほうはある

わけですが、非常に食缶等の置き場等が少なくて手狭になっているという状況ですので、

今後まだまだ児童生徒数が伸びる可能性がありますので、給食センターについては今後検

討が必要かなというふうに考えております。
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それから、２点目が収納未済額なんですが、対前年比でいきますと１１万１，５６０円

増加、そして人数についても１６人増加ということになっておりまして、対前年で１３９％

というようなことになっております。これにつきましては、やはり長引く景気の低迷とい

うことが原因ではないかというふうに思っております。今後ともこの未納額を少しでも減

らせるように努力していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） 生徒の増加はわかりました。教職員の増加については、わかったら教えて

いただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 教職員の増加につきましても、先ほどの表、４７７ページをご

らんいただきたいと思います。児童生徒数の表の上に、職員数３８名と、これは明小です

けれども、明治小学校は昨年は３７名でした。そして、駒寄小学校は次のページですが、

５５名とありますが、昨年度は５１名でした。それから、吉岡中学校につきましては４４

名とありますが、昨年度は４２名ということで、やはり児童生徒数の増加に応じて教職員

もふえているということでございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４２号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４２号は文教厚生常任委員会に付託します。

ここで休憩します。１０時１５分に再開します。

午前１０時００分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時２３分再開

議 長（近藤 保君） 再開します。

ただいま配付しました監査委員報告書が配付漏れがございました。よって、第４１号、

第４２号の質疑につきましては、議案終了してから、最後に質疑のみこの２議案について
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はお願いをしたいと思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（近藤 保君） 日程第６、議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。

議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

の提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長より説明させますので、よろしくご審議の上、認定

くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の１７７ページをお願いいたします。

議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

１７９ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額３億６，２８１万８，０７４円、対前年比１１２．６％、

４，０５３万６，３３８円の増、歳出総額３億５，７９１万８，０７４円、対前年比１１．

２％増、３，５９３万６，３３３円の増。歳入歳出差引額４９０万円、翌年度へ繰り越す

べき財源が４６０万円、これは翌年度繰越工事分の自主財源分でございます。実質収支額

３０万円でございます。

次の１８０、１８１ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書。

歳入について説明申し上げます。

１款分担金及び負担金１項負担金、予算現額５９０万８，０００円、調定額１，２７６

万５，２８６円、収入済額６２５万７，２９６円、前年比１，５２８万２，６３６円の減

でございます。これは受益者負担金の減でございます。収入未済額６５０万７，９９０円、
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前年対比２９万６，５８０円の増となっております。

２款使用料及び手数料１項使用料、予算現額１億１２６万７，０００円、調定額１億７

９５万２，１９３円、収入済額１億２１８万８，５４８円、前年対比８４万７，９１３円

の減でございます。収入未済額５７６万３，６４５円、前年対比２６万５，４１２円の増

でございます。

３款国庫支出金１項国庫補助金、予算現額、調定額同額の３，３００万円、収入済額２，

０００万円、前年対比１，５９０万円の増でございます。収入未済額１，３００万円、こ

れは公共下水道事業国庫補助でございます。

４款県支出金１項県補助金、予算現額１，０００円、調定額、収入済額ゼロでございま

す。

５款繰入金１項繰入金、予算現額２億９０４万９，０００円、調定額、収入済額同額の

２億７７１万８，７５０円、前年対比３０８万５，１２２円の増でございます。

６款繰越金１項繰越金、予算現額、調定額、収入済額同額の３０万円、前年対比８万８，

４００円の増でございます。

７款諸収入１項延滞金加算金過料、予算現額２，０００円、調定額、収入済額同額のゼ

ロでございます。２項雑入、予算現額４万６，０００円、調定額、収入済額同額の５万３，

４８０円でございます。

８款町債１項町債、予算現額５，４１０万円、調定額３，７７０万円、収入済額２，６

３０万円、前年対比１，３３０万円の増、収入未済額１，１４０万円、工事費の町債分で

ございます。

歳入合計、予算現額２億３７５万３，０００円、前年対比７，３４５万６，０００円の

減、調定額３億９，９４８万９，７０９円、前年対比６，５４９万８，３３０円の減、収

入済額３億６，２８１万８，０７２円、前年比４，０５３万６，３３８円の減、収入未済

額３，６６７万１，６３５円、前年対比２，４９６万１，９９２円の増でございます。

続きまして、１８２、１８３ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款下水道費、予算現額１億８，０８６万４，０００円、支出済額１億３，５３０万２，

７３６円、前年対比３，５５６万６，０５９円の増でございます。これは委託料、工事費

の増でございます。翌年度繰越額は２，９００万円、工事費の繰越額でございます。

２款１項公債費、予算現額２億２，２６８万９，０００円、支出済額２億２，２６１万

５，３３８円、前年対比３７万２７０円の増でございます。予備費につきましては、予算

現額２０万円、支出済額ゼロでございます。

歳出合計、予算現額４億３７５万３，０００円、前年対比７，３４５万６，０００円の
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増、支出済額３億５，７９１万８，０７４円、前年対比３，５９３万６，３３８円の増と

なっております。不用額につきましては１，６８３万４，９２６円でございます。

歳入歳出差引残額４９０万円、前年対比４６０万円の増でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年８

月９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された公共下水道事業特別会計の

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関

係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的

には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料

をごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４３号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４３号は産業建設常任委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（近藤 保君） 日程第７、議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。
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石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。

議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の１９９ページをお願いいたします。

議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、町長の補足説明をさせていただきます。

次の２０１ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額２０億４，０１３万３，７４７円、前年対比１億５，

４７１万２，８１８円の減、歳出総額１９億９，６７４万８，５７４円、前年対比１億７，

９９８万８，０３０円の増、歳入歳出差引額、実質収支額同額の４，３３８万５，１７３

円、前年対比２，５２７万５，２１２円の減でございます。

次の２０２、２０３ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書。

歳入について説明申し上げます。

１款１項国民健康保険税、予算現額５億５，７８５万９，０００円、調定額７億９，６

６３万１，６８３円、収入済額５億８，６４２万１，８６２円、前年比５１９万５，２６

３円の増でございます。これは、受益者負担金の増でございます。不納欠損額８４５万１，

２１３円、前年対比３８１万７，６１３円の増、収入未済額２億１７５万８，６０８円、

前年対比８８７万８，６５４円の増額でございます。

続きまして、２款１項一部負担金、予算現額２，０００円、収入済額ゼロでございます。

３款１項手数料、予算現額３５万円、調定額、収入済額同額の３３万５，２７５円、前

年対比９，４９１円の増でございます。

４款国庫支出金、予算現額４億９，１０１万６，０００円、調定額、収入済額同額の５

億３，９５４万１，０８１円、前年対比９，５７９万４，７９３円の増です。１項の国庫

負担金、収入済額４億５，７４９万８，６０６円、前年対比７，４９９万７，０８８円の
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増となっております。療養給付費負担金の増でございます。続きまして、２項国庫補助金、

収入済額８，２０４万２，４７５円、前年対比２，０７９万７，７０５円の増でございま

す。普通調整交付金の増でございます。

５款１項療養給付費交付金、予算現額６，５３６万５，０００円、調定額、収入済額同

額の６，４９５万８，０００円、前年対比３，５８１万５，０００円の増でございます。

続きまして、６款１項前期高齢者交付金、予算現額２億７，３３０万５，０００円、調

定額、収入済額同額の２億７，３３０万４，２７０円、前年対比３，６３２万８，３９６

円の減でございます。

続きまして、７款県支出金、予算現額８，３５３万５，０００円、調定額、収入済額同

額の１億３４４万１，３６８円、前年比７７３万２，３４４円の増でございます。１項の

県負担金、収入済額１，１０７万４，３６８円、前年比４７万８，３４４円の増でござい

ます。２項の県補助金、収入済額９，２３６万７，０００円、前年対比７２５万４，００

０円の増。これは、県財政調整安定化交付金の増でございます。

続きまして、８款１項共同事業交付金、予算現額２億６，３１５万３，０００円、調定

額、収入済額同額の２億６，３５６万５８２円、前年対比３，５１３万９，５６０円の増。

保険財政共同事業交付金の増でございます。

９款１項財産運用収入、予算現額１，０００円、調定額、収入済額同額の２，４４１円

でございます。

１０款１項他会計繰入金、予算現額２億１３３万２，０００円、調定額、収入済額同額

の１億１０５万６，３３８円、前年対比１，０７３万６，０８８円の増でございます。２

項基金繰入金については、収入額ゼロでございます。

１１款１項繰越金、予算現額６，８５９万９，０００円、調定額、収入済額同額の６，

８６６万３８５円、前年対比３７３万５３２円の減でございます。

１２款諸収入、予算現額８４２万７，０００円、調定額、収入済額同額の８８５万２，

１４５円、前年対比４３５万５，２０４円の増でございます。１項延滞金及び過料、収入

済額１３７万１，６００円、前年対比４６万２００円の増でございます。２項の預金利子

については、収入済額ゼロでございます。４項雑入、収入済額７４８万５４５円、前年対

比３８９万５，００４円の増でございます。これにつきましては、老人保健還付金の増で

ございます。

歳入合計、予算現額２０億８，５９７万３，０００円、前年対比１億９，２５９万１，

０００円の増、調定額２２億５，０３４万３，５６８円、前年対比１億６，２１０万５，

５５６円の増、収入済額２０億４，０１３万３，７４７円、前年対比１億５，４７１万２，

８１８円の増、不納欠損額８４５万１，２１３円、収入未済額２億１７５万８，６０８円
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でございます。

次に２０４ページ、２０５ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款総務費、予算現額１，４５５万４，０００円、支出済額９１６万２，０２９円、前

年対比２００万５，９１５円の増でございます。１項総務管理費、支出済額８０５万７，

１０１円、前年対比２１５万２，１２２円の減でございます。２項徴税費、支出済額７７

万５，９３４円でございます。３項の運営協議会費、支出済額２万８，４００円でござい

ます。４項趣旨普及費、支出済額３０万５９４円でございます。

２款保険給付費、予算現額１４億２，３００万円、支出済額１３億７，５４４万３，７

８５円、前年対比１億３，８２１万９，７６１円の増でございます。１項療養諸費、支出

済額１２億６８６万８，６７３円、前年対比１億７，４３５万５，８５１円の増でござい

ます。これは、１人当たりの医療費単価の増でございます。２項高額療養費、支出済額１

億５，２３５万８，３９２円、前年対比２，３７２万１，１８０円の増でございます。こ

のことにつきましても、１人当たりの医療費単価、入院費の増でございます。３項の移送

費、支出済額ゼロでございます。４項出産育児諸費、支出済額１，４６１万６，７２０円、

前年対比６６６万２，７３０円の増でございます。支給者の増によるものでございます。

５項葬祭費、支出済額１６０万円、前年比４０万円の増でございます。

続きまして、３款１項後期高齢者支援金、予算現額２億４，０６５万円、支出済額２億

４，０６３万３，６０６円、前年対比６，２８３万５，５９８円の増。これは、精算に伴

う増でございます。

続きまして、４款１項前期高齢者納付金、予算現額７１万３，０００円、支出済額７１

万２，０８２円でございます。

５款１項老人保健拠出金、予算現額１万６，０００円、支出済額１万３，３６６円、こ

れは老人保健の制度終了に伴う給付の精算によるものでございます。

続きまして、６款１項介護納付金、予算現額１億７１２万４，０００円、支出済額１億

７１２万３，１００円、前年対比６９７万５，３５４円の増。これも精算に伴う増でござ

います。

続きまして、７款共同事業拠出金、予算現額２億１，３３９万６，０００円、支出済額

２億１，３３９万８７９円、前年対比１２０万１，４８６円の増でございます。

８款保健事業費、予算現額２，１７１万５，０００円、支出済額１，７３９万３，０２

２円、前年対比２２９万８，９９７円の増でございます。１項特定健康診査等事業費、支

出済額１，２７９万９，４１５円でございます。２項保健事業費、支出済額４５９万３，

６０７円でございます。
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続きまして、９款１項基金積立金、予算現額２００万３，０００円、支出済額２００万

２，４４１円、前年対比４，０９０万９，５５９円の減でございます。

続きまして、１０款１項公債費、予算現額１，０００円、支出済額ゼロでございます。

１１款諸支出金、予算現額３，１８３万９，０００円、支出済額３，０８７万４，２６

４円、前年対比１，４７３万６，６６５円の増でございます。１項償還金及び還付加算金、

支出済額３，０７３万８，９２６円、前年対比１，４６０万１，３２７円の増。これにつ

きましては、療養給付費の償還金、国庫支出金償還金の増によるものでございます。２項

指定公費負担医療費立替金、支出済額１３万５，３３８円でございます。

続きまして、１２款１項予備費、支出済額ゼロでございます。

歳出合計、予算現額２０億８，５９７万３，０００円、前年対比１億９，２５９万１，

０００円の増、支出済額１９億９，６７４万８，５７４円、前年対比１億７，９９８万８，

０３０円の増でございます。不用額につきましては８，９２２万４，４２６円でございま

す。

歳入歳出差引残額につきましては４，３３８万５，１７４円、前年対比２，５２７万５，

２１２円の減でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年

８月９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された国民健康保険事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料をごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） 済みません。最後に歳入歳出の差引残額の金額について、最後に４，３３

８万５，１７４円と言ってしまいましたが、５，１７３円と訂正させていただきます。
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議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４４号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４４号は文教厚生常任委員会に付託いたします。

先ほど議案第４１号、４２号の質疑を日程の最後というふうに申し上げましたが、認定

の日程は１２が最後ですので、日程第１２が終了次第、質疑を行います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（近藤 保君） 日程第８、議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の２３５ページをお願いいたします。

議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、町長の補足説明をさせていただきます。

２３７ページをお願いいたします。
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実質収支に関する調書、歳入総額１億９，４６５万９０４円、前年対比５，２３８万７

０３円の増、歳出総額１億９，４５５万９０４円、前年対比５，２３８万７０３円の増、

歳入歳出差引額、実質収支額同額の１０万円でございます。

２３８ページ、２３９ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書。

歳入について説明を申し上げます。

１款１項分担金及び負担金、予算現額２０３万円、調定額、収入済額同額の１４５万円、

前年対比２０３万円の減でございます。

２款１項使用料、予算現額２，８３０万８，０００円、調定額２，８８８万４，７６０

円、収入済額２，８３４万１，１５４円、前年対比１７３万１，２１９円の増でございま

す。収入未済額５４万３，６０６円、前年対比４万１，５５４円の減でございます。

４款１項県補助金、予算現額、調定額、収入済額同額の８４１万５，０００円でござい

ます。炭化施設脱臭設備改修工事補助金でございます。

５款１項繰入金、予算現額８，６３４万５，０００円、調定額、収入済額同額の８，４

８３万１，４７０円、前年対比３，０１６万２，９２３円の減でございます。

６款１項繰越金、予算現額、調定額、収入済額同額の１０万円でございます。

７款１項諸収入、予算現額５，７２３万８，０００円、調定額、収入済額同額の５，６

０１万３，２８０円、これは管路移設補償費（移設工事費）でございます。

８款１項町債、予算現額２，３８０万円、調定額、収入済額同額の１，８５０万円でご

ざいます。炭化施設の事業債でございます。

歳入合計、予算現額２億６２３万６，０００円、前年対比６，２３４万円の増、調定額

１億９，５１９万４，５１０円、前年対比５，２３３万９，１４９円の増、収入済額１億

９，４６５万９０４円、前年対比５，２３８万７０３円の増、収入未済額５４万３，６０

６円、前年対比４万１，５５４円の減でございます。

続きまして、２４０ページ、２４１ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款１項農業集落排水事業費、予算現額１億２，８４９万９，０００円、支出済額１億

１，６９１万４，５５４円、前年対比５，１４７万３，２００円の増でございます。主な

ものとして、処理施設維持補修工事、既設管路施設補償布設替工事でございます。

２款１項公債費、予算現額７，７６３万７，０００円、支出済額７，７６３万６，３５

０円、前年対比９０万７，５０３円の増でございます。

３款予備費につきましては、予算現額１０万円、支出済額はゼロでございます。

歳出につきましては、予算現額２億６２３万６，０００円、前年対比６，２３４万円の
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増、支出済額１億９，４５５万９０４円、前年対比５，２３８万７０３円の増でございま

す。不用額につきましては１，１６８万５，０９６円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年

８月９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された農業集落排水事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料をごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま、提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） １つだけ、農業集落排水の関係で小倉地区の未接続者、未納者が大分ほか

のより多いようなところでありますけれども、ほかの公共下水から比べると大変多くなっ

ている。去年からこれは始めたばかりで未接続者が多いという報告もあるんでしょうけれ

ども、今後の見通しについて。

それから、もう１点は、炭化施設の脱臭設備改修工事が去年行われたんですけれども、

下野田地区は大変長く臭気の問題で、当然住民が大変困っていたということで、対策され

たということですけれども、住民からの苦情その他がその後ございますかどうか、自治会

やなんかに行っても大分その話も少なくなってきておるような感じがするんですけれど

も、担当課のほうへそういう苦情等はございますか。この２点お願いしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） まず１点目の小倉地区農業集落排水事業の接続率ということでござい

ますけれども、今現在組合員数は３２９戸に対しまして１０３戸ということで、供用開始
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２年たつところですけれども、３１．３％ということで、原課とすれば順調に接続をして

くれているのかなということで考えております。今後も引き続き接続につきましては啓蒙

を図っていきたいということで考えております。

２点目の炭化施設でございますけれども、脱臭対策工事を実施しまして、その後、苦情

が私が知る限り２件参りました。まだ、当時は試験運転ということで、かなりフル稼働さ

せた中での臭気、それもフル稼働したときで約２０メートル、区域外で２０メートルの範

囲ということで、当初は工事をやる前は１００メートルからの範囲の苦情がありましたけ

れども、本当に隣接する道路を隔てた４件の方の、全員ではないですけれども、苦情があ

ったという経緯がございます。その後、７月２日だったんですけれども、オゾン脱臭装置、

中のもともとついている脱臭装置が不良を起こしまして臭気がかなり出ました。その不良

を直す処理と、また時を同じくして、これは肥料なんですが、放射能関係で福島第一原発

の関係でずっと脱水汚泥の関係で放射能の測定をしておりました。ところが、その前後を

しまして、つくっておる肥料から、いわゆる肥料として使える４００ベクレルの値を超え

た数値が２回出ました。ということで、今、肥料を保管をしておく場所、このまま稼働し

ますと保管する場所がなくなってしまいます。それでまた東京電力との交渉の中でも、そ

れの保管場所については補償の対象ではありませんということで、今これは県も挙げて、

前橋市もそうなんですけれども、対応に苦慮しているところですので、それ以降、吉岡町

については肥料についてつくらないということで、今現在装置をとめております。それは

また臭気問題とは別なんですけれども、そういうことで今現在はそういうような処理をさ

せていただいているということでございます。

議 長（近藤 保君） 神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） ということは、今のところは少なくなって２０メートル範囲内であるとい

うことで、そのほかのそれ以外もあるということは、今のところ苦情はありませんか。

議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） そのとおりでございます。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４５号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は産業建設常任委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第９、議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでござ

います。

詳細につきましては会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、認定くだ

さいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の２５３ページをお願いいたします。

議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について、町長の補足説明をさせていただきます。

次の２５５ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入歳出総額同額の９４４万６，４２４円でございます。

次の２５６、２５７ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書、歳入について説

明申し上げます。

１款１項貸付事業収入、予算現額８４４万３，０００円、調定額１億４，６１３万９６

３円、収入済額８１８万８，４１０円、前年対比９２万９，７６９円の増でございます。

貸付金元金利子でございます。

２款県支出金１項県補助金、予算現額５４万２，０００円、調定額、収入済額同額の５
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５万８，０００円、前年対比２１万円の減でございます。

４款諸収入１項雑入、予算現額７０万円、調定額、収入済額同額の７０万１４円でござ

います。

歳入合計、予算現額９６８万５，０００円、前年対比１６１万円の増、調定額１億４，

７３８万８，９７７円、前年対比３１７万４，５５２円の減、収入済額９４４万６，４２

４円、前年対比１４１万９，７８３円の増、収入未済額１億３，７９４万２，５５３円、

前年対比４５９万４，３３５円の減でございます。

続きまして、２５８、２５９ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款総務費１項総務管理費、予算現額８２万７，０００円、支出済額８０万７，９１６

円でございます。

２款１項公債費、予算現額４５９万７，０００円、支出済額４５９万６，３５０円、前

年対比１７３万１，４９６円の減でございます。

３款予備費につきましては、予算現額１，０００円、支出済額はゼロでございます。

４款１項一般会計繰出金、予算現額４２６万円、支出済額４０４万２，１５８円。一般

会計への繰出金でございます。

歳出合計につきましては、予算現額９６８万５，０００円、前年対比１６１万円の増、

支出済額９４４万６，４２４円、前年対比１４１万９，７８３円の増でございます。

歳入歳出差引残額ゼロでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成

２４年８月９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いた

します。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された住宅新築資金等貸付事業特

別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝

票及び関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、

計数的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元

の資料をごらんください。



33

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 収入未済が１億３，７９４万円あるということなんですけれども、監査委

員の意見でも整理に特段の努力を望むことが、対策の確立を切望しますというふうにあり

ますけれども、これ実際、最後にはどのような処理をするようになるんでしょうか、お伺

いします。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） 小池議員の質問に対してお答えをさせていただきます。

今のところ結果的にどうなって、その後どのような取り扱いをされるのかということが

事務レベルの状況ではありますが、見通しが立っていないというような状況でございます。

そのようなことから、当然回収までに何年かまだ残ってございますので、監査委員からの

ご指摘にもありましたように、回収について全力で取りかかっていければというような形

で考えておるところでございます。

また、その後、徐々に年数が経過していく中で、小池議員のほうから質問された関係も

当然各市町村もいろいろと話が出てくると思いますので、その辺いろいろ情報収集をしな

がら、最終的な判断をできればというような形で考えているところでございます。

以上です。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ちょっと聞いていてもなかなかわかりにくい話なんですけれども、現在こ

の額が収入未済があると。では、この中で１億３，７９４万とありますけれども、この中

のどの程度は回収が見込めて、恐らく最後になると焦げつくだろうというふうに思われる

額はどのぐらいになりますか。そして、最後にはそれをどのように処理するかというのは

これからの課題だということなんでしょうけれども、今見込める数字というのはどのくら

いですか。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） 小池議員の質問にお答えをさせていただきます。

今現在、回収可能額ということでございますが、今のところどのくらいまで回収ができ
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るという額は今のところつかんでいない状態でございます。ただし、いずれにしろ小池議

員おっしゃるように、収入未済額は１億３，７９４万何がしというような多額の額が残っ

ておる状況でございますので、より多く回収に向けて事務を進めていきたいと思っており

ますし、今現在いろいろ事務レベルで以前からのものを経年で追いかけた中で、回収に取

り組んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 私の質問の仕方が悪かったんでしょうか、返済をされている方もおります

よね。この方は恐らくこれからも引き続き返済は可能だろうと。だから、この１億３，７

００万からその額を引けば、残りはこのぐらいだとわかりますよね。その数が実際にはど

のぐらい、１億なのか、８，０００万なのか、５，０００万なのかわからないんですよ。

だから、このくらいは入るでしょうと。しかし、このくらいはどうしても焦げつく可能性

があると。その部分については今後国、県、いろいろなところで協議しながら考えていく

というわけでしょう。だから、今支払っている方もいますから、その人たちはちゃんと支

払ってくれるということを前提で、でもここのところはずっと来てないから恐らく焦げつ

くだろうというふうに思われる部分、最終的に残る部分がどのくらいというふうに想定を

しているでしょうか。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） 小池議員の質問にお答えをさせていただきます。

今のところ大変申しわけないのですが、その詳細までちょっと把握をしていない状況で

ございます。いずれにしましても何回も言うようですけれども、より多くの貸し付けの資

金の回収は、事務レベルのほうでも今後ますます力を入れて回収に臨んでいきたいと思い

ますので、ぜひご理解のほどをよろしくお願いをいたします。

以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４６号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は総務常任委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（近藤 保君） 日程第１０、議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 申し上げます。

議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての

提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書２６９ページをお願いいたします。

議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の２７１ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額９億９，８３３万４，０７９円、前年対比３，７９３

万５，５０９円の増、歳出総額９億８，４９５万７，８４２円、前年対比４，４６５万５，

６６１円の増、歳入歳出差引額、実質収支額同額の１，３３７万６，２３７円、前年対比

６７２万１５２円の減でございます。

次の２７２、２７３ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書。

歳入について説明申し上げます。

１款保険料１項介護保険料、予算現額１億８，０５９万２，０００円、調定額１億８，

３４５万１００円、収入済額１億８，１１９万９，７００円、前年対比３３２万５，４０

０円の増でございます。この増につきましては、被保険者の増によるものでございます。
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不納欠損額４１万９，５００円、収入未済額１８３万９００円でございます。

続きまして、２款使用料及び手数料１項手数料、予算現額２万円、調定額、収入済額同

額の２万５，６００円でございます。

３款国庫支出金、予算現額２億２，７１２万１，０００円、調定額、収入済額同額の２

億２，４５６万４，２０８円、前年対比１，２０７万５，４９２円の減でございます。１

項国庫負担金、収入済額１億８，１０４万円、前年比１，５２２万８，０００円の増。こ

れは介護給付費負担金でございます。２項国庫補助金、収入済額４，３５２万５，２０８

円、前年対比２，７３０万３，４９２円の減でございます。これは、地域介護・福祉空間

整備等施設整備交付金の減でございます。

４款１項支払基金交付金、予算現額２億８，１１４万９，０００円、調定額、収入済額

同額の２億８，１１４万７，９００円、前年対比１，５２３万９，０８２円の増でござい

ます。現年度分介護給付費交付金の増でございます。

５款県支出金、予算現額１億３，９６８万７，０００円、調定額、収入済額同額の１億

３，７０１万２，２１６円、前年対比７７２万７，０７６円の増でございます。１項の県

負担金、収入済額１億３，２８０万４、７４４円、前年対比６８３万４，１８３円の増で

ございます。給付費負担金の増でございます。２項県補助金、収入済額４２０万７，４７

２円、前年対比８９万２，８９３円の増でございます。

続きまして、６款財産収入１項財産運用収入、予算現額３万４，０００円、調定額、収

入済額同額の３万４，４１９円。これは基金利子でございます。

７款繰入金、予算現額１億５，６４９万円、調定額、収入済額同額の１億５，３４５万

６，０９７円、前年対比２，５７７万２，９２０円の増でございます。１項一般会計繰入

金、収入済額１億３，９７７万８，９２５円、前年対比１，４８７万２，８１９円の増。

現年度分介護給付費及び一般事務費繰入金の増でございます。２項基金繰入金、収入済額

１，３６７万７，１７２円、前年対比１，０９０万１０１円の増でございます。これは介

護給付費準備基金繰入金の増でございます。

８款１項繰越金、予算現額、調定額、収入済額同額の２，００９万６，０００円、前年

対比２７８万５８９円の減でございます。

９款諸収入、予算現額８０万円、調定額、収入済額同額の７９万７，５５０円でござい

ます。１項延滞金加算金及び過料、収入済額ゼロです。２項雑入、収入済額７９万７，５

５０円、第三者納付金でございます。

歳入合計、予算現額１０億６１６万９，０００円、前年対比３，１１９万１，０００円

の増、調定額１０億５８万４，４７９円、前年対比３，８０４万６，００９円の増、収入

済額９億９，８３３万４，０７９円、前年対比３，７９３万５，５０９円の増、不納欠損
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額４１万９，５００円、収入未済額１８３万９００円でございます。

次の２７４ページ、２７５ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款総務費、予算現額２，０２７万２，０００円、支出済額１，９３５万８，０７１円、

前年対比１，９５３万４６４円の減でございます。１項総務管理費、支出済額６１万５，

８６８円、前年比２，６５８万７，３８９円の減でございます。これは、歳入で申し上げ

ました地域介護の福祉空間整備等施設整備交付金の減でございます。２項徴税費、支出済

額１２０万４，１９８円、前年対比４２万７，７７０円の増でございます。３項の介護認

定審査会費、支出済額１，３３５万７，９５５円、前年対比２９４万７，３２０円の増で

ございます。４項趣旨普及費、支出済額４３万３，６５０円、前年対比４，９３５円の増

でございます。５項計画策定委員会費、支出済額３７４万６，４００円、これは新規項目

でございます。

２款保険給付費、予算現額９億４，９６５万４，０００円、支出済額９億３，２０４万

９，６１１円、前年対比５，４３８万３，２７７円の増でございます。１項介護サービス

等諸費、支出済額８億５，６６５万５，０８８円、前年対比５，４６０万４，５１０円の

増でございます。居宅介護サービス給付費の増でございます。２項介護予防サービス等諸

費、支出済額３，５９８万１，４４７円、前年対比５４万８，８０９円の減でございます。

３項その他諸費、支出済額１２０万５，２１５円でございます。４項高額介護サービス等

費、支出済額１，２２５万５，１６３円でございます。５項高額医療合算介護サービス等

費、支出済額１３３万９７８円、前年対比１５３万５２４円の減でございます。６項特定

入所者介護サービス等費、支出済額２，４６２万１，７２０円、前年対比１０１万６，６

００円の増でございます。

続きまして、３款１項財政安定化基金拠出金、予算現額１，０００円、支出済額はゼロ

でございます。

４款地域支援事業費、予算現額２，４４５万８，０００円、支出済額２，２７６万８，

５８８円、前年対比４４６万３，１８２円の増でございます。１項介護予防事業費、支出

済額４５６万３，２５９円、前年対比５万６，７５５円の減でございます。２項包括的支

援事業・任意事業費、支出済額１，８２０万５，３２９円、前年対比４５１万９，９３７

円の増でございます。

５款１項基金積立金、予算現額３万５，０００円、支出済額３万４，２３０円でござい

ます。

６款諸支出金、予算現額１，０７４万９，０００円、支出済額１，０７４万７，３４２

円、前年対比５４０万７，４９３円の増でございます。国庫支出金等過年度分の増でござ
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います。１項償還金及び還付金、支出済額１，０６６万６，２４２円、前年対比５３２万

６，７９３円。これは過大交付分の増によるものでございます。２項の繰出金、支出済額

８万２，０００円でございます。

続きまして、７款１項予備費、予算現額１００万円、支出済額ゼロでございます。

歳出合計につきましては、予算現額１０億６１６万９，０００円、前年対比３，１１９

万１，０００円の増、支出済額９億８，４９５万７，８４２円、前年対比４，４６５万５，

６６１円の増でございます。不用額につきましては２，１２１万１，１５８円、前年比１，

３４６万４，６６１円の増でございます。

歳入歳出差引残額１，３３７万６，２３７円、前年対比６７２万１５２円の減でござい

ます。

以上で説明を終わらせていただきます。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年８月

９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関係

書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま、提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） まず、第１点目でありますけれども、要介護認定の人数が出ておりますけ

れども、要介護認定を受けたからといって、それを全ての方が利用しているわけではあり

ませんけれども、認定を受けて利用している人の割合はどの程度でしょうか。

それからもう１点です。平成２３年度の特別徴収と普通徴収、いわゆる介護保険料がご

ざいますけれども、この数字を出しているかどうかわかりませんけれども、介護保険料の
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特別徴収では平均して介護保険料はどのぐらいになっているか。そしてまた、普通徴収で

は介護保険料がどのぐらいになっているかについてお尋ねをいたします。

議 長（近藤 保君） 健康福祉課長。

〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） それでは、利用率ということでありますが、お手元の２２９ページ以

降を見ていただければということであります。まず最初に、２３年度では要介護認定が総

申請者数が７９８人でありましたが、認定者、延べ人数になりますと７６３人であります。

７６３人の内訳がその下の非該当と要支援１から要介護１から５まで、それからその他で

取り下げ却下等で、この表にあるとおりでございます。それで、率としましては、この数

字で取り下げと非該当、２３年度の人数の非該当を差し引いた人数になろうかと思います

が、利用されている方は何％というのはここでは出ておりませんので、利用率については

後でお答えすることでよろしいでしょうか。

それから、年金から差し引かれる保険料と、一般の徴収とどのくらいの率にあるのかと

いうことでありますが、それは５３１ページの一番下の枠の中で、２３年度の特別徴収と

普通徴収とこのような形で出ておりまして、特別徴収は年金から引かれるのが３，４３７

人、普通徴収は４９７人で、年金から引かれている率が多いということでありますが、そ

の特別徴収で年金から引かれている金額については、アベレージが幾つかについても今こ

こではわかりませんので、後でお答えするのでよろしいでしょうか。

以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 後日でも結構なんですけれども、私が何を尋ねたいかというのは、実際に

介護保険という制度はあるんですけれども、いざそれを利用しようというと、それが十分

に利用ができていない、というのは皆さんもご承知のように、ここにあります普通徴収、

特別徴収とありますけれども、これでいいます普通徴収というのは年金が１万５，０００

円以下の方は自分で持ってきなさいと、１万５，０００円以上あれば年金から天引きをし

ますということなんですよね。これだけの額しかなくて、それで今度これを利用しようと

すると利用料の１割を負担しなければならないということになりますから、実際にこの今

の介護保険という制度としてちゃんとあるんですけれども、いざこれを利用するときに、

どんなに大変な制度なのかということをお尋ねしたいんですよ。

そうすると、皆さんは事務的にはそれはそのやり方で間違いないんですけれども、私が

聞くのは、こういう制度があっても利用料がなかなか払えない。だから、介護保険という

のがあっても、これは利用できないという声も聞きます。また、滞納がたくさん多いです
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よね。年金をもらっている方はそれは年金から差し引きだからいや応もなく取られちゃい

ますけれども、これで見る普通徴収というのは、１万５，０００円以下の年金の人が自分

でみずから支払いをするということになると、それなりの年金をもらっている方はいいで

すけれども、１万５，０００円以下の年金しか受け取っていられない高齢者というのは、

これだけの人数がいるんだと。この人が利用するときに、まだ利用料を一定割合で払わな

ければならないという部分も、ゼロのところもありますよ、でも、払わなければならない

という基本のところがありますので、その辺の実態というものが実際はどういうふうにな

っているか。今ここにある数字といえば、課長のほうから出ていますけれども、では実際

にはこれでさっき言った、後で答えるということですから、これをリアルにこれをするた

めに、後ほどでいいですから、１日２日たってもいいですよ。調べて提出をお願いします。

以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４７号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４７号は文教厚生常任委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第１１、議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 申し上げます。

議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特



41

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございま

す。

以下、詳細につきましては会計課長より説明させますので、よろしくご審議の上、認定

くださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、決算書の３０１ページをお願いいたします。

議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、町長の補足説明をさせていただきます。

次の３０３ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額１億２，６３９万９，３１８円、前年対比２，１２８

万４５０円の増、歳出総額１億２，４４６万９１８円、前年対比２１８万１，２５０円の

増でございます。歳入歳出差引額、実質収支額同額の１９３万８，４００円、前年対比５

万２，８００円の減でございます。

次の３０４、３０５ページをお願いいたします。

平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書、歳入について説明申

し上げます。

１款１項後期高齢者医療保険料、予算現額９，２４１万４，０００円、調定額９，０９

３万５，６００円、収入済額９，０００万６，８００円、前年対比３０万１，５００円の

増でございます。不納欠損額４万４，０００円、収入未済額８８万４，８００円でござい

ます。

続きまして、２款使用料及び手数料１項手数料、予算現額３万円、調定額、収入済額同

額の１万６，１００円でございます。これは督促手数料でございます。

３款繰入金１項一般会計繰入金、予算現額３，１５７万１，０００円、調定額、収入済

額同額の３，１２４万６，６０５円、前年対比６１万３，７４６円の増でございます。保

険基盤安定繰入金の増でございます。２項他会計繰入金、収入済額ゼロでございます。

４款１項繰越金、収入済額１９９万１，２００円、前年対比２５万９，５００円の増で

ございます。

５款諸収入、予算現額４４０万７，０００円、調定額、収入済額同額の３１３万８，６

１３円。前年対比９５万５，１０４円の増でございます。１項の延滞金加算金及び過料、

収入済額ゼロでございます。２項償還金及び還付加算金、収入済額１１万９，４００円、

前年対比５万４，８００円の減。広域連合より還付分でございます。３項預金利子、収入

済額ゼロでございます。４項受託事業収入、収入済額２８９万９，２１３円、前年対比９



42

２万１，９０４円の増でございます。これは受診者の増によるものでございます。５項雑

入、収入済額１２万円、前年対比８万８，０００円の増でございます。

歳入合計、予算現額１億３，０４１万４，０００円、前年対比４１８万円の増でござい

ます。調定額１億２，７３２万８，１１８円、前年対比２０６万６，４５０円の増でござ

います。収入済額１億２，６３９万９，３１８円、２１２万８，４５０円の増でございま

す。不納欠損額４万４，０００円、前年対比１，１００円の減、収入未済額８８万４，８

００円でございます。

次の３０６、３０７ページをお願いいたします。

歳出でございます。

１款総務費、予算現額５６９万７，０００円、支出済額４１７万３，１６３円、前年対

比４４万３，２４７円の増でございます。１項総務管理費、支出済額３９３万１，６９９

円、前年対比９８万８４９円の増でございます。２項徴収費、支出済額２４万１，４６４

円、前年対比３万６，１３０円の減でございます。

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額１億２，４１９万５，０００円、収

入済額１億２，０１６万８，３５５円、前年対比１２９万１，３４０円の増でございます。

３款諸支出金、予算現額１２万２，０００円、支出済額１１万９，４００円、前年対比

５万４，８００円の減でございます。１項償還金及び還付加算金、支出済額１１万９，４

００円、これは保険料還付金でございます。２項繰出金、支出済額ゼロでございます。

４款予備費、支出済額ゼロでございます。

歳出合計につきましては、予算現額１億３，０４１万４，０００円、前年対比９６万５，

０００円の増、支出済額１億２，４４６万９１８円、前年対比２１８万１，２５０円の増

でございます。不用額につきましては５９５万３，０８２円、前年対比１９９万８，７５

０円の増でございます。

歳入歳出差引残額１９３万８，４００円、前年対比５万２，８００円の減でございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２４

年８月９日、監査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたしま

す。
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地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された後期高齢者医療事業特別会

計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及

び関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計

数的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の

資料をごらんください。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４８号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４８号は文教厚生常任委員会に付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利益剰余金によ

る処分及び決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第１２、議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利

益剰余金による処分及び決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利益剰余金による処分及び決

算認定について提案理由を申し上げます。

水道事業では、水道利用のお客様に対して、安全安心で安定した水を供給することを第

一の使命として事業活動を行っておりますが、その結果、平成２３年度決算では、経営活

動に伴う収支であります収益的収入及び支出におきましては２，７９２万８，５９５円の

欠損金が生じた赤字決算でした。また、投資的費用でもあります資本的収入及び支出にお

きましては、資本的収入額が資本的支出額に対して不足した額９，７６１万５，０５４円
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につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４３１万８３４円、過

年度分損益勘定留保資金９，３３０万４，２２０円で補塡させていただきました。

詳細につきましては上下水道課長より説明させますので、ご審議の上、可決及び認定く

ださいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

３２３ページをごらんください。

平成２３年度吉岡町水道事業決算報告書について説明をさせていただきます。

１、収益的収入及び支出についてでございます。

この項目につきましては、水道の経営活動に伴い発生する収入と支出で消費税を含んだ

金額でございます。款のみ説明をさせていただきます。

第１款水道事業収益、決算額３億６，４３２万４，３７６円、対前年度比で３３万７，

４１８円の減でございます。

支出の第１款水道事業費用をごらんください。決算額３億８，７７４万５，３５３円で、

対前年度比３９３万６，３２８円の増でございます。

３２４ページをごらんください。

資本的収入及び支出について説明させていただきます。

この項目は、企業の水道事業の営業活動を円滑かつ継続的に進めるために行った施設の

整備拡充等に関する収支報告でございます。款のみ説明させていただきます。

第１款資本的収入、決算額２億６６３万円、対前年度で６，９５６万円の増でございま

す。

支出でございます。第１款資本的支出、決算額３億４２４万５，０５４円でございます。

対前年度１億１，３６８万２，８７１円でございます。資本的収入が支出に対して不足し

ました額９，７６１万５，０５４円につきましては、先ほど町長が言いましたように、当

年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額４３１万８３４円及び過年度分損益勘定留保

資金９，３３０万４，２２０円で補塡をさせていただきました。

３２５ページをごらんください。

損益計算書について説明をさせていただきます。

この計算書は１年間の経営成績を明らかにするために、その期間中に得た全ての収益と

これに対する全ての費用を記載しまして、経営活動がどれだけの効果があったかというこ

とを示す計算書でございます。これは消費税抜きの金額でございます。

この計算書は大きく分けまして、１営業収入、２営業費用と３、４の営業外収益、営業
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外費用に分かれております。

まず、営業費用について説明させていただきます。営業収益は３億４，４６８万４５４

円でございました。営業費用３億３，５６３万５，８９９円を差し引きました９０５万３，

５５５円が黒字となっております。

営業外収益、費用におきまして、営業外収益２３５万９，２５６円から営業外費用の総

額３，９３４万１，４０６円を差し引きましたマイナスの３，６９８万２，１５０円が、

マイナスとなっております。

収入の黒字の９０５万３，５５５円から、３，６９８万２，１５０円を差し引きました

２，７９２万８，５９５円が経常損失ということで計上になっております。これがいわゆ

る赤字決算となっております。

次に、３２６ページをごらんください。

この剰余金計算書でございますけれども、今年度から様式が変わりまして資本剰余金の

部に資本金の項目が記載されることとなりました。資本剰余金と合わせて資本合計をあら

わすことになっております。

最初に、資本金について説明をさせていただきます。

資本金につきましては、今年度は動きましたのが出資のということで、町からの出資金

３，０００万円が増になっております。計で８億５９５万２，１８２円でございます。借

入資本金でございます。当年度につきましては、１５億５，９７６万１３３円を計上して

おりましたが、企業債の返還ということで５，７０７万７，５６２円を返還しております

ので、当年度末につきましては１５億５，９７６万１３３円ということで減になっており

ます。これによりまして、翌年度資本合計につきましては２３億６，５７１万２，３１５

円で、２，７０７万７，５６２円の減となっております。

次に、３２７ページ、利益剰余金について説明をさせていただきます。

この利益剰余金につきましては、利益処分によって積み立てられました減債積立金、建

設改良積立金及び未処理欠損金について区分をされております。減債積立金につきまして

は、今年度は処分を行っておりません。前年と同額でございます。建設改良積立金合計に

つきまして６，４９９万３，７７３円で、対前年度２，２８３万２，４０７円、これにつ

きましては前年度の欠損金分の処理をさせていただいたためでございます。減になってお

ります。これにより、未処理欠損金が前年度はゼロということでございました。

また、当年度に発生しました未処理欠損金２，７９２万８，５９５円につきましては、

当年度末の利益剰余金で処理をさせていただきまして、利益剰余金の合計というのが５，

３５３万２，１７８円となりまして、資本金の合計につきましては総計で４１億１，９６

４万６，９６１円となりまして、対前年度と比べまして１億１，４６１万１，４６３円の
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増となっております。

続きまして、３２８ページをごらんください。

欠損金処理の計算書（案）について説明をさせていただきます。

この欠損金処理計算書（案）の様式も今年度から変わりました。平成２３年度水道事業

におきまして欠損が生じたため、利益剰余金勘定に対して欠損勘定を設けて処理をすると

いうものでございます。当年度末の未処理欠損金は、先ほど言いました２，７９２万８，

５９５円の欠損金を生じたためにこれを処理するということで、利益剰余金の中の建設改

良積立金６，４９９万３，７７３円から充当させていただき、処理をするという案でござ

います。これによりまして、次年度に繰り越す欠損金はないということでございます。

続きまして、３２９ページ、貸借対照表につきまして説明をさせていただきます。

この貸借対照表は、財政状況を明らかにするために、決算時において保有する全ての資

産、負債及び資本を表示しまして、投入されました資本がどのような機能を発揮して運用

されているかというのを示すものでございます。大きく分けまして、資産の部、負債の部、

資本の部に分かれております。

まず、３２９ページの資産の部から説明をさせていただきます。

１、固定資産の有形固定資産でございます。イの土地からトの量水器までの項目で、現

在価格、下がりまして右側になりますけれども、総計で３８億５，３５７万３，４５０円、

対前年度で８，０１７万１，６５９円の増となっております。

流動資産につきまして説明をさせていただきます。流動資産につきましては、現金預金

については、３月３１日現在で３億５，９５３万１，００７円ということで、対前年度で

７，８１１万７，８８２円の増となっております。これの合計でいきますと、流動資産合

計で、一番右の欄になりますけれども、４億９，６０５万２，４９９円ということで、対

前年度６，９２８万４，３６４円の増で、資産合計としまして４３億４，９６２万５，９

４９円の増となっております。

３３０ページをごらんください。

負債の部と資本の部でございます。負債の部について説明をさせていただきます。

１の未収金、前受金、預り金の総計で２億２，９９７万８，９８８円、対前年度で３，

４８１万４，５６０円の増でございます。

資本の合計でございますけれども、資本金の合計２３億６，５７１万２，３１５円、剰

余金の総計１７億４０万２，４６８円、利益剰余金で５，３５３万２，１７８円、剰余金

合計、また資本合計でございますけれども、資本合計は先ほど言いましたように４１億１，

９６４万６，９６１円、これに流動負債の金額を足しました４３億４，９６２万５，９４

９円が、今現在の吉岡町の保有資産となっております。
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以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２３年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算につきまして、平成２４年８月９日、監

査委員、金谷重男さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された水道事業会計の決算報告

書について、予算額及び収益的収支、資本的収支並びに日計伝票、歳入歳出伝票、振替伝

票により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には

正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をご

らんください。

そして、実は一般会計が８月８日、１日で見させていただきました。あと水道事業と特

別会計は８月９日で全部まとめて見させていただきました。そのくらいの時間で全部見ら

れるのかと言われそうなのですが、実は５月の例月検査、６月に実施した検査でも既にこ

の２３年度の会計については、数字は監査委員のほうへ提出されておりますので、２カ月

かけて見たというふうに考えていただければよろしいかと思います。

以上です。

議 長（近藤 保君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４９号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４９号は産業建設常任委員会に付託いたします。

ここで議案第４１号と４２号の質疑を受け付けます。

まず、議案第４１号について質疑ございませんか。

大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕
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会計課長（大塚茂樹君） 最初の一般会計のところで、一番最初に実質収支のところで、歳出総額１，

００円台のところを５６億３，１５７万４，４３５円なんですけれども、７，４０１円と

言い間違えましたので、訂正させていただきたいと思います。

それから、４項の町たばこ税、収入済額ですけれども、１億９，１７７万と申し上げま

したが、１億５，１７７万の言い間違いでございますので、訂正させていただきます。

以上です。

議 長（近藤 保君） 質疑ございますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

第４２号の質疑を受け付けます。

質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

以上をもちまして、本日の日程のうち、平成２３年度決算認定議題が終了いたしました。

羽鳥代表監査委員には、監査報告ご苦労さまでした。

ここで昼食休憩をとります。再開は午後１時１５分といたします。

午後０時１５分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後１時１３分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

議 長（近藤 保君） 日程第１３、議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）について提案理由の説

明を申し上げます。

本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億７，１６０万１，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億５，２５２万４，０００円とするも

のであります。
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今回の補正で財政調整基金からの繰り入れは、６月補正後は４億６，２８０万３，００

０円でしたが、２億７，４９９万３，０００円を減額して、１億８，７８１万円といたし

ます。これにより、平成２４年度９月補正後の財政調整基金の残高見込額は２３億２，９

７６万３，０００円となります。

詳細につきましては、財務課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） それでは、議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

をごらんください。

歳入歳出予算の補正額でございますが、ただいま町長が提案理由の中で申し上げたとお

りでございます。第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分でございますが、当該区分ご

との金額等によるということで、「第１表・歳入歳出予算補正」によるものでございます。

これにつきましては、２ページから６ページまででございますが、説明につきましては補

正の款項の区分等を含めて事項別明細書で説明させていただきます。

第２条の地方債の変更につきましては、「第２表・地方債補正」によるということで、

７ページをごらんください。

臨時財政対策債ですが、限度額３億４，０００万円を１３０万円減額し、３億３，８７

０万円とするものでございます。普通交付税が決定し、臨時財政対策債発行可能額が確定

したことによるものです。

それでは、１１ページをごらんください。事項別明細書によりまして説明を申し上げま

す。

まず歳入でございますが、９款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金

１節地方特例交付金６５７万円追加、これは減収補塡特例交付金でございます。交付決定

による追加でございます。

次に、１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１節普通交付税、１億５，８１

６万７，０００円追加。普通交付税の決定によるものでございます。

次に、１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金４節障害者福祉費国庫負

担金、補正額合計２，１１４万４，０００円追加、主なものは訓練等給付費１，０８０万

５，０００円追加、これは対象者増による追加でございます。

１２ページをごらんください。

１５款県支出金１項県負担金、補正額合計１，０５３万４，０００円追加、１目民生費

県負担金４節障害者福祉費県負担金、訓練等給付費５４０万２，０００円追加、対象者増
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による追加でございます。

次に、１３ページをごらんください。

２項県補助金、補正額、合計１億３，２７７万１，０００円追加でございます。

主なものは、２目民生費県補助金５節老人福祉費県補助金５００万円追加、要援護者マ

ップ作成補助金でございます。６節児童福祉費県補助金、群馬県安心こども基金事業（保

育所等緊急整備事業）県補助金１億２，３８８万７，０００円追加。第二保育園建て替え

県補助金でございます。

１４ページをごらんください。

１８款繰入金２項基金繰入金、補正額合計２億６，７５９万３，０００円減額。１目渇

水対策施設維持管理基金繰入金１節渇水対策施設維持管理基金繰入金７４０万円追加。２

目財政調整基金繰入金１節財政調整基金繰入金２億７，４９９万３，０００円減額でござ

います。

次に、１９款繰越金１項繰越金１目繰越金１節繰越金、４億９１５万９，０００円追加

でございます。決算に基づき確定したことによるものです。

１５ページをごらんください。

２１款町債１項町債１目総務債１節臨時財政対策債１３０万円減額、臨時財政対策債借

入限度額が確定したことによる減額でございます。

次に歳出でございますが、人件費、職員手当、共済組合負担金及び退職手当組合負担金

は、全款を通して人事異動による増減でございます。

それでは、１６ページをごらんください。

１款議会費１項議会費については、補正額２５９万９，０００円の減額でございます。

次に、２款総務費１項総務管理費の全体の補正額でございますが、１７ページをごらん

いただきたいと思います。補正額１億９，７５２万３，０００円追加でございます。主な

ものは、９目基金費、財政調整基金２億４５８万円追加でございます。これは平成２３年

度実質収支額の確定に伴い２分の１以上を財政調整基金に積み立てるものでございます。

１８ページをごらんください。

２項徴税費、補正額７７５万７，０００円追加でございます。

１９ページをごらんください。

３項戸籍住民基本台帳費、補正額３９万２，０００円追加、主なものは１１節需用費、

８８万２，０００円追加、これは印鑑登録カード作成費用でございます。５項統計調査費、

補正額１８万５，０００円追加、交付金決定などによるものでございます。

２０ページ、２１ページをごらんください。

３款民生費１項社会福祉費、補正額合計５，０１９万９，０００円追加でございます。
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主なものは１目社会福祉総務費、１３節委託料、要援護者マップ作成業務委託料５００万

円追加でございます。これは全額県補助金によるものでございます。６目障害者福祉費１

９節負担金補助及び交付金、療養介護９６１万４，０００円、就労移行支援６９４万７，

０００円、障害児通所支援５５２万円、それぞれ追加でございます。

２２ページをごらんください。

２項児童福祉費補正額合計１億４，７３６万７，０００円追加でございます。

２１ページに戻りましてごらんください。

主なものは、３目児童保育費１９節負担金補助及び交付金、私立保育所施設整備補助金

１億３，９３７万３，０００円追加、これは第二保育園建て替え工事補助金でございます。

２２ページをごらんください。

２３節償還金利子及び割引料、７０２万７，０００円追加でございます。保育所児童運

営費国庫及び県負担金の返納金でございます。

２４ページをごらんください。

４款衛生費１項保健衛生費、補正額合計１７２万８，０００円追加でございます。

２３ページに戻りましてごらんください。

主なものは、２目予防費１３節委託料、予防接種委託料９７５万１，０００円追加でご

ざいます。これは不活化ポリオの予防接種委託料でございます。

２４ページをごらんください。

２項清掃費２目塵芥処理費１３節委託料、一般ごみ収集委託料１，３６９万４，０００

円減額でございます。これは入札差金によるものでございます。

２６ページをごらんください。

６款農林水産業費１項農業費、補正額合計２，４６８万５，０００円追加でございます。

主なものは７目渇水対策施設維持管理費１５節工事請負費、小倉沈殿池超音波流量計設置

工事７４０万円追加でございます。

２９ページをごらんください。

８款土木費２項道路橋梁費、補正額合計２，９５０万９，０００円追加でございます。

戻りまして２８ページをごらんください。

２目道路維持費１５節工事請負費、道路維持補修工事１，４３１万円追加でございます。

これは道路舗装補修工事及び道路側溝改修工事などでございます。

２９ページをごらんください。

３目道路新設改良費１５節工事請負費３１２万円追加、町道住３１号線改良工事でござ

います。４項都市計画費、補正額合計１，３５３万５，０００円追加でございます。主な

ものは、３目下水道費２８節繰出金、公共下水道特別会計繰出金１，０５８万１，０００
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円追加でございます。

３０ページをごらんください。

９款消防費１項消防費、補正額合計３４１万４，０００円追加、主なものは５目無線放

送施設設置事業費１８節備品購入費、戸別受信機購入費２３６万３，０００円追加でござ

います。

３１ページをごらんください。

１０款教育費１項教育総務費、補正額２４６万１，０００円減額、主なものは人事異動

による減額及び１８節備品購入費、小中学校公有自動車購入費１５０万円追加などでござ

います。

３２ページをごらんください。

３項中学校費、補正額合計３８９万８，０００円追加でございます。主なものは３目学

校建設費１３節委託料、北校舎エレベーター設置工事設計業務委託１５７万円追加でござ

います。１５節工事請負費、校内施設整備工事１９６万円追加、これは監視カメラ録画サ

ーバ更新工事及び北校舎３階集会室床改修工事でございます。

３４ページをごらんください。

５項保健体育費、補正額４１９万９，０００円でございます。主なものは１５節工事請

負費、体育館施設補修工事２５０万円追加でございます。これは社会体育館２階のトレー

ニングルームの改修工事でございます。

３６ページ以降につきましては、給与費明細書でございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） まず歳入ですけれども、地方交付税で１億５，８００万円ということの増

額補正ですけれども、これは当初で見込めなかったということは、どんな理由だったのか。

見込めなかった、うんと来たんだからいいんだということじゃなくて、当初で見込めなか

った理由はどういうことかということが１点であります。

それから、４億円の繰越金が出たということですけれども、これは額としては大変大き

い額なんですよね。４億というのは。本来１２月で補正をして大体このぐらいになるだろ

うというところで補正は仕切るんですけれども、またそれが出納閉鎖時期にこういうふう

に動いたということですけれども、それにしても額が４億と大変大きいので、それはどう

いうことに起因をしているかということをお尋ねをいたします。
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それから歳出ですけれども、塵芥処理費の中で入札差金で１，３００万の委託料が減額

になったということなんですけれども、余りにもこの額も大きいので、毎年の委託料から

見ても１，３００万円の減額補正というのは余りにも大きいので、ちょっと心配になるよ

うな部分なんですけれども、どういうことなのか。

それから、６款３目１９節の負担金補助及び交付金ですけれども、青年就農給付金１５

０万とありますけれども、これは１名分ですか。

それから、６款農林水産業費で２目の農業総務費の中で職員給与ですか、これが１，１

９９万円の増額ということですけれども、額も大きいので、これは何が原因でこんな大き

く増額補正をしなければならないことになったのかについてをお尋ねします。

以上です。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） まず質問の１点でございますが、交付税の関係で当初見込めなかったので

はないかということでございますが、交付税につきましては県等の指導等によりまして２

億なりそのくらいを歳入欠陥等もある関係で、そのくらいの余裕を見た中で予算化という

ことで指導等がある関係で、多少低目に見ているということでございます。

次に、繰越金の関係でございますが、４億ということで多過ぎるのではないかというこ

とでございますが、これにつきましても交付税なり税の収入等で歳入欠陥となると大変で

ございますので、そういったものを見込んだ中で低目に見ているということもございます。

また、入札等の差金等によりまして、その額が膨らんだのではないかと考えております

次に、委託料で一般ごみの関係でございますが、大分入札差金があるのではないかとい

うことでございますが、これは入札等におきまして競争等を行った中で大分減額になった

ということでございます。

それと農業関係の就労等のことでございますが、これは１名ということで聞いておりま

す。

あと人件費の関係でございますが、人事異動等もあった中で建設のほうで見ていたもの

が農業関係のほうで見たということで、振りかえたものによるものです。

以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） まず、入札差金ですけれども、前年度の請負契約は幾らでしたか。そして、

今回から町が予定をしていた入札価格、そこからだから開きが１，３００万でしょう、そ

うすると分母に対して、この１，３００万というのは余りにも大きいのではないかという
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ふうに思うんですよ。そうすると、そもそもの入札金額が間違っていたのか。でも、そん

なことはないですよね。毎年毎年やっているわけですから、恐らく対前年比で大体ほぼ、

ふえたにしてもちょっとふえる程度ですよね。人口もふえていますから。そうすると、そ

こで１，３００万円もの入札差金減額になるということは、分母そのものが小さいでしょ

う。大したことないでしょう、４，０００万ぐらいですか。５，０００万ないでしょう。

その中で１，３００万って、すごく大きいじゃないですか。ちょっと私なんか見ていて理

解できない数字なんですよ。だから、これだけの入札差金が出たというのは、どういうこ

とに起因をしているのかということなんですよ。

もっとでは簡単に聞きますけれども、では本来町が予定していた価格は幾らで、それで

何社入って、その入札の結果はどうだったのか。そんなに安くなるんだったら、最初からも

っと入札価格を下げることが十分可能だったのではないですか。そもそも、町の委託契約を

する時点での入札の金額というのが高過ぎたのではないかというふうに見えてくるんです

よ。そこはどうだったのかということをちゃんと聞きたいです。

それから、先ほどの農業総務費の中の１，１９０万、つまり１，２００万ですよね。普

通考えると、ちょっとした人事異動で１，２００万円もの金がふえるということは理解しに

くいんですよ。だから、どうしてこんなに、ちょっと人が動くだけでそんなに変わるのかな

というふうに思えるんですよ。だから、これはどういうことなんですかと聞いているんです

よ。人事異動というのはわかりました。何がどうなって、どうしてそんなに動いちゃうかな

と。こういう大きい額になるのかなという疑念なんですけれども、それについてお答えをく

ださい。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） 入札の関係でございますが、予定価格ということでございますが、ちょっ

と資料的にもここに手持ちがございません。それで大分下がったということでございます

が、これは組合と民間の会社ということで、吉岡町で組合をつくっております。その組合

が入ってない方との競争等があった関係で、大分金額が落ちたということでございます。

それがこちらで予定していた予定価格より大分下がったということでございます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 農業総務費の人件費の関係でございますけれども、前年度まで建設関

係で見ていた職員の給料、内容的には農業の仕事に従事しているという関係で、今回振り

かえさせていただきました。それから、全体的な人事異動の関係の増でございます。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。
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〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） 先ほどの予定価格等につきましては、あと調べさせていただきまして提出

をしたいと思います。よろしいでしょうか。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 審議をしてそこで終わったら、総務委員会で、私、総務委員でもないし、

もう聞けないんですよ。だから、入札調書あるでしょう。それ出してもらいたい。あとじ

ゃなくて、今審議してますから。

議 長（近藤 保君） 暫時休憩します。

午後１時４４分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後１時５９分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 先ほど小池議員のご質問の中の農業総務費の人件費が急激にふえてい

るというようなご質問で、私、回答いたしましたけれども、訂正をさせていただきたいと

思います。農業総務費の産業振興室の職員、これが農業総務費全体で７人を見込んでいた

ものを、人事異動の関係で１名増の８人になっております。したがって、１名の人件費が

ここに増加されております。そのほかにつきましては、全体の人事異動に伴う増減の修正

でございます。訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） 先ほどの入札の関係でございますが、当初予算の額が３，８０４万２，０

００円で計上しておりました。入札を実施し、入札は指名が３社行いました。１社失格と

なりました。それで、株式会社石川産業のほうで２，３１８万７，８００円ということで

税抜きで落札をいたしました。消費税込みですと２，４３４万７，１９０円となります。

差し引きで１，３６９万４，８１０円ということで、入札差金ということで今回１，３６

９万４，０００円ということで減額といたしました。以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 言わんとすることは多少は理解できるんですけれども、私が聞いているの

は、たしか平成２３年のときも似たような、このぐらいの金額じゃないですか。３，８０
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０万もする金額でしたか。似たような額じゃないですか。だというふうに私は記憶してる

んですが、記憶違いだったら私の間違いなんですけれども、それで町は当初は３，８００

万円を予定したと。でも、２３年の請負契約は幾らだったのか。そして、今回は石川産業

も吉岡町一般廃棄物事業協同組合も、両方とも２，３００万、２，４００万の札ですよ。

両方とも。これだけあればおれたちはできると、両方言ってるんですよ。それよりも１，

０００万以上も高い金額を町が最初からこれでやってくれと、どっちがおかしいでしょう

か、これ。これを見てると、どうも私は町のほうがおかしく見えるんですよ。だって、こ

れ両方の業者、最初から２，３００万、２，４００万の札を入れてるんですよ。一発で。

私、さっき聞いたのは、これ１回ですか、２回ですかと聞いたら、いや一発だと。それで

町が予定価格は３，３００万。だから、確かに予定価格を高くつり上げていれば、予定価

格３，３６２万に対しまして、落札金額は２，３１８万７，８００円ですから、６９％。

それは理解できますよ。で、これが片方が予定価格に近い札が入って、また片方がうんと

安い札を入れたというのであれば、それもまた競争の原理が働いているというのがわかる

んですけれども、両方似たような札が入るということは、両方とも業者がこの値段ならう

ちはできますよということで入れてるんですよ。にもかかわらず、町が３，３６２万なん

ていう予定価格を出すことがおかしいんじゃないですか。平成２３年度の入札から見てい

っても、そうじゃないんですか。別に平成２３年度の請負契約を行って、２３年度事業を

委託して、何かそれで問題がありましたか。瑕疵がありましたか。なかったんでしょう。

そうしたら、そのぐらいの金額でできるというふうに普通踏むのが当たり前じゃないです

か。皆さんの考えの中に、自分の金じゃないからいいやと、町の金だからいいやという考

えはありませんか。だから、大盤振る舞いしているというふうに映るんですよ。これをだ

から、どういうふうに皆さんが真剣になってやったか。そしてまた、私の今の質問に対し

てどういうふうに、言いわけじゃなくて、皆さんの正当性を主張してくれるのかを３問目

ですから、それ以上できないですから終わりにしますけれども、ぜひそこの部分の回答を

お願いします。

議 長（近藤 保君） 竹内財務課長。

〔財務課長 竹内 智君発言〕

財務課長（竹内 智君） 業務の設計等に当たりましては、原課のほうで近隣の市町村等を参考にし

た中で設計を組んでおります。そういったことで、今回大分低いということでございます

が、競争というか、採算等を度外視したような競争だったのではないかと考えております。

落札率についても６９．０％ということで、大分下がっております。金額が安かろう悪か

ろうということではなくて、現状については作業等も適正に行われているということでご

ざいます。
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議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

齋木議員。

〔１４番 齋木輝彦君発言〕

１ ４ 番（齋木輝彦君） ２６ページの渇水対策の維持管理費についてお伺いします。

ここに７４０万という予算をつけている小倉沈殿池の超音波流量計設置ということなん

ですけれども、これはいつも町はこの沈殿池のポンプの故障以来、水位を心配しているわ

けなんですけれども、これはくみ上げ量の流量計なのか、それとも使用量、例えば農業用

水と工業用水両方使っているわけなんですけれども、その使用量についての流量計をつけ

て、湧出量、要するにくみ上げ量と使用量との差を見ているのか。

そして、その機器とはどこに、あの場所にわざわざ行って設置するのか。それなら目視

で上から見られると思うんですけれども、それについて詳しくお願いします。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 渇水対策施設維持管理費７４０万円ということで、小倉沈殿池超音波

流量計設置工事ということでございますが、これは三甲へ給水しています量は、現在日量

１，８００トンということで契約をして給水しているところであります。そんな中で、使

用量は月単位でしか今のところ把握できない状況で、１日平均で試算しますと大体月２，

５００トン前後で推移しているという中で、町と三甲さんで協議をいたしまして、流量を

調整していただきたいとの申し出がございました。そんな中で流量を調整する、そして管

理するために設置するものであります。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 齋木議員。

〔１４番 齋木輝彦君発言〕

１ ４ 番（齋木輝彦君） そうすると、それは場所はあの小倉沈殿池に設置してあるのか。それとも

どこかセンサーでわかるようになっているのか。それと、当然ポンプのくみ上げ量、引く

ことの工業用水、残りは農業用水ということになると思うんですけれども、その設置場所

はどこに置いてあるのか。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 今回、７４０万トン試算しまして補正を上げさせていただいた中で、

議決していただけるのであれば、今後設置していくということでございますが、位置的に

は沈殿池の東側に設置していくという計画でございます。そしてまた、くみ上げている水

についてですが、三甲さんへの給水、そして上水、そして雑排水となっておりまして、３

万トンの敷地内に設置していくということでございます。
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議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） ２点お伺いしたいんですけれども、１点目は３２ページの教育費、中学校

費、学校建設費、１３委託料の北校舎エレベーター設置工事設計業務委託とありますけれ

ども、中学校だと思うんですけれども、このエレベーターを取り付けるに至った理由と、

それからこれは設計料だと思うんですけれども、通常の範囲で考えると多分設計量は５％

とか１０％ぐらいでしょうから、本体工事というのは概算どのくらいになるんでしょうか

という質問です。

もう１点は、２５ページの農林水産業費、農業振興費、１９節の一番下にあります大樹

町柏林公園まつり参加交付金１０万円というのは、これはどういう団体に支払われるもの

なんでしょうか。以上２点、お願いいたします。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） ３２ページの北校舎エレベーター設置工事設計業務委託料です

が、これは平成２５年度に吉岡中学校にエレベーターを設置したいため、今回の補正で設

計委託料を計上するものです。現状では２階、３階に階段のみで上がるということなんで

すけれども、障害を持つ生徒あるいは部活などで足をけがした生徒が２階、３階の教室に

上がることができるよう、利便性を向上させるということであります。

それと、学校公開のときに、障害をお持ちの方も学校公開、学校を見られるようにとい

うことで計画をしたわけです。それで、これにつきましては平成２５年度に吉岡中学校の

南校舎の防音改造工事を予定しておりますので、毎年工事をするのではなく、生徒にも騒

音等で迷惑がかかりますので、できれば平成２５年度に一括で工事ができたらということ

で、今回計上させていただきました。

それで、工事費につきましては、まだはっきりとはわからないんですが、おおむね４，

０００万から５，０００万円ぐらいではないかということで考えております。

以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、平形議員２問目の負担金補助及び交付金、農業振興費、大

樹町柏林公園まつり参加交付金１０万円ということで、今回計上させていただいているわ

けですが、これは昨年のふるさと祭りにおきまして、北海道大樹町と姉妹都市協定を締結
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いたしまして、これからは個々の交流ということで、私のほうとして産業観光面などにつ

いて交流して、この柏林公園まつりを利用させていただきまして交流をさせていただくと

いうことで計上させていただきました。失礼しました、友好都市協定を結んだ中で、これ

からは個々の交流を図るということで、私のほうからは産業そして観光面での交流を図る

べく計上させていただきました。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） ２７ページの商工費ですけれども、この春の３月議会のときもお話をした

んですけれども、商工会のほうへプレミアム商品券をもう２年ほど続けて商工会の発展の

ために出していただいたわけですけれども、予算にものっていなかったということで、続

けて予算を計上してほしいということで話しておきましたけれども、今回また補正にもの

っていないんですけれども、この点についてどうなっているのか聞きたいと思います。特

に、今ご承知のように、町の商工会の人たちもかなり厳しい状況が続いておるわけですの

で、何か町に活気を持たせるためにも、このプレミアム商品券は必要ではないかなという

ふうに考えております。渋川市、また伊勢崎市等でも続けてやっているわけですけれども、

吉岡でもやはりこの点について町長の英断で続けてやってもらえればありがたいと思って

いるのですけれども、予算に計上されなかった理由をひとつ聞かせていただきたいという

ように思っております。

もう１つは、２８ページですけれども、土木費の節でありますけれども、工事請負費の

１，４３１万円、原材料費として２１１万１，０００円ということで、合わせて１，６４

２万１，０００円という金額ではかなり小金額になっております。特に今までも長く世話

になっている中で、９月補正で道路改良等を行ってもらわないと、もう１２月、３月では

とても道路改良はしていけないという状況がありますので、今、町の道路の状況を見ます

と未舗装のところもまだ、その他の問題、改造ということで６６％の改良率だということ

でありますので、この点についてもう少し予算がつけられなかったのかどうか、その点に

ついてお伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 南雲議員からの質問ですけれども、商工会の件のプレミアということの答

弁をさせていただきます。

ここ２年間プレミアをやっていただいたということで、私も非常に効果があったのかな

というようには思っております。今回、当初予算、補正にものせなかったという理由は、
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私のほうから商工会のほうには事細かにいろいろなことでご説明はしてあります。そうい

った中で、この２年間やっていただいて、プレミアのいわゆる町が出すお金がどのような

効果があったということは、そのプレミアのお金がある時期には効果があるんですけれど

も、それ以上の効果が２年間やってみて見通せないなというような中で、もう少し商工会

のほうで研究をしていただくならば、こういった形にはこういってこれが１年間、そして

また長く続けていけると、この補助金を出していただければ、こういったことで長くうま

くやれるのではないのかな、というようにも私も思いましたので、商工会のほうでもう少

し研究をしていただいて、こういったことなら吉岡町が補助金出さなくてもこれからやっ

ていけるなというような、めどが立つような施策をとっていただきたいというようなこと

を商工会には申しました。そういったことで、商工会のほうでは理解をしたということで

はございませんが、今のところはそういったことで予算をつけなかったというのが実態で

ございます。商工会との年に１回の話し合いの中でも、いろいろなことでそういったこと

はお話をしているわけですけれども、再三にわたってそういったことでやっておるのです

けれども、商工会のほうにはそういった旨を伝えておるというのが実態でございます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 南雲議員の２問目となろうと思いますが、もう少し工事請負、積極的

な予算を組んでもいいのではないかというご質問だと思いますが、側溝の改修とか、舗装

の要望とか、いろいろ要望はいつもお話をさせていただいていますとおり、非常に今多い

です。その中で緊急度の高いものから、あるいは地域のバランスを見ながら予算のほうを

計上しておるところでございますが、前に比べてちょっと物足りないと感じられるのは、

まちづくり交付金がまず一段落したということ、そしてまた２１年度、２２年度ぐらい、

政府のきめ細かな臨時交付金とか、そういった経済対策がまたなくなったということであ

ると思いますが、この予算につきましても今回精いっぱい上げさせていただいている中で、

また執行させていただこうと思っていますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたしま

す。

議 長（近藤 保君） 南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 先ほど町長からプレミアム商品券の件について答弁がありましたけれども、

やはり町の商工業者の人たちの生活というのはかなり厳しいところもあろうかと思います。

やはり町の中で一つでも力を入れて推進していくということは大切ではないかなというふ

うに私は思っておりますので、いろいろ長い月日の中ではありましたけれども、ぜひ町長

の英断で、こういった事業ももう少し続けさせるということは大切ではないかなと自分で
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は思っております。そんな関係で、ぜひ商工会の役員の人と話し合いをしていただいて、

この問題はもっとほかにいいものがあればそれはそれで推進していただければありがたい

けれども、今のところはこの事業が他の町村のところを見てもかなり有意義な話も聞いて

おりますので、吉岡としてもぜひ進めていただければありがたいというように思っており

ますので、再度町長の気持ちを聞かせていただきたいと思います。

それと、今産業建設課長から話がありましたけれども、やはり道路改良についてもこの

９月で補正をかなり盛り込んでいただかないと、先ほども申し上げましたように、年度内

に仕上げるというのは厳しいわけですけれども、国の事業が補助金がないからだというこ

とではなくて、先ほども町長からもありましたけれども、財調も２３億から賄われるよう

になっていくというような状況であります。吉岡の経済状況も今のところは好転はしてお

りますけれども、やはりもう５年、１０年とたつうちにはかなり厳しい財政も来ると思い

ますので、この中でできれば未舗装のところを早くに改修して、町の発展につなげていく

というのが大切だろうと思いますので、ぜひもう少し増額をするような予算執行をお願い

したいと思いますので、その点についての検討もしていただきたいというように思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 勘違いしないでいただきたいのですけれども、今言ったプレミアを切っち

ゃおうということで、今自体は切れてますけれども、今まで見てきて、そのときだけは活

性化していいぐあいに回っているんでしょうけれども、その後ぽつっと切れて何も努力を

していないと。これはもう少し私が言っているのは、いわゆるお金は出してもいいんです

けれども、もう少し何らかの研究をしていただいて、もっと長く継続するような形のもの

をつくっていただければ、研究していただければ、町としても補助金を出すというような

ことも考えてはおります。ですから、商工会の人たちにも言っておるんですけれども、そ

ういったことでもう少し継続して活性化ができるようなことを考えていただくならば、町

は町として出すというようなことも言っております。

それから、それは余談なんですけれども、ひとり暮らしのあれのときに、ひとり暮らし

の補助金が終わったら、ぷっつりもう商工会はしないというようなことを言われたので、

それはもう少し考えたらいかがですかと。町は町としてそれももう少し商工会が考えてい

ただくならば、町は援助いたしますよというようなことも言った覚えがございます。そう

いったことで、ぜひ商工会の方々にももう少し研究をしていただいて、長く活性化ができ

るような施策を考えていただくならば、町ができることはやっていきたいというようには

思っております。
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議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 工事費の関係でございますが、非常に多くの要望に対しましていかに

効率よく、そして整備していけるか、よく検討しながら、予算措置のほうを図ってまいり

たいと思っております。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） ほかに質疑ございますか。

小林議員。

〔１２番 小林一喜君発言〕

１ ２ 番（小林一喜君） ３１ページの１０款１項教育総務費の中で、１８節小中学校公有自動車購

入費とあります。これは新規事業だと思うんですけれども、これについてどういう使われ

方をするのか、詳細を説明をお願いしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） これにつきましては、現在小中学校に公用車がないために、先

生方や講師の方が自分の車、私有車を持ってきて、学校行事やあるいはごみ片づけ、ある

いは廃棄書類なんかをごみの処分場に持っていくというようなことを、自分の車でやって

いるという状況にありまして、今まで問題なかったんですけれども、今後事故等があると

非常に問題になるということで、今回３校に軽トラックあるいは軽ワゴンということで、

１５０万円ということですので、中古車を３台配置する予定です。軽トラと軽ワゴン、ど

ういう割合になるかまだ未定なんですが、そういったことで中古車を３台、各学校に１台

ずつ購入して、学校の行事に使っていただきたいということであります。よろしくお願い

いたします。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

小林議員。

〔１２番 小林一喜君発言〕

１ ２ 番（小林一喜君） 今、局長がおっしゃるように、ある先生は軽トラ等を学校へ持ってきまし

てそういう作業に使っていると、そういう話も聞きますので、ぜひ安全対策のためにも実

行していただきたい。ただ１５０万円はちょっと少な過ぎるんじゃないかなというふうに

思っています。５０万円の中古車というのはどんなものなんでしょうかね。その辺を考慮

していただきましてお願いします。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５０号は、総務常任委員会に付託

したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５０号は総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（近藤 保君） 日程第１４、議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由の説明を申し上げます。

議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）の補正に

つきまして説明を申し上げます。

この補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９万２，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６８４万円とするものであります。

補正の内容につきましては、平成２３年度決算の確定による繰越金の増額が主なもので

ございます。

詳細につきましては教育委員会事務局長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） それでは、議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特

別会計補正予算（第１号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

補正の内容といたしましては、先ほど町長が申し上げましたとおり、平成２３年度決算

が確定いたしまして、実質収支額が３９万２，５４４円となりました。これを平成２４年

度の繰越金として歳入額を補正するものです。

補正予算書の２ページの第１表をごらんいただきたいと思います。

第３款の繰越金の既決予算ですが、３０万円見込んでおりましたが、決算額の確定に伴

いまして繰越金が３９万２，５４４円になったことから、９万２，０００円の増額をいた
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しまして３９万２，０００円に補正をお願いするものでございます。

歳出につきましても歳入と同額の補正をお願いし、こちらは７ページになりますが、給

食用食材料費を９万２，０００円増額させていただくものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５１号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５１号は文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１５、議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，７９８万１，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７，３６６万７，０００円としたいものであります。

詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

補正の内容につきましては、歳入で第４款県支出金におきまして単独事業費の増により



65

ます県補助金１４０万円の増額と、歳入歳出差し引きによります一般会計からの繰入金１，

０５８万１，０００円の増額、及び事業費の増によります町債４，６００万円の追加をお

願いするものでございます。また、歳出におきましては、第１款下水道費におきまして、

給与改定に伴います１万９，０００円の減額と、消費税の確定申告分と中間申告分として

２００万円の追加及び工事請負費５，６００万円の追加によります、合計で５，７９８万

１，０００円の追加補正をお願いするものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５２号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５２号は産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１６、議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いての提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，５９７万７，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億３，５８１万４，０００円とするものであります。

なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 守田健康福祉課長。
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〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

歳入歳出予算事項別明細書で説明いたします。

歳入の部、国民健康保険税は、本算定により４，９１２万円の減額です。税区分の詳細

は８ページをごらんください。

１款被保険者の医療給付、後期高齢者支援分、介護納付金それぞれの現年度分と滞納分

で４，５９５万９，０００円の減額補正となります。退職被保険者についても同様に３１

６万１，０００円の減額補正となります。原因については、景気悪化による所得の実質的

な目減りであります。

９ページに移ります。

国庫支出金は、特定健康診査等負担金の申請による５万６，０００円の増額です。９ペ

ージ下段の県支出金も同額補正です。事業の補正割合が３分の１ずつであるためのもので

す。

次に、療養給付費等交付金の現年度と過年度合わせて３，３９２万１，０００円の増額

補正です。

次に、前期高齢者交付金５，７６７万９，０００円の増額補正です。これは交付申請後

の手続によるものです。

１０ページをごらんください。

繰越金ですが、前年度から４，３３８万５，０００円の繰り越しができました。雑収入

としまして、１，０００円の増額補正です。

歳出の部に移ります。１１ページをごらんください。

総務費の一般管理費１１万２，０００円、趣旨普及費１０万５，０００円の増額補正で

す。

次に、保険給付費は一般と退職被保険者療養給付費、一般と退職の療養費合わせて４，

６６１万６，０００円の増額補正です。療養給付費、療養費の支出時のためのものです。

１２ページをごらんください。

保険給付費の高額療養費についても、一般と退職について合わせて８６０万８，０００

円の増額補正です。高額療養費の支出時のためのものです。

次に、後期高齢者支援金等ですが、事務費と合わせて１６５万１，０００円の減額。

１３ページに移ります。

前期高齢者納付金等ですが、事務費と合わせて３１万２，０００円の減額。老人保健拠

出金ですが３，０００円の減額です。

１４ページに移ります。
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介護納付金２４０万８，０００円の減額です。それぞれ社会保険診療報酬支払い基金、

いわゆる支払い基金からの決定通知によるものです。

次に、保健事業費は特定健康審査のための事業に要する事業費と委託料合わせて１８万

円の増額補正です。

諸支出金は、前年度より多く受け取った分の償還金で３，４７３万円です。内訳は療養

給付費負担金等返還分が３，４７１万８，５６２円と、高齢者医療制度円滑化運営事業費

補助金返還分１万２，２５０円で、合わせて３，４７３万８１２円です。

以上です。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５３号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５３号は文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）

議 長（近藤 保君） 日程第１７、議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億５，２４０万７，０００円としたいものであります。

詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。
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議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

補正の内容につきましては、歳出で第１款農業集落排水事業費の総務管理費におきまし

て、給与改定に伴います人件費６万１，０００円を減額し、これにより歳入で第３款繰入

金を歳入歳出差し引きで６万１，０００円の減額補正をお願いするものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５４号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５４号は産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（近藤 保君） 日程第１８、議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

の提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４６５万１，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４，８６５万９，０００円とするものであります。

なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、よろしく審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 守田健康福祉課長。
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〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

歳入歳出予算事項別明細書にて説明をいたします。

歳入の部、７ページをごらんください。

国庫支出金の介護給付費負担金８３万７，０００円の減額、調整交付金２０万９，００

０円の減額、支払基金交付金１２１万４，０００円の減額です。

８ページに移ります。

県支出金の介護給付費負担金５２万３，０００円の減額、繰入金、介護給付費繰入金５

２万３，０００円の減額、その他一般会計繰入金３９万８，０００円、合わせて１２万５，

０００円の減額となります。このことは９ページの諸支出金の第三者行為による納付金が

４１８万４，０００円あったためのものです。

８ページをごらんください。

繰越金ですが、前年度の繰り越しが１，３３７万５，０００円ありました。

１０ページをごらんください。

そのときの一般会計管理費３９万８，０００円の増額ですが、サービス体系の変更、複

合型サービス等の新しいサービス項目の追加によるシステム改修のものです。

次に、基金積立金の介護給付費準備基金９８万円の増額補正です。

次に、諸支出金の第１号被保険者還付金４，０００円は、生活保護世帯の還付分です。

次の償還金は、国庫支出金等過年度返還分で１，３２６万円です。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５５号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５５号は文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）
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議 長（近藤 保君） 日程第１９、議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついての提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７９万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億４，９９１万円とするものであります。

なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、よろしく審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 守田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

歳入歳出予算事項別明細書にて説明いたします。

６ページをごらんください。

歳入の部、事務費繰入金３万６，０００円の増額補正です。広域連合事務費の負担金で

す。

繰越金１７５万８，０００円の補正は、平成２３年度の事業繰越金です。

７ページに移ります。

歳出の部、総務費徴収費３万６，０００円の増額補正ですが、コンビニ収納手数料です。

１件５７円で、９カ月分を７０件と見込みました。

後期高齢者医療広域連合納付金１７５万８，０００円の増額ですが、保険料等の負担金

です。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５６号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５６号は文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

議 長（近藤 保君） 日程第２０、議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）について提案理由

を申し上げます。

収益的収入及び支出においては、収入で２８万２，０００円の追加を、支出で６６万７，

０００円の追加補正をお願いし、また資本的収入及び支出においては、支出で４７万円の

減額補正をお願いするものであります。

詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 冨岡上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。

初めに、収益的収入及び支出ですけれども、収入で２８万２，０００円の追加を、支出

で６６万７，０００円の追加をお願いするものでございます。

収入につきましては、東日本大震災によりまして発生しました福島第一原発によります

東京電力からの賠償金でございます。

支出につきましては、給与改定に伴います人件費７万６，０００円の追加と上下水道料

金調定システム改修委託料３１万５，０００円の追加、及び水道損害保険料２７万６，０

００円の追加で、計６６万７，０００円の追加補正をお願いするものでございます。

また、資本的収入及び支出におきましては、支出で給与改定に伴います人件費等４７万

円の減額補正をお願いするものです。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５７号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５７号は産業建設常任委員会に付託します。

ここで休憩します。再開を３時１０分といたします。

午後２時５２分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後３時０９分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

守田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） 済みません。それでは、２３年度決算書の中で小池議員より５２９ペ

ージ以降の２３年度の介護認定者とその利用者、いわゆる介護認定を受けた後にサービス

利用をしていない未利用者についてはどのぐらいいるのか、それから２３年度の特別徴収、

普通徴収につきまして、トータルとしては出ているわけですけれども、特別徴収、いわゆ

る年金からの引き落とし、それから普通徴収での金額についてその平均はどのぐらいなの

かということでご質問がありまして、答えられませんでしたので、今お答えをさせていた

だきたいと思います。

まず最初に、２３年度の認定者６２７人のうち、この介護保険を利用していない人が８

４名いらっしゃいます。利用している人の内訳を先に言わせていただきますと、居宅サー

ビス受給者が３９７人、それから施設介護サービス受給者が１０１人、地域密着型のサー

ビスの受給者が４５人で、トータルで５４３人です。認定者の６２７人から差し引きます

と、８４人の人が未利用者ということです。第５期の介護計画をつくる段階でアンケート

調査を実施しまして、介護保険サービスを利用していない主な理由は何でしょうかという

ことでお問い合わせをさせていただいています。その中で、要介護、軽度の人が１１名、

要介護、重度の人が８名、合計１９名の回答があったわけですが、その一番多かった、当

面は家族で介護できるからが４５．５％で、要介護、軽度の１１名に対して４５．５％で

すから約５人、それから同じ当面は家族だけで介護できるからでありますが、要介護、重

度の８人の方の中で５０％の人が当面は家族で介護できるということで４人の方が答えて
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いただきました。ご心配の自己負担が高いからという部分では、要介護、重度の方８名の

方の回答の中では１人だけそういったご回答がありました。

次に、特別徴収の金額でありますが、アベレージは４万９，８５７円です。それから、

普通徴収でありますが、５万１，００８円です。なお、特別徴収については、これは年額

でありますが、年６回いただいておりまして、普通徴収も５万１，００８円は年額であり

ますが、９回いただいております。

以上であります。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 次の同意第１号については、大沢教育長に直接関係のある案件ですので、

除斥を求めます。

〔教育長 大沢清君除斥〕

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 同意第１号 吉岡町教育委員会委員の任命について

議 長（近藤 保君） 日程第２１、同意第１号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明させていただきます。

同意第１号 吉岡町教育委員会委員の任命について説明をさせていただきます。

吉岡町教育委員会の委員が９月３０日をもって任期満了となるため、次の者を任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同

意をお願いするものであります。

同意を求める者は大沢 清氏で、住所、吉岡町大字南下５２番地、生年月日、昭和２５

年５月４日生まれの６２歳でございます。同氏は、平成２３年５月２７日に議会の同意を

いただき、同日開かれた教育委員会において教育長に選任され、以来町の教育行政の発展

のためご尽力をされておられます。前教育委員の後任としての残任期間が９月３０日で終

了するため、大沢 清氏に再度、吉岡町の教育行政のためにご協力をお願いしたいと考え

ておりますので、再任の同意をいただきますようよろしくお願いをいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております同意第１号については、吉岡町会議規則
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第３７条２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認め、そのとおり決します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） １１番岸です。町長より同意第１号 吉岡町教育委員会委員に大沢 清さ

んを任命したいとのご提案に対しまして、賛成の立場から討論させていただきます。

大沢 清氏は、皆さんご承知のとおり、平成２３年第４回臨時会において教育委員の任

命について全会一致で同意を受け、教育委員会委員の互選により、教育長に就任し、任期

を迎えようとしております。

町長の説明と重複部分ございますけれども、大沢 清さんの住所は、吉岡町大字南下５

２番地、昭和２５年５月４日生まれの６２歳であります。家族は、母、妻、一男一女の５

人家族ですが、長女は独立して東京の小学校で教員をされております。経歴につきまして

は、地元の明治小、中学校を経て、昭和４４年３月、群馬県立前橋工業高校を卒業後、日

本航空学園整備専攻科を卒業されました。昭和４６年２月に吉岡町役場に入所され、平成

８年４月に建設課長に就任以来、産業課長、総務課長、総務政策課長を歴任され、町政の

かなめとして活躍され、平成２３年３月に定年退職されました。

平成２３年５月２７日に教育長に就任されてからは、豊富な行政経験をもとにした適切

な判断力と温厚誠実な人柄で、教育界でも厚い信望を得ております。そして、現在、強い

リーダーシップと果敢な実行力で、吉岡町の教育行政を牽引しておるところでございます。

現在、他町村において児童生徒が減少している中にあって、吉岡町は児童生徒数が毎年伸

び続けております。今後予想される教育施設の拡充や、学校経営における諸問題に適切に

対処していくためには、大沢 清氏の卓越した能力が必要であります。

ここに議員皆様のご賛同を心からお願い申し上げまして、賛成討論といたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより同意第１号の採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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議 長（近藤 保君） 起立多数。よって、同意第１号は同意することに決しました。

大沢教育長、入場をお願いします。

〔教育長 大沢 清君 入場〕

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

議 長（近藤 保君） 日程第２２、同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命について説明させていただきます。

吉岡町教育委員会の委員が９月３０日をもって任期満了となるため、次の者を委員に任

命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議

会の同意をお願いするものです。

同意を求める者は、武藤さゆり氏です。住所、吉岡町大字下野田６４０の３番地、生年

月日、昭和４３年９月１１日生まれで４３歳です。

武藤さゆり氏は、地元での信望が厚く、地元子供育成会長を２回務められ、また駒寄幼

稚園のＰＴＡ書記、明治小学校のＰＴＡ書記、吉岡中学校のＰＴＡ副会長を歴任されるな

ど、ＰＴＡ活動に積極的に取り組まれ、人格、見識とも申し分のない方です。中学生、高

校生の保護者でもあり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第４項の規定も

満たしています。

何とぞ同意をいただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 皆さんもご存じかと思いますけれども、群馬県でもいじめによる自殺等が

ふえております。そしてまた、全国的にもいじめの問題が今ほどクローズアップされてい

る時代はありません。その中で特に問題になっているのが、教育委員会の姿勢であります。

ほとんどのどこの教育委員会でも、最初は自分たちには責任がなかったようなことを言っ

ていて、そしてずっと逃げていて、最後になってくると謝ったりというものが、これはも

う全国的な例です。そういうものが大変ふえております。そういう中で、本当に今ほど教
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育委員の質が問われている時代はありません。そういう中で、ＰＴＡの役員をしたから、

あるいは育成会の役員をしたからということでありましたけれども、本当にその人が今の

この世相の中でどこに問題があって、どうしてこういう事件が起きるんだろうか、そして

事件が起きると、何で学校現場であったり教育委員会が逃げるんだろうかというふうに見

ております。そういう中で、本気になってこの社会からそういうことをなくしていく、事

実は事実として明らかにしていく、また問題の解決のために全身全霊を向けていく、そう

いう立場にあるかどうか、まさに今教育委員の質が問われている時代であります。そうい

う中で、このことは本当に本人にどのような話をしたのか、そして事の重大さというもの

を十二分に理解をして本人が承諾をしたのか、そのことについてお伺いをするものであり

ます。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

ただいま小池議員のほうから、今の教育行政を見ると、まさに混乱している時代だと。

そのような中で、この吉岡町の教育行政にこれから皆様方に承認をしていただければ、こ

の方がなるわけですけれども、そういったことも頼みに行ったときには私のほうからも言

わせていただきました。そうしたら、その方は、私は今までいろいろなことでＰＴＡ活動

とかいろいろな面で携わってきました。私も吉岡町の教育行政に携わるということに、本

当に幸せに思っております。ですから、私でよければ吉岡町の教育行政のために真剣にや

らせていただきます。というようなことをまさに言ったということで、私も確認をしてお

ります。そういったことで、これからのまさに教育行政は大変だと思われますが、この方

ならやっていけるというように私も確信をしているところでございます。

そういったことでぜひご理解をいただきまして、同意をいただければ幸いでありますと

いうふうに思っております。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 済みません、一つ確認をさせてもらいますけれども、これは武藤さんとい

うのは前の教育長とは関係はないですよね。前の教育長とは関係のない方ですよね。（「前

の教育長は佐藤さん」の声あり）佐藤さん、ごめんなさい、失礼、失礼。

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております同意第２号については、吉岡町会議規則第３７条第２項
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の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認め、そのとおり決します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君登壇〕

１ ３ 番（神宮 隆君） １３番神宮です。

町長より、同意第２号 吉岡町教育委員会委員に武藤さゆり氏を任命したいとの提案に

対しまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。

武藤さゆり氏の住所は、吉岡町大字下野田６４０番地の３、昭和４３年９月１１日生ま

れの４３歳であります。

渋川市祖母島の横手家の次女として生まれ、金島小学校、金島中学校、明和高校を経て、

明和女子短期大学を平成元年３月に卒業後、同年４月から群馬県経済連に勤務されました。

その後、平成３年に理研鍛造株式会社に入社し、平成７年に結婚、退職されました。現在

は、株式会社カインズにパートとして勤務しており、中学校１年と高校１年のお子さんを

育てておられます。

武藤さんは、平成１５年に駒寄幼稚園ＰＴＡの書記、平成１７年には明治小学校のＰＴ

Ａの書記、平成２２年には吉岡中学校ＰＴＡの副会長をなさり、また地域の子ども会の育

成会会長を２回務められるなど、教育に関して強い熱意と識見をお持ちです。

温厚で誠実な人柄で、地域の信望も厚く、教育委員としては最適であると思いま

す。

ここに議員皆様方のご賛同を心からお願い申し上げて、賛成討論といたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、同意第２号の採決をします。

この採決は起立によって行います。（「議長、委員会付託をやってください」の声あり）

ただいま小池議員のほうから動議がございました。文教厚生常任委員会に付託すること

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、本件は文教厚生常任委員会に付託することに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

議 長（近藤 保君） 日程第２３、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし

ます。

町長の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について申し上げます。

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、任期満了に伴い、下記の者を推薦を

行うに当たり、あらかじめ議会の意見を求めるものでございます。

氏名については、石井洋子さん。群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保５３番地の３、生年

月日は昭和２３年３月１０日生まれです。

よろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 提案説明が終わりました。

ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

お諮りします。

諮問第１号は、吉岡町会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと

思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 諮問のとおり、石井洋子氏を適任と答申することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、諮問第１号については、石井洋子氏を人権擁護委員候補者として答申すること

に決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第２４ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

議 長（近藤 保君） 日程第２４、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし

ます。

町長の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。

任期満了に伴い、下記の者の推薦を行うに当たり、あらかじめ議員の意見を求めるもの

でございます。

大貫ふた葉さん、群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保１０６４番地５４、生年月日は昭和

２９年８月１７日生まれでございます。

よろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 提案説明が終わりました。

ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） この人はどういう経歴なのか全くわからないんですけれども、住所と氏名

がわかっただけで、どういう人かということはこの程度だということだけの、説明はぜひ

ともしていただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 暫時休憩します。

午後３時０９分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後３時３６分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 大変申しわけございませんでした。それでは、経歴のほうをちょっと言わ

せていただきます。

まず、石井さんから言わせていただきます。石井さんは先ほど申し上げたとおり、群馬

県北群馬郡吉岡町大字大久保のいわゆる溝祭に住んでおります。昭和４１年に渋川女子高

等学校を卒業され、いろいろなところに勤めたんですけれども、一番人権擁護委員にふさ

わしいといえば、昭和４４年に群馬県警察普通課普通職員ということで、県警本部の交通
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部関係の専従の事務をしていたということで、いろいろなことでやっております。それか

ら、その他介護予防サポーター、母子保健推進委員などをやっております。

それから、人権擁護委員を依頼され、これは石井さんの意見ですけれども、まず自分自

身が勉強しなければと痛感しています。責任の重さも感じます。先輩の委員さんのご指導

をいただきながら頑張りたいと思います。相談者の方が話すことよりも、心の問題や感情

をよい方向に整理でき、みずから新たな歩みを踏み出すためにお力になれるよう努力した

いと言っております。

それから、２人目の大貫ふた葉さんは、昭和４２年に静岡英和女学院中等部に入学され、

３月に卒業されたということでございます。最終学歴は、桜美林大学短期大学部家政科と

いうことでございます。お勤めのほうは石丸電気株式会社、そして退社をし、結婚された

というわけでございます。

大貫さんの言っていることは、子供のいじめ問題に関心があります。これまで活動歴は

特にありませんが、育成会、小学校での本の読み聞かせ等少々ありました、というボラン

ティアに徹した方であります。

よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

お諮りします。

諮問第２号は、吉岡町議会会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略した

いと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認めます。

諮問のとおり大貫ふた葉氏を適任と答申することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） ご異議なしと認めます。

よって、諮問第２号については、大貫ふた葉氏を人権擁護委員候補者として答申するこ

とに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について
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議 長（近藤 保君） 日程第２５、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし

ます。

町長の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について。

任期満了に伴い、下記の者の推薦を行うに当たり、あらかじめ議会の意見を求めるもの

でございます。

求める人は、大谷修司さん、住所は北群馬郡吉岡町大字上野田１３２９番地６６９、生

年月日は昭和２４年１月１０日生まれでございます。

大谷氏は、昭和４２年に渋川市立工業高校自動車科を卒業後、今現在、自宅でメックス

大谷組織変更にて現在に至るということで、大谷研磨ということで言えばわかると思いま

す。そこで事業はやっております。

それから、その他の経歴は、昭和６３年に吉岡村立明治小学校ＰＴＡ会長、平成１０年

に吉岡町教育委員会委員長、平成１９年吉岡町第３区区長、平成２２年吉岡町農業委員会

委員を務めております。立派な方ですので、よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案説明が終わりました。

ただ今の説明に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認めます。

お諮りします。

諮問第３号は、吉岡町会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと

思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認めます。

諮問のとおり大谷修司氏を適任と答申することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） ご異議なしと認めます。

よって、諮問第３号については、大谷修司氏を人権擁護委員候補者として答申すること
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に決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 発議第６号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支

援を求める意見書

議 長（近藤 保君） 日程第２６、発議第６号 自治体における防災・減災のための事業に対す

る国の財政支援を求める意見書を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

飯島議員。

〔１番 飯島 衛君発言〕

１ 番（飯島 衛君） それでは、意見書を読み上げまして提案説明とさせていただきます。

内閣総理大臣 野田佳彦殿。総務大臣 川端達夫殿。国土交通大臣 羽田雄一郎殿。農

林水産大臣 郡司 彰殿。文部科学大臣 平野博文殿。

自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書。

地方自治体が所有管理する社会資本、道路、橋梁、上下水道等の整備は、高度経済成長

期の発展とともに、昭和４０年代後半から加速化した背景があり、現在多くの社会資本が

改築期（建設後３０から５０年）を迎えています。

社会資本は生活の基盤であるだけでなく、災害時には住民の生命、財産を守る機能もあ

りますが、近年の社会経済情勢による税収減収や、社会保障関係経費の増加による自治体

財政の悪化から、防災・減災の強化はおろか、社会資本の計画的修繕や改築すら進まない

状況にあります。

国土交通省の調査でも、自治体が管理する道路橋で、老朽化のための補修が必要な全国

およそ６万の橋のうち、８９％が厳しい財政状況などを背景に補修されないままになって

いることが分かったとの報告がありました。

よって、政府におかれては、地方自治体共通の課題である社会資本の経年劣化対策等の

防災・減災のための事業について、重点的な予算配分を行い、地方負担額の軽減措置を講

じるよう要望します。

具体的には、橋梁等の道路施設の長寿命化に資する耐震化や、維持補修及び架け替え、

上下水道等の社会資本の老朽化の更新や維持補修、及び防災拠点となる庁舎等の耐震化等

による防災機能強化について、補助採択基準の緩和や補助率の引き上げなど国庫補助制度

の拡充、交付対象事業の範囲拡大等の財政支援を拡充することを強く求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。

平成２４年８月２９日。

議員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
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議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております発議第６号は、総務常任委員会に付託したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、発議第６号は総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 吉岡町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

議 長（近藤 保君） 日程第２７、吉岡町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。

現在、その職にある選挙管理委員及び補充員は、９月２０日をもって任期満了となりま

す。よって、これより選挙管理委員及び補充員について、それぞれ４名の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によるこ

ととし、指名の方法は議長が指名することといたしたいと思いますが、ご異議ありません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） ご異議なしと認めます。

選挙の方法は、指名推選によることとし、指名の方法は議長が指名することに決しまし

た。

それでは、初めに選挙管理委員を指名いたします。

選挙管理委員には、吉岡町大字小倉２０２番地、小林英夫氏、吉岡町大字陣場４８１番

地、松岡敏夫氏、吉岡町大字大久保３１５７番地、目崎信吾氏、吉岡町大字漆原８４８番

地、青木秀雄氏、４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました方々が当選されました。
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次に、選挙管理委員補充員を指名いたします。

第１順位、吉岡町大字上野田７５４番地、森田隆博氏、第２順位、吉岡町大字南下９７

番地１、田子隆一氏、第３順位、吉岡町大字大久保１５１１番地２、髙野 実氏、第４順

位、吉岡町大字漆原１１６２番地７、柴崎友義氏の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました方々が当選されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２８ 議長報告 請願、陳情の委員会付託について

議 長（近藤 保君） 日程第２８、議長報告を行います。

ただいま請願１件、陳情６件を受理しています。

請願第１号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機の吉岡町上空

での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願について、紹介議員である小池春

雄議員より趣旨説明をお願いします。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） それでは、請願第１号について説明を申し上げます。

米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機の吉岡上空での飛行訓練禁止

を求める意見書の提出を求める請願でありますけれども、私はこの趣旨に賛成をする立場

から紹介議員になっております。

文書を読んでいただければわかりますけれども、皆さんご承知のように、オスプレイは

現在岩国基地に米軍が搬入をされておりまして、今山口県でも岩国市は市長、市議会を挙

げて反対をしております。そしてまた、これが沖縄に配備をされるだけでなく、当然のこ

とでありますけれども、このオスプレイは７月３１日に、訓練のために自衛隊訓練空域の

使用を求められたら拒否できないということを答弁書をもって閣議決定をしております。

吉岡町のすぐ隣は、まさにその自衛隊の１２旅団があるところであります。ヘリ旅団で

ありますから、吉岡町上空を飛ぶということはこれは明らかであります。使用されるおそ

れがあります。ましてこの上州経路というのは、今回のオスプレイというのはいわゆる離

着陸もしますけれども、垂直で飛ぶという、これが飛んできてちょうど吉岡上空あたりで

この上州経路でおりるということになりますと、この辺からこのプロペラを今度は上に向
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けてとめるという、一番危険なところにあるのが吉岡町です。榛東村とどちらかというと、

もう向こうへ行ったらほぼ真っ直ぐ上に上がっておりていくという、一番角度を変えると

きに事故が起きるというふうに言われております。

また、今ありますブルールートといいまして、この飛行機というのはレーダーにひっか

からないように、超低空で飛ぶということが想定されていて、またそのための訓練を行い

ます。上空６０メートルで飛ぶというふうに言われております。これは機体が重いもんで

すから、低くなるとアメリカなんかでも木がなぎ倒されたり、建物が飛んだりということ

で、事故があるということは皆さんも大変多く報道等で知っているというふうに思います。

このことが本当に実行されますと、吉岡町は大変な被害を受けることが想定されておりま

す。

ここにあります記という中で、吉岡町上空でのオスプレイの飛行訓練と米軍艦載機の低

空飛行訓練をしないということを、特に求めるものであります。この吉岡町の住民に対し、

責任を持つ議会といたしまして、ぜひともこの願意を酌んでいただき、意見書の提出をお

願いするものであります。

以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員、ご苦労さまでした。

請願第１号は、総務常任委員会へ付託します。

次に、陳情第３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情は、文教厚生常任委

員会へ付託いたします。

次に、陳情第４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情は、産業建設常任委員会へ

付託いたします。

次に、陳情第５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情は、総務常任委員会へ

付託いたします。

次に、陳情第６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援の要請についての

陳情は、文教厚生常任委員会へ付託いたします。

次に、陳情第７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情は、総務常任委員会へ

付託いたします。

次に、陳情第８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求める意見

書」採択に関する陳情は、総務常任委員会へ付託いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。

これにて散会いたします。
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ご苦労さまでした。

午後４時０３分散会
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平成２４年第３回吉岡町議会定例会会議録第２号

平成２４年９月１３日（木曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第２号

平成２４年９月１３日（木曜日）午前９時開議

日程第 １ 一般質問（別紙一般質問表による）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 飯 島 衛 君 ２番 金 谷 重 男 君

３番 岩 﨑 信 幸 君 ４番 平 形 薫 君

５番 山 畑 祐 男 君 ６番 栗 田 俊 彦 君

７番 宇都宮 敬 三 君 ８番 馬 場 周 二 君

９番 石 倉 實 君 １０番 小 池 春 雄 君

１１番 岸 祐 次 君 １２番 小 林 一 喜 君

１３番 神 宮 隆 君 １４番 齋 木 輝 彦 君

１５番 南 雲 吉 雄 君 １６番 近 藤 保 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 森 田 潔 君

財 務 課 長 竹 内 智 君 町 民 生 活 課 長 吉 澤 健 二 君

健 康 福 祉 課 長 守 田 肇 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 大 塚 茂 樹 君 上 下 水 道 課 長 冨 岡 輝 明 君

教育委員会事務局長 大 澤 弘 幸 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 青 木 史 枝
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開 議

午前８時５８分開議

議 長（近藤 保君） おはようございます。去る９月３日に開会されました平成２４年第３回吉

岡町議会定例会が本日再開されました。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第２号により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 一般質問

議 長（近藤 保君） 日程第１、一般質問を行います。

４番平形 薫議員を指名します。

〔４番 平形 薫君登壇〕

４ 番（平形 薫君） ４番平形です。議長への通告に基づきまして一般質問を行います。

初めに、北海道大樹町との友好都市協定についてお尋ねします。

町は、昨年の秋に北海道大樹町と産業、経済、文化、教育など幅広い分野での交流を通

じて相互理解と親善交流を深めるため、友好都市協定を締結いたしました。北海道大樹町

の柏林公園まつりで同意書を交わし、よしおかふるさと祭りにおいて協定書が交わされて

おりました。

町にとってはこのような自治体間の提携は初めてのことなのですけれども、相手方の大

樹町は福島県相馬市との間で姉妹都市の協定を結んでおります。大樹町と相馬市との縁、

これは明治２０年代に相馬出身者が開拓移住民として大樹町へ入植したのが始まりだそう

です。その後、あと大正にかけて相次いで移住し、３代、４代と受け継がれているという

ことでございます。

昭和４３年には、旧相馬藩主の３３代目の相馬氏が、大樹町に移住して牧場を経営し、

これをきっかけに大樹、広尾などの相馬出身者、これが相馬会を結成するなどきずなが強

くなったそうでございます。昭和４８年には、両市町の議員が相互訪問しておりまして、

姉妹都市締結式は１０年後の昭和５８年に相馬市で行われたと聞きました。

このように、友好都市あるいは姉妹都市提携をしている自治体同士には、自然環境、自

治体の性質、産業や文化が類似している、交流の歴史がある、あるいは提携前から市民レ

ベルで交流している、こういった提携のきっかけとなる出来事なり理由づけがあります。

そこで、町長にお尋ねします。大樹町との友好都市協定締結から１年を経まして、町の

広報、こういったところやホームページに大樹町が紹介されております。道の駅よしおか

温泉物産館での海産物の販売など、友好都市協定締結が町民に広く知れ渡るようになりま
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した。しかしながら、この知れ渡るようになる前からですが、なぜ大樹町なのかという声

が聞こえてきます。交流の具体案が検討されている今、今さらという感じがあるかもしれ

ませんが、なぜ大樹町であったのかをもう一度、いま一度これをこの議場で明らかにして

いただきたいというふうに思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。

朝早くから大変ご苦労さまでございます。本日は、６人の議員さんより質問をいただく

わけであります。誠心誠意答弁をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

ただいま平形議員のほうから、なぜ大樹町であったのか、北海道大樹町との友好都市協

定が、なぜ大樹町であったのかということでご説明をさせていただきます。

今までにも幾度かお答えをさせていただいておりますが、友好都市協定先がなぜ大樹町

であったのかについて、改めて今までの交流経過からお答えをすることによって、なぜ大

樹町だったのかをご説明をしたいと思っております。

昭和６３年３月、当時の駒寄小学校ＰＴＡ役員だった、ここにおります現在の山畑議員

が前橋市で開催された大樹町物産展において、現在の大樹町町長でもあります伏見大樹町

町長が総務課長の職務にあるときに、偶然にもお会いする機会があり、そのときに名刺及

び情報交換を行ったのがそもそものきっかけとなりました。そのことが縁で前橋市に持参

したサケの卵を吉岡町にもお裾分けしていただき、ふ化させた後に、駒寄小学校児童によ

り稚魚に育てられ、利根川に放流したとの計画がありました。この取り組みは、その後、

町の子供育成会連絡協議会による稚魚放流活動に発展し、現在も続いています。

また、以前の吉岡町振興公社に勤務していた方が、かつて会社勤務当時の大樹町の漬物

工場に１０年間就任していたことから、大樹町の伏見町長と面識があり、大樹町の産業や

文化を初め、職業柄、特に農水産業に精通していたので、常々会議等の中で話題に上がっ

ていました。その後、何人かの町民が大樹町において雄大な大自然を背景に、毎年９月に

盛大に開催されている柏林公園まつりへ平成２０年、２１年に大樹町を訪れ、本町からの

出展として焼きまんじゅう５００種を持参し販売を行ったところ、好評を受け完売いたし

ました。そのときから、大樹町でも広く群馬県吉岡町の存在を知っていただける機会を得

ることができました。

平成２１年６月には、本町の議会による視察研修が実施され、大樹町長を初めとする各

役職及び関係団体役員による歓迎を受け、町内の工場や航空公園、ＪＡ試験圃、豊かな自

然と環境が育む天からの恵みの各素材を生かした経済センターなどの各施設を中心に、質、
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量とも充実した研修が行われ、その模様は大きく当地の新聞に取り上げられましたと聞い

ております。その後、研修を終え、議会からは大樹町との交流をぜひ進めてはどうかとの

意見が大多数であり、まず手始めに、特産物について吉岡町の道の駅オープンに間に合う

ような交流から進めてはどうかとの意見が聞かれました。道の駅の物産館かざぐるま、大

樹町特産品の販売開始とともに、町ではこうした経過をたどりながら、友好都市協定締結

に向けて相手側の意向を確認しつつ、友好を深めてまいりました。

この間、平成２１年第１回定例会では、小池議員を初めとし南雲議員、岸議員、田中議

員、さらに齋木議員、栗田議員など多くの議員皆様からも質問をいただき、平成２２年第

３回定例会では、齋木議員及び栗田議員より大樹町との友好都市交流について一般質問が

あり、議会の意見を伺ったことなどを踏まえて、協定締結に向けて努力してきたところで

もあります。

大樹町には、海の幸や大規模な酪農経営など、吉岡町にないものがある、ぜひ未来に夢

広げる子供たちに広大さを味わってほしい、パークゴルフが盛んである、お互いの特色を

生かした交流はできないものかなど、いろいろな意見をいただきました。

なぜ大樹町であったかと尋ねられれば、いろんな経過はあるものの、それぞれお互い縁

あってということになるかと思っているところであります。言うなれば、こうした経過な

どをたどって、友好都市締結に向けて機は熟したとの見解を持ったところであります。

そこで、具体的な事務手続を進め、平成２３年９月には、柏林公園まつりで合意書を締

結し、よしおかふるさと祭りの会場で協定書を交わした経過となっています。こうしたき

っかけがあり、交流の経過があったから、相手方の考え方も考慮して協定を結び、友好都

市として今後もさらに一層交流を深めていきたいと、双方が意見の合意を見たことによる

ものです。

これからの課題は、友好都市関係を今後どう発展させるかであり、実現可能なことから

相手方と相談しながら実施していきたいと考えています。平成２３年第３回定例会、さら

に平成２４年第２回定例会も山畑議員の一般質問で、今後の交流のあり方について問われ、

町として関係各課で具体的な取り組みを、人と物も交流について手がける準備をしている

ところであります。

さきの議会研修の大樹町訪問においても、議員いろいろな印象を持ったことと思います。

こうしたことを参考にさせていただき、交流を深め、長いおつき合いに発展させたいと思

っております。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 縁あって始まったということなのでございましょうけれども、いろんな分



92

野を通じてこれから友好関係を強力にといいますか、進めていただきたいというふうに思

います。

少し観点を変えまして、東日本大震災において、町は大樹町からの依頼を受けて、既に

大樹町と姉妹都市関係にあった福島県相馬市への食糧支援を行いました。迅速に行ったと

いうふうに聞いておりますけれども、相馬市からも大変感謝され、いいことであったなと

いうふうに思っております。

こういった大震災、東日本大震災のような大規模な災害発生時、こういう場合、やはり

ライフラインあるいは情報通信網途絶、パニックの発生、公共施設の損壊、職員の負傷な

どによって、被災自治体の災害対応能力は著しく低下したということでございます。この

ため、町単独では多岐の分野にわたって、かつ膨大な量の応急復旧活動を満足に遂行でき

ない、こういった事態が生じるものと容易に推察されるわけです。

このような事態に対処する手段の一つとして、物資の供給、医療救急救護活動、あるい

は研究予想活動、こういった各種の応急復旧活動について被災自治体をサポートする、こ

ういった趣旨の協定が、多くの自治体と、それから民間事業者との間で締結されておりま

す。姉妹都市関係にある市町村間でも相互応援協定が締結されていることも相当数に上る

と聞いております。応援協定を締結することは、被災地に応急対策活動に関するさまざま

な援助が受けられるだけではなくて、平常時の物資備蓄にかわる倉庫、あるいは管理費な

どのコスト削減ができるということになります。特に非常食あるいは飲料水、こういった

消費期限を有する物資の提供を受けることは、多大なコスト削減効果が大きいというふう

に思われます。

そこで、町では地域防災計画、吉岡町地域防災計画があります。その中で、他の自治体

及び民間業者との応援協定がありますけれども、これは現状どのようになっているのかお

尋ね申し上げます。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

議員おっしゃるように、何といたしましても、災害が発生したいざ有事の際に、官民を

問わない双方における応援体制の構築及び確立は最も重要視しなければならないものであ

ると思っております。

先ほど議員が申されたとおり、記憶に新しいところでは、以前に発生した東日本大震災

等におきまして、北海道の大樹町と姉妹都市になっています相馬市に対しまして、先方か

らの何とか支援をしていただけないかと、支援をしてほしいとの依頼がなされたことから、

本町といたしましても既にご承知のように、その時点にてでき得る限りの対応等をさせて
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いただきました。その後に、相手方の相馬市はもちろんのこと、まさに友好都市の締結に

向け取り組みを進めていた大樹町からも、本当に助かりました、ありがとうございました

との身に余る感謝やお礼のお届けをいただきました。依頼に応えられ、胸をなでおろし安

堵するとともに、何とも言えない満足感に浸ることができ、このようにお互いの応援協力

体制がいかに大切なものかを改めて思い知りました。

そこで、確かに書面による双方の応援協定を結ぶ手だてもありますが、私たちは既に友

好都市の関係にある大樹町とのそのような、改めていわゆる災害提携だとか、そういうも

のはあえて結ぶことはないのかなと私は思っております。この友好都市ということだけで、

その内容というのはまさに充実したものであるかなというふうに思っております。

ただし、それ以外に必要とされる他町村、民間企業との応援体制につきましては、今後

も十分に検討等を行った上で、有意義かつ効果的な協定を構築すべきではなかろうかと思

っております。

今後も議員各位から助言等をいただければ幸いと存じております。よろしくお願い申し

上げます。詳細につきましては、関係課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

町の地域防災計画における他自治体及び民間業者との応援協定の現状とのことでありま

すので、そのことについて触れさせていただきます。

まず、他自治体との現状についてですが、前橋との災害時における相互応援協定が結ば

れており、救助及び応急に必要な職員の派遣、食料及び生活必需物資及び資機材の提供、

車両や施設の提供などが盛り込まれております。

また、消防応援とのことで、渋川市と榛東村とによる３市町首長の連名にて協定が締結

されており、普通応援と特別応援とに分類され、特別応援の中で災害時における相互の応

援が掲げられております。また、その他にも前橋とも協定が結ばれている状況であります。

続きまして、民間業者との応援協定になりますが、三国コカ・コーラボトリング株式会

社と救援物資提供に関する協定、株式会社ベイシア及びカインズと応援物資供給等に関す

る協定、さらに吉岡町認定農業者連絡協議会との農地の使用及び生鮮食料品等の調達に関

する協定が結ばれているところでございます。

なお、参考までに、地域防災計画には現在のところ盛り込まれておりませんが、他課に

おきましても締結されているものがあり、例えば渋川警察署との交通指導員の運用に関す

る協定、吉岡郵便局との協力に関する覚書、渋川との応援給水に関する協定、県との道の

駅の防災相互利用に関する基本協定、国関係機関との情報交換に関する協定、さらには町
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内のガソリンスタンド及び石油・ガス取り扱い業者との高齢者に対する震災時の物資の優

先的対応に関する協定等があります。

この関係につきましては、現在手がけております地域防災計画の見直しの中で、十分に

検討等を行って、必要とされるものにつきましては計画内に位置づけしていきたいと考え

ておりますので、その旨を申し添えさせていただきます。

また、以前に発生した東日本大震災後におき、燃料が不足したとの教訓も踏まえ、今後

におけるいざ有事の際の燃料等の最少必要限度の確保が求められており、県からの情報提

供や助言などを受けている状況でありますので、そのことも盛り込めればと考えていると

ころであります。

つきましては、いずれにいたしましても、現在の計画等で満足し得るものでないことか

ら、先ほども町長の答弁にもありましたように、あらゆる方面における協定の締結が必要

不可欠と受けとめておりますので、今後も引き続き検討等を重ねながら、本町が掲げてお

ります安全・安心なまちづくりを目指し、可能な限り災害時における応援協定を築いてい

ければと考えているところでございます。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 近隣市町村、それから民間業者、協定を既に結んだところ、それから燃料

等、より万全な体制を構築したいということで、よろしくお願いしたいというふうに思い

ます。大樹町との災害時応援協定については、電話１本でＯＫということで理解をしたい

というふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

さきの３月定例会において、大樹町とのこの具体的な交流計画についてのことなのです

が、一般質問がありまして、執行側は、子供たちの交流計画については北海道の大自然を

ぜひ体験させたいということが最終目標であると、こう答えておるわけなのですが、南十

勝宿泊体験施設「ふるさと子ども夢学校」に連れていきたいわけですが、予算を確保しな

ければなりませんので、当面は大樹町を知る学習や学校間交流の実施など、教育委員会事

務局を通じて学校としても計画をしている、こういう答弁がなされております。

そこでお尋ねします。大樹町を知る学習や学校間交流の具体案とは、一体どのようなも

のなのでしょうか。また、この計画はどのような進捗状況にあるのかをお尋ねいたします。

議 長（近藤 保君） 大沢教育長。

〔教育長 大沢 清君登壇〕

教 育 長（大沢 清君） それでは、ただいまのご質問につきまして教育委員会のほうから答弁のほ

うをさせていただきたいというふうに思います。

ご質問の中にもございましたように、町長も子供たちを北海道の大自然を体験させたい、
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そういった思いを述べておりますけれども、そういうことで実施に向けて検討するよう、

そんな指示を受けておるところでございます。ただいまのご質問の中に、学校間交流とす

るか、あるいはこちらの子供たちを自然の体験をさせるか、そんなところで検討をしてお

るところでございますけれども、実施に当たっては当然その必要性についても整理をして

いかなければならない、そんなことでございます。

そういったことで、新学習指導要領等も改正になっておりまして、その一般方針といい

ますか、そこの中に児童生徒に生きる力を育むことと、そのことが冒頭に掲げられており

まして、自然体験につきましては、子供たちに学力と生きる力を育成する有効な方法の一

つと、そんなことを確認をしまして、そういったことから実施に向けて検討に入っておる

ところでございます。当然毎月校長を集めての校長会がございますので、そこで町長から

のご意向等も学校のほうに伝えておりまして、そこで意見等も聞いて意見集約を行ってお

るところでございます。

そうしたところで、既に大樹町とは昨年の秋に友好都市契約を結ばれておるところでご

ざいますけれども、そこからほぼ１年余り経過して、少し時間がたっておりますけれども、

慎重に検討をしている、そんな段階でございます。学校事業としてできるのか、ほかの形

でできるのか、そのこともございますので、そういったことで細かくこれから慎重に詰め

ている、まだ慎重に詰めている、そんな段階でございまして、要するに、まず子供たちの

安全が第一でございますので、その次に体験場所の選定あるいは学習の狙い、それからそ

ういったこともございますので、まずは調査しなければならないものがたくさんございま

す。多少時間はかかりますけれども、目的が十分達成できますよう、そんなことで検討し

ていると、そんなところでございます。以上でございます。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） この友好都市協定に基づいて、教育委員会として具体的なものとして、学

校間交流と、こういうものがあるように理解するのですけれども、今小学校では、６年生

が尾瀬学校とか鎌倉に修学旅行に行っている。この尾瀬学校は、これは県の補助でやって

おりました。いわゆる社会体験というふうに捉えておるのですけれども、修学旅行につい

ては、これは教育の一環として、これはやはり集団で一昼夜を過ごすことの意義だとか、

集団行動の経験を通して人格形成に大切な役割を担うものという観点から実施されている

と。この修学旅行につきましては、高額な費用負担があるのですけれども、その学校関係、

生徒、保護者、今のところ修学旅行の方面についてはさまざまな意見があるのですけれど

も、行くこと自体については肯定的な意見をする方が多いように私自身は思っております。

それで、この答弁の中でありました南十勝宿泊体験プログラムとは一体どういうものな
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のか。やはり聞きたいのは、教育の一つ、あるいは社会体験なのかという、この位置づけ

をある程度教えていただきたい。そうなってきますと、それに基づいて財源は一体どうい

うふうに確保しようとしているのか、ここをお尋ね申し上げます。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） ただいまのご質問でございますけれども、まず宿泊体験のプログラムとい

うものがございまして、まずこのもととなるものがございます。総務、それから文科、そ

れと農政３省の連携プロジェクトで、ある程度標準が示されておりまして、４泊５日程度

で、宿泊先につきましては民泊あるいは農林漁業を営む一般家庭に少人数で分宿して、体

験を通して食の大切さ、あるいは地域の人々との交流を通して豊かな人間関係づくりをす

ると、そんなことを目的でプログラムがつくられているようでございます。当然南十勝宿

泊体験プログラムにつきましても、これをもとにしてつくられていると、こんな考え方を

持っておりまして、南十勝のこのプログラムには、小学生だけじゃなくて高校の修学旅行

生等も受け入れると、そんなことがあるようでございまして、ホストファミリー宅に分宿

して農業体験ですとか、あるいは地引網ですか、そういった体験もされていると、そんな

ことがされているようでございます。

それで、学校教育の一環なのかというご質問がございましたけれども、多分議員さん御

存じかというふうに思っておりますけれども、各学年とも法律といいますか、規則で定め

られた各教科と年間の総授業量、最低でございますけれども、それは決められております。

そういうこともございますので、先ほども申し上げましたとおり、各校長とも協議をしま

して、学校行事あるいは総合的な学習の授業時間等に組み込めるのか、そんなことも学校

のほうで今調整をしていただきまして、各学校ごとに先生まで入れて協議をしていただい

ております。その中でいろいろな問題点等が出されておりまして、その整理等もまだしな

ければならないと、そんな段階でございます。

先ほども申し上げましたとおり、当然教育、いずれの、学校教育にするか、社会教育に

する、いずれにしても教育でございますので、相手の大樹町に行ってどんな体験をさせる

か、どんなことを学習させるかでございますので、そういったことで文化財ですとか、観

光ですとか、祭りですとか、そういったことを各学校に提供しまして、もしやるとすれば

どういう方法ができるのか、それぞれの学校で先生方から意見調整をしていると、そんな

段階でございます。

当然その財源についてのご質問もございましたけれども、当然北海道までですと、交通

費が大分かかります。そういったことで当然今度は負担の方法について町がどのくらい、

実施するとすれば町がどのくらい補助できるのか、あるいは保護者の方にどれだけの負担
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をしていただくのか、そういったことも十分詰めていかなければならない。それには当然

学校のほうで、こちらのほうの考え方を示して保護者の方々にご理解をいただかなければ

できないことでございますので、そういった細かい調整もまだこれから相当やっていかな

ければならない部分もございます。

それから、町が負担するという形になりますと、当然財政当局とも細かい詰めをしてい

かなければならない。１回で済む話でございませんので、始まればずっと続けていくとい

うような形になるかというふうに思いますので、そうした場合には財源をどういうふうに

捻出していくかと、そういうことも当然詰めていかなければならない問題があると思いま

すので、ちょっと時間はかかりますけれども、始めたらずっとできる、そういうふうな形

をとっていきたいというふうに考えておりますので、ちょっとここで時間を使わせていた

だきたい、そんな考え方でおります。

以上でございます。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 友好都市協定の締結がきっかけとなって、こういった交流が始まるという

ことなのでしょうけれども、このプログラム、４泊５日のホームステイということなので

しょうけれども、聞くところによると、不登校児の解消とか、そういった効果があったと

いうようなこともネットを引くと出てまいります。非常に何というのですか、生徒にとっ

ては大変意義のあるものになるのではないかなというふうに思いますけれども、やはり将

来にわたって継続していく事業になるのだなというふうに思いますと、やはりその最初の

ときに意義づけ、位置づけ、それに伴った財源確保策、公平で透明性があるという、簡単

なことを言っちゃうとそういったことなのですけれども、そういったことで関係者と相談

なさったようですが、進めていただきたいというふうに思っております。

それと、やはりこれを実施するに当たっては、非常に皆さん、日本国ですけれども、北

のほうですから、吉岡町にはない大自然があるところですから、当然のことながら予想外

のということもいろいろあるのではなかろうかなというふうに思います。実施するに当た

っては、下見というのですかね、こういったところで担当者などを積極的に派遣して調査

していただきたいというふうに思います。

それから、大樹町の人口推移を見ますと、昭和３０年代に１万１，０００人ほどでピー

クを迎えて、以降減少を続けて、ことし６，０００人を切っております。６校ありました

小学校が、これは来年４月には１校、児童数は２５０名ほど。３校あった中学校も来年４

月には１校です。生徒数は１５０人ぐらいになっちゃうということです。しかも大樹高等

学校の入学者数は４０から５０名ほどで、北海道のあの大きいところで、高校の再編の話
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があるわけなのですけれども、この大きな話の中で、存続の必要性が議論されることにな

っておるわけです。まさに大樹町は少子化、過疎化の真っただ中にあるわけです。こうい

った趨勢の中で、南十勝宿泊体験交流協議会、あるいは大樹町多目的航空公園でのさまざ

まな実験やイベントの開催、あるいは銀河連邦共和国への加盟など、大樹町は非常にまち

づくり、地域コミュニティーの再生に非常に力を入れていると。しかもそのノウハウとい

うのは、長年のノウハウというのは、蓄積は大変なものがあろうかなというふうに思いま

す。

今言ったその学校間交流のみならず、やはり吉岡町のこの大樹町のまちづくり、コミュ

ニティーづくりのノウハウについて、こういったもの、いろんな交流がなされるわけなの

で、文化とかそういうものが交流の中に入っておりますので、役場の方もやはりそういっ

た大樹町の町のノウハウ、それについても裾野を広げて、いろんな、どんなふうにやって

いるのだろうと勉強、調査、研究に取り組むべきじゃないかなというふうに思います。よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

１点、この友好都市協定ですから、さまざまな分野から交流が始まるとなっておるので

すけれども、今のところの流れを見ますと、物産館での海産物の販売、あるいは子供たち

に北海道の大自然を体験させたいための準備、こういうことをやっておるわけなのですか

ら、交流ですから、向こうからの話もあれば、こちらからもという話ですね。今のところ、

少々話が一方的過ぎやしないかなというふうに思っています。そういった意味でも、この

吉岡町を大樹町に持っていっていかに売り込むか、そういう意味での調査、そういうこれ

は町の活性化にもつながるわけなので、ぜひそういうことをこの機会にやっていただきた

いというふうに思います。

話は変わりますけれども、大樹町の議会、これを平成２３年９月、去年の９月ですね、

定例会において柏林公園まつりが合意書が取り交わされる３日前なのですけれども、一般

会計補正予算が上程されて、その中で群馬県吉岡町友好都市の協定締結の経費９４万円が

説明されております。

議事録を読みますと、若井副町長が議案説明をしておりまして、平成２３年度一般会計

補正予算（第４号）の内容につきまして、科目、内容、補正理由の順で説明をさせていた

だきますと、こういうふうに言っています。総務費、企画費、企画調整推進事業、旅費か

ら負担金、補助及び交付金まで９４万８，０００円の増額がありますと、柏林公園まつり

で行います群馬県吉岡町との友好都市の協定締結に伴う諸経費及び吉岡町ふるさと祭りで

行います調印式派遣経費の増額補正をお願いするものでありますと、こういうふうに議決

されておるわけです。

また、大樹町では、昨年秋の議会だよりに、伏見町長と石関町長、両町長の合意書の署
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名の様子を表紙にしておりまして、一般会計補正予算の主なものとして協定締結の経費９

４万円を中身として掲載しております。これは町民目線では非常にわかりやすい説明にな

っておりますね。そこで、吉岡町は、この協定締結に伴う経費というのは、これは合算で

一体どの程度だったのか、内訳といいますか、説明をお願いできますか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 協定締結に伴う経費はどのようになっていたかという内訳をとのことです

が、経費の内訳については担当課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 平成２３年９月１８日、柏林公園まつりでの合意の際、町から３名、

議会側からも３名の出席をしておりますけれども、大樹町のほうに出向きました。また、

１０月の９日のふるさと祭りの会場での協定締結が行われたわけですが、これらの経費の

合計は６８万５００円でございます。

内訳といたしまして、宿泊旅費３７万６，０８０円、これは議会を除く執行側の３名分

でございます。また、食料費、これは出向く際の手土産でございますが、１万８，１６２

円、このほかにも手土産として町の特産、地域の特産としてユズの６個入りパックを５０

パック持参をしておりますが、これはご厚意により代金のほうは支払っておりませんので、

手土産としてお持ちをしております。

また、記念植樹をいたしました。これは大樹町の木でありますカシワの木を公園のほう

に植えさせていただきましたが、記念植樹に６万３，０００円。それから、そこに立てた

標柱２万５，２００円。それから、消耗品としてそのスコップですとか、リボン、手袋、

７，０９８円。

それから、双方でのだるまの目入れ式を行いましたけれども、大樹町のほうにはだるま

がありませんので、こちらから送りました。９，８７０円でございます。

その他こういったときの車の借り上げ９，４５０円、並びに出荷組合への交付金として

１０万円を交付しております。これは向こうでの柏林公園まつりの準備費として出荷組合

に１０万円を交付いたしました。内容は焼きまんじゅうを向こうで販売するということで

ございましたので、焼きまんじゅう代、それから向こうで焼きまんじゅうを焼く器械を、

器具を送るということで、送料に充てるということでご報告をしております。

また１０月の８日、これはふるさと祭りの前日でございますけれども、向こうから来ら

れたお客様の歓迎会を開催をしております。歓迎会には負担金をそれぞれ徴収したわけで

すけれども、残り分７万１，６４０円を町のほうから負担をさせていただきました。
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そのほかにイベント事業のほうから合計１６万４，３１０円を支出しております。内訳

は鏡割り用の４斗だるを北海道のほうに送りました。これが１０万８９０円でございます。

それから、相馬市との海産物の販売ということで６万３，４２０円。

以上、イベントと、それから地域間交流と合わせまして、合計８４万４，８１０円をこ

の協定の日のために充てております。なお、平成２３年の９月の補正予算で追加措置した

予算額は２８万３，５００円です。それ以外につきましては、当初予算の中に盛り込まれ

ていたものでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 執行側としては費用を計算してそういうことができるのでしょうけれども、

私ども、私だけなのかもしれませんが、議員のほとんどは経理にたけていないわけなんで

すね。予算書あるいは決算書、さまざまな款項目節に分散された経費をまとめて、大樹町

の関係で一体幾らお金を使ったのか報告するのは、計算するのは結構大変です。執行はわ

かりやすい説明をすべきというふうに思って、これを望みます。

それから、今、もう１年たっちゃったのですけれども、振り返って、ここも含めてなの

ですが、やはり最低限この協定に伴って行うその経費というのですかね、これは今の予算

書、決算書で見ると、今言ったようにばらばらになっておりますので、説明のときにこの

関係の総額をわかるように説明していただければありがたいなというふうに思います。

時間も迫っておりますので、次の質問に入らせていただきます。

城山の城址公園についてお尋ねします。

昨年でありますが、平成２３年度の予算書に、用地測量、地形測量、試掘調査業務、こ

ういったものと、それから１２月の定例会で補正がなされておりますけれども、費用対効

果算出業務、これが計画として出されておりまして、既に昨年で終わっておるということ

で聞いておりますけれども、昨年の１２月定例会において、これは公園の年間の保守点検

費、これを合算額をお尋ねしたところ、今のところ数値については把握していないと。先

ほど申し上げました費用対効果、ここの中で公園整備事業に伴う保守点検等の維持管理費、

この経常的経費を検証すると回答をいただいております。

そこでお尋ねしますけれども、上野田ふるさと公園とか、ほかの町立公園の年間の維持

経費、これと対比して、この公園の年間の経常的経費、これは一体幾らぐらいなのでしょ

うか。お尋ねします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕
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町 長（石関 昭君） 昨年度の各種調査業務の結果ということで答弁させていただきます。

城山防災公園の整備の基本方針としましては、一時避難場所の機能を持つ公園、被災の

前線における救援機能、輸送等の中継拠点機能を担う防災公園、そしてまた平常時には、

城址公園として地区住民に親しまれ、史跡・眺望・憩い、そしてまた交流の公園と、安

全・安心で快適なまちづくりへの先導事業をコンセプトにした基本計画をさせております。

先ほども申し上げたとおり、今年度は実施計画を進めているところですが、実施計画策

定に向けて平成２３年度に用地と測量調査を初めといたしまして、４月の業務委託を執行

したところでもあります。この４業務についての調査結果ということでありますので、詳

細につきましては、担当課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 一般通告書では、この４業務のことについてという回答をお願いしたいと

いうことなのですけれども、時間も迫っておりますので、そこの部分は削除して、年間の

恒常的な経費について一体どのくらいになっているのか、これだけをお答えいただきたい

というふうに思います。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、昨年度この公園の実施計画を進める中で、４業務を執行し

たところでございますが、その中における費用対効果、その中でまた現存の町立公園と対

比した年間の維持管理費ということでございますので、私のほうから補足答弁をさせてい

ただきます。

この維持管理費につきましては、近隣の類似公園の上野田ふれあい公園という公園がご

ざいますが、その実績値を参考にすれば、平米当たり年３００円ぐらいとなります。現在、

この実施計画を策定しておるわけでございますが、以前から説明させていただいていると

おり、基本計画をもとにコスト縮減を図りつつ策定してまいりたいと考えておるところで

あります。この維持管理費につきましても、過去に公園の管理方法などについて、管理費

がかかり過ぎるのではないかと、そういった一般質問でも問われております。今後、維持

管理につきましては、民間活力、指定管理者等を活用していくのか、あるいは専門的な分

野は専門業者にお願いし、また軽微な管理はボランティア、あるいは地元自治会にと分担

制をとる方法など、いかように管理していくのがベストなのかを、先進自治体の例なども

研究して検討してまいりたいと考えております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 平形議員。
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〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） そうすると、単価といいますか、平米当たり３００円ということが出てき

ましたので、この公園の面積はいただいた資料では３．７ヘクタールということですから、

１，１００万円程度除草費用がかかるというふうに理解はいたします。ただ、上野田公園

の経費の細目を見ますと、やはりその浄化槽管理、清掃、公園遊具点検料、こういった委

託料、それから駐車場の借地料等々あります。今基本計画でこれから実施計画できちんと

したものをつくるということなので、だんだんそういうものが明らかになってくるという

ふうに思いますので、また今後質問したいというふうに思います。

ところで、一方であの城址のてっぺんに古墳が出てきました。現在保存されているよう

なのですが、今までの経緯を含めてこの古墳をどのように扱うのかお尋ねいたします。手

短にお願いできますか。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） 発見された古墳についての考え方といいますか、そういったご質問かとい

うふうに思います。まだこの前方後円墳でございますけれども、発見された前方後円墳で

ございますけれども、これにつきましては既に上毛古墳総覧に、これは番号でございます

けれども、明治村の１１９号古墳ということで、前方後円型の形状を呈すると記載されて

おりまして、今回はこの試掘によってそれが確認されたと、そういう考え方を教育委員会

のほうは持っております。

それで、この公園でございますけれども、既に決定されております総合計画の中で防災

公園などの計画的な整備を図ると、そういうことでもう議決されている部分もございます

ので、その中の公園の一角という形で覆土等によって保存されていければいいのかなと、

そういう考え方を持っております。

議 長（近藤 保君） 平形議員。

〔４番 平形 薫君発言〕

４ 番（平形 薫君） 今、群馬総覧というふうなのがありましたけれども、県でも調査員を募集

して大変な人気だそうでございまして、この取り扱いについてどういうふうなものかなと

いうふうに思っておったのですけれども、将来的な調査の可能性を残して、今はそのまま

にしておくということで理解いたします。

あの面積がどの程度のものなのかよくわかりませんけれども、今のその基本計画で出さ

れた範囲では、避難広場は５，５００平米というふうになっておりますけれども、多分こ

れは多少なりともその実施計画を移す上で、避難広場は縮小されるのであろうと。そうし

ますと、今この計画では、北下、南下、陣場側の３自治会の全体人口の３割、１，１００
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人が対象というふうなことですけれども、これも少し減らされるなというふうに思います。

実施計画は出た段階でまた始めたいというふうに思います。

もう１点は、この防災機能について、ちゃんとして精査しておるのかなということにつ

いてお尋ね申し上げます。

今申し上げたとおり、この城山の防災公園、まだ１，０００人ちょっとですね。これで

すと、今町の地域防災計画にもありますけれども、また私ども議員も静岡県浜松市へこの

防災公園について研修に参りましたけれども、阪神淡路大震災の教訓をもとに、水につい

てですけれども、１日３リッター４日分あれば事足りるということになって、これが国の

ガイドラインになっているということです。これを今の防災公園に当てはめますと、およ

そ９トンという水の量になります。ところが、聞きましたところ、今の地下埋設耐震貯水

槽は４０トンの規模だそうです。安全を見込んでいるということになりますけれども、こ

れは明らかに耐震貯水槽となると、普通の貯水槽よりは途方もない金がかかると。想像で

すけれども、５００万円は超える金額になるかなと思いまして、過剰設備なのではないか

なと。

国の補助を受けての防災公園ですから、これとこれとこれはなくてはならないという、

そのたががかかっているのだと思いますけれども、この９トンの水というのは、２リッタ

ーのペットボトルに換算すると８００個分なんですね。そうすると、パレット数でいくと

１０パレットなのです。私は飲料関係におりましたので、多少なりとも詳しいのですけれ

ども、これですと１２旅団のヘリですと１０トンを１回で運んじゃうんですね。これを受

けるための倉庫はどの程度かなというと、３メーターと３メーター半ぐらいの普通の倉庫

で十分です。水ですから、普通こういう炎天下に、炎天下というか、倉庫の中に置ければ

１年間は優にもちます。費用も水ですから、全体で大体年間４０万円ぐらいで済んじゃう。

こういったことを考えると、精査してあるのかなと。オーバースペックなんじゃないかな

というところが幾つかありますけれども、これについても実施計画ができた段階で具体的

なことが出てくると思いますので、質問をしたいというふうに思っております。

余り時間がないのでいきますけれども、このまま事業、防衛補助事業ということで用地

取得費が２分の１、実施設計・工事費が３分の２出るということなのですけれども、総事

業費７億円といたしますと、これは計算すると、逆算すると町は３億円ぐらいかかるとい

うことになります。今、単純計算だけでも、この輸送だけでも年間１，１００万円ぐらい

の維持費がかかるということです。先ほど申し上げました、その借地料とか入るのでしょ

うか。あるいは清掃料とか遊具とか入るのでしょうか。そういったものがあれば、これは

やはり一千数百万円の維持費が年々かかってくるというふうになります。

基本的なことでやはり聞きたいのですけれども、この３自治会の１，０００人ばかりを
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対象としている公園、防災公園ですね。そうしますと、これにその３億円をかけて年間一

千数百万円の維持費がかかる。そうすると、ではほかの自治会に住んでいる人口に比例し

て、ほかのところにもこの防災公園が、つくっても、要求が出てもおかしくないというふ

うになってきますと、積算、積算と言われますと、並の公園をつくったら、とんでもない

多額な維持経費がかかってくるというふうに。ですから、この防災公園をつくるに際して

は、やはり重々経費を勘案してつくっていただきたいというふうに思います。

時間が参りましたので、最後にお尋ねいたします。窓口業務についてです。

町民が非常な不快な思いをしたので、役場の窓口業務を改善してほしいと。これは平成

２２年の３月の定例会で質問をしております。当時、庁議が行われたようでして、いろん

な分限処分、あるいは懲戒処分の指針をやって、吉岡町接遇ハンドブックを作成してやっ

ているものというふうに聞いておりますけれども、２年たってまたこれが出るということ

ですので、これに対する具体案は早急に立案をして、今後このような問題が起きないよう

にぜひ執行側にお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、平形議員の一般質問が終わりました。

ここで休憩をとります。再開を１０時２０分といたします。

午前１０時００分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時１８分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（近藤 保君） ６番栗田俊彦議員を指名します。

〔６番 栗田俊彦君登壇〕

６ 番（栗田俊彦君） ６番栗田です。議長の通告により一般質問いたします。よろしくお願いし

ます。

初めに、仮称ＪＲ吉岡駅設置についてお伺いいたします。

この問題については、２０年も３０年も前から先輩の多くの議員さんが一般質問をした

というふうに聞いております。最近においても資料等を見ると、平成２０年には小池議員

さんが駅の必要性について２回ほど一般質問をされ、２０年には前におります近藤議長さ

んも、また昨年、そしてまた今年の６月の議会においても、金谷議員さんが一般質問した

ところでもございます。

私が勝手に今推測をしてみると、２０年、３０年前は先輩議員さんの質問に対して、執

行である当時の町長さんもそれなりに真剣には回答はしたものの、より一歩前に進むとい

う考えは弱かったのではないかというふうに思います。
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そういう中、議会会議録を見ると、先ほど申し上げました２１年１２月の近藤議長さん

の一般質問等の中で、当時の総務政策課長で現在の大沢教育長さんが大分詳しく駅設置に

ついての調査をし報告をしております。そういったもろもろなものを理解した中で、石関

町長さんが２期目の選挙のマニフェストに新駅設置を推進していくことを掲げたことによ

り、一気に新駅設置の具体性が出てきたわけだというふうに思います。また、このマニフ

ェストに沿うように、議会でも昨年の６月に議会として初めてＪＲ駅誘致特別委員会をつ

くり、ご承知のように既に数回視察研修を重ね、駅設置に向けて研究、また勉強をしてき

たところでもあります。

先日もパーク・アンド・ライド方式で実績を上げている富山県舟橋村の越中舟橋駅を視

察研修をしてきたわけでございますが、この駅のある舟橋村は日本一小さな村であり、北

陸３県唯一の村であり、平成の大合併においても自立を保った自治体でもあります。また、

人口の増加率においても日本一であると同時に、この人口の増加は周辺の市また町のベッ

ドタウン化によるものであるということで、非常に吉岡町に似ている村でもありました。

この視察研修を通し、駅の必要性というのですか、重要性を強く感じたところでもありま

す。

そこでお聞きします。現在の吉岡町の駅設置に向けての進行状況及び今後どのような計

画であるのかをお尋ねいたします。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 栗田議員よりＪＲの仮称吉岡駅誘致について、また現在の進捗状況につい

て及び今後の計画についてを答弁させていただきます。

新駅設置については、現在事業の可能性を調査研究をしているところであって、今年度

は前橋工科大学の湯沢先生の地域交通計画研究室に調査をお願いしているところでもあり

ます。現在、アンケート調査の集計をしているところですが、駅設置のみではなく、公共

交通全般にわたって調査をしているところで、調査の報告を参考に今後判断していきたい

と思っております。

調査の進捗状況については、担当課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 新駅はＪＲに要望すれば、ＪＲが中心となって費用を出してつくって

くれるというふうに思っている町民は結構多いのではないかというふうに思います。今回

の住民アンケートでもそうした声が聞こえてきました。お願いをすれば駅をつくってくれ

るという話は国鉄時代のことであり、今のＪＲはそんなことはありません。ＪＲ側が示す
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駅をつくるための駅設置要件の一つには、利用客の増が見込まれること、そのために駅周

辺の都市施設の整備や利用客をふやすためのまちづくりが進められていることも条件と示

されています。

また、ＪＲ上越線は籠原駅以北は赤字路線であるとのことです。ＪＲ東日本は赤字路線

の新駅を設置することなど全く考えていません。したがって、自治体などが新駅設置をす

る場合には、駅舎や駅前広場整備にかかわる用地費、駅舎建設費、ＪＲの電車運行システ

ムの改修費などにかかわる費用のほとんどを自治体が費用負担することになっています。

新駅設置事業に対する財源の裏づけの検討も必要であり、町の体力でこの事業が持ち上が

るかどうか、町民の理解が得られるかも重要なポイントとなってきます。

こうした住民の意向を幾らかでも探るために、総合計画作成時のアンケートからさらに

一歩進め、今回調査を実施しているところです。調査の中間的な速報でございますが、自

治会に配布したアンケート、６，８５８部、アンケートの回収率は３２．６％でした。Ｊ

Ｒ八木原駅と群馬総社駅で利用客に配布したアンケートは１，３７７部で２５．２％の回

収率でした。予想よりやや低い回収結果でしたが、これも関心度の一指標と捉えています。

現在、分析中ですが、自治会ごとの回収率を見てみますと、小倉自治会は３０．９％、

上野田３７．１％、上野原１３．８％、下野田３４．２％、北下３０．２％、南下４２％、

陣場３０．７％、寺下３５．３％、寺上２９．８％、溝祭３０．４％、駒寄２８．５％、

漆原西３９．９％、漆原東４１．２％と、総体的に漆原地区の回収率が高く、西部地区の

回収率は低かったと言えます。

新たな駅の設置を検討すべきかという問いに対しまして、「非常に思う」というふうに

答えた者が１９％、「多少思う」１３％、「何とも言えない」２２％、「余り思わない」

１７％、「全く思わない」２９％と、単純集計ですが、このような数値でした。また、自

治会別では「非常に思う」と「多少思う」が過半数だった自治会は漆原西、漆原東、駒寄

の３自治会でした。

前橋工科大学では、さらに分析をして調査結果を今年中にまとめたいというふうにして

おります。また、研究室では調査の結果を報告しながら地域の意見も聴取したいと、直接

地域に出向いて意見交換の場を設置したいとしております。町全体で３会場程度、１０月

の下旬から１１月中旬ごろにかけて設定したいと計画をしているところでございます。

また、今後の課題としては、近隣市町村の意見を聞く機会を設定していくことにしてい

きたいというふうに考えているところでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕
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６ 番（栗田俊彦君） ただいまの課長の話を聞くと、なかなか大変だというような話でございま

すけれども、ただいま課長の説明に、最後に今後の計画について話がありましたが、また

３カ所ですか、４カ所ですか、地域で座談会を開くということですけれども、既に先ほど

申し上げましたように、６月に全戸を対象としたアンケート調査、また八木原駅及び群馬

総社駅の利用者を対象に同じくアンケート調査を実施したわけですから、計画中の座談会

においては、皆さんの意見を聞くのも大事ですけれども、ただ聞くのではなくて、やはり

町としての駅の必要性というものを前面に出して説明し訴える時期に来ていると思うわけ

ですけれども、ぜひ誘致に向けて努力をしていただき、この座談会が駅設置をするために

一歩でも二歩でも前進する座談会にしていただきたいというふうに思います。

次に移りたいと思いますが、今の吉岡町の発展は言うまでもなく、高崎、前橋、また渋

川等のベッドタウン化によるものであることは言うまでもないわけですけれども、人口の

予測等を見ても、いずれ今の車を中心とした通勤圏内での人口の増加がとまるのは目に見

えていると思います。町等でもそういった予測をしているわけですけれども、玉村町等は

よい例で３万８，０００人までなった人口が現在は減少傾向にあるというようなことで、

吉岡でも同じことが言えるかというふうに思います。

吉岡においての以前での駅の必要性、先ほども課長の説明もありましたけれども、町の、

町民の利便性というものが挙げられていたわけですけれども、これからはそれとは別に、

吉岡町が２０年、３０年、また先も人口を増加させ発展・反映し続けるためには、通勤圏

が３０キロ、５０キロ、１００キロと延びていかなければならないというふうに思います。

やはりＪＲを使っての通勤距離を延ばすことが大事ではないかというふうに思うわけです。

そういうことを考えると、ＪＲ駅の必要性というものがより顕著に見えてくるというふう

に思います。

そういう中で、既に平成２０年３月の議会で小池議員さんが述べておりますが、また先

ほども申し上げました越中舟橋駅でも成果を上げているパーク・アンド・ライド方式の駅

をつくるのが一番よいのではないかというふうに私は思います。しかし、この方式の駅を

つくるにはかなり広い土地が必要となるわけで、吉岡では開発等でこのパーク・アンド・

ライド方式の駅をつくる場所が非常に少なくなってきております。なお、数年先になると、

そういった場所もなくなるのではないかと危惧をするところであります。

そこで石関町長さんのマニフェストに掲げた新駅設置を推進する第一歩として、用地の

先行取得をすべきではないかと、このように思います。また、ＪＲへの大きな駅設置への

アクションになるのではないかと思いますが、町長の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

議 長（近藤 保君） 石関町長。
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〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 用地の先行取得を行うべきだということですけれども、確かにパーク・ア

ンド・ライドのように広い駐車場を持たなければならなくなると、用地の確保は大変難航

が予想されます。仮に計画を進めるにしても、具体的な駅の位置、アクセス道路、駅、駅

前広場など、必要とされる範囲、または事業手法、補助事業の有無、土地の許可申請、都

市計画決定の時期などを用地取得にかかわる手続に沿って用地交渉を進めなければならな

いと思っております。

したがって、事業の確実性がつかめる前に先行して用地を取得する考えは今のところ持

っておりません。ましてや周辺への影響などを考慮すると、先行して取得することは極め

て危険ではないかと考えております。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） なかなか町長の回答がすぐよい返事が聞けるとは思いませんけれども、数

十年の後に、あのときの石関町長の判断はすばらしかったと言われる、そういう判断をし

ていただくようお願い申し上げまして、次の質問に入らせていただきます。

太陽光発電設置についてお伺いいたします。

東日本大震災による原発事故により、原発のあり方について大きな問題をもたらしてい

ます。そういった中、再生可能エネルギーの重要性がより一層高まっております。議会で

も７月２７日に、榛東ソーラーパークを視察をしてきたところでもあります。我が吉岡町

議会でも過去２回ほど一般質問で住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金を予算化

すべきではないかとの質問がありましたが、財政的な面もありややおくれていたかのよう

な気もいたしますが、今年度の予算に５００万円の計上をし予算化されたところでもあり

ます。

そこでお聞きいたします。６月の広報よしおかの町政ニュースで、環境に優しいまちづ

くりの推進ということでこの事業は記載されましたが、現在の申し込み状況をお聞きした

いというふうに思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 太陽光発電システム設置整備事業補助金の現在の申し込み状況ということ

でございます。今現在におきましては、担当課から聞いている状況では、順調に申し込み

がなされているとの報告を受けているところであり、そのようなことを聞きますと、新た

に補助金制度を設けた意味もあり、かつ少なからず町民の方々に活用していただいている

ということでありますので、率直に言ってよかったと思っております。
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つきましては、ご承知のとおり、今後も引き続き町の財政状況等が厳しいことには変わ

りはありませんが、限られた予算の範囲内ということになりますが、町民のニーズに応え

るべく適正かつ的確なことはもちろんのこと、さらに効率及び効果的な予算執行に努める

ことを基本理念といたしまして、この補助金制度をなるべく継続的に実施していければと

考えております。

詳細につきましては、関係課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

現在の申し込み状況等のことでありますが、８月３１日現在で３０件の申し込みがなさ

れております。また、金額にすれば議員さんおっしゃるように、予算額５００万円に対し

まして交付決定とのことを含めました現在のところ、２７９万８，０００円との状況にな

っておるところでございます。

なお、補助金額の上限が１０万円とのことから、若干のばらつきはあり、一概には言え

ないところでありますが、例えば全て上限値と仮定した場合、年間設置数は５０基とのこ

とになりますので、申し込み数はおおむねの割合といたしまして約６０％となっておりま

す。また、予算的にも５６％との結果になっている状況でございます。

また、申し込みの傾向といたしますと、この補助金制度の決定から実施までの日数が余

りなかったことから、町民の皆様に対してできる限りの周知に努めましたが、やはり若干

の周知不足は否めませんでしたので、その結果が顕著にあらわれていることがうかがえま

す。

具体的な内容といたしますと、４月が２件、５月が５件、６月が６件、７月が……８月

が１１件と、７月が６件ですか、８月が１１件とのことで、月が進むにつれて増加傾向と

なっている状況でございます。参考までにあくまでも予想いたしますと、年度末を待たず

に予算額に達する見込みであるものと判断されます。

つきましては、今後におきましても引き続き十分な周知等に努めていきながら、１人で

も多くの町民の方にお役立ていただき、補助制度の当初に掲げている目的の達成につなげ

られればと思っているところでございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） ただいま順調に推移しているということで、広報には、６月に出たわけで

すけれども、もう既に３００万円ほど使っているというような、今の申し込み状況でいく

と、場合によっては今年度いっぱいもたない、途中で予算がなくなるような気もするわけ



110

ですけれども、広報等を見ると、予算額に達した時点で受付を終了するということですけ

れども、今の状況を見ると、最近の国の方針等を報道等で見ても、国では将来の原子力発

電の比率をゼロにするというようなことも言われております。より一層再生可能エネルギ

ーの必要性が高まってくると思うわけで、町でも本年１年で補助金を打ち切るというよう

なことはあり得ないと思いますので、補助金が予算額に達した時点でもう次年度の予算を

前倒しをするなりして、切れ目なく補助金が交付できるようにすべきだと思いますが、考

えをお聞かせいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

この補助金につきましては、議員さんもご承知のとおり、本年度が最初とのこともあり

まして、どの程度の申し込みがなされるのか予想がつかないことでありました。一方では、

年々住民ニーズも多種多様になってきている傾向でもあることから、行政の立場といたし

ましては、町の財政状況等が厳しい状況でありますので、偏った執行をするわけにいかな

い状況でもあります。

そこで、県内市町村の状況等も十分に参考にさせていただきながら検討を重ねた結果、

本年度は上限を１０万円として最大５００万円とすることが限界との判断に基づき、現在

実施をさせていただいているところでございます。また、この補助は思いつきで短期間の

取り組みではなかなか効果が果たせないものでありますので、当然のことながら長期間に

わたってコンスタントに取り組まなければ意味がなく、ある一定額は継続的に実施するこ

とが賢明とのことでもありました。

議員おっしゃるように、年度内の予算は無限とのことではありませんので、残念ながら

必然的に年度途中であっても予算額に達する時点でいたし方なく打ち切るしか方法がない

状況であることは事実でございます。したがって、決して好ましいことではなく、かつ望

んでいるものではありませんが、その場合には同年ぐらいで同様な条件でありながら、結

果的に補助金が受けられる者と受けられない者が出てしまうことになります。

しかしながら、先ほども触れましたように、依然として財政状況等が厳しいことから、

現在のところ増額による対応等は困難な状況であることには変わりはなく、予算の前倒し

に対しましても一定のルールがあることからも、なかなか難しいものということで判断を

しているものでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ただし、県内の市町村の実施状況等を見させていただきますと、なるべく平等・公平と

いうことから年度当初から、最初から全て終わるまで受付をするのではなくて、年度内を

前期、後期と分けて、前期に例えばの話２５０万円、後期に２５０万円というような手法
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をとっている市町村もございます。ですから、その辺の状況等も今後勘案をしながら、な

るべく平等・公平な補助金制度の対応ができるような形で心がけていきたいと考えている

ところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） ぜひ町民に平等に行き渡るようにお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。

次に移りたいと思います。先日の新聞等を見ると、太田市では小学校のプールサイドに

児童の熱中症予防対策と太陽光発電の理解促進を目的に、太陽光発電パネルの日よけを市

内の全校に設置をし、熱中症対策と子供たちの自然エネルギー教育に役立つと見て設置を

決定したとのことです。

吉岡町でも第５次総合計画には「持続的な発展が可能な安全で快適な環境に優しい町を

目指す」という文言が載っていたかと思いますが、既に耐震補強も整い、また空調設備の

整ったこの近辺にはないすばらしい教育環境の整った小中学校の校舎があるわけで、この

校舎の屋上に太陽光発電システムを設置をすることによって、空調にかかる経費の削減で

あったり、子供たちの自然エネルギー教育にも役立つと同時に、有事の際の避難所となっ

たときに照明等にも役立つと思います。そういったことから、小中学校の校舎の屋上に太

陽光発電システムを設置すべきではないかと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思

います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 栗田議員のほうから、小中学校校舎の屋上に太陽光発電のシステムを設置

すべきではないかということでございます。小中学校校舎の屋上には太陽光発電システム

を設置することは、栗田議員が言われるように意義のあることだと私も思っております。

しかし、屋上に重量物を設置すると、耐震上不利になるのも事実です。平成２３年度に

明治小学校の耐震補強工事では、屋上を囲っていたネットフェンスを基礎も含めて撤去し、

軽量化を図っております。児童生徒等の安全を確保する観点から、そして地域の避難場所

にもなっていることなどを考慮し、できるだけ校舎の耐震性を落とさないことが肝要であ

ろうと思っております。以上のことから、小学校の屋上には太陽光発電システムを設置す

ることについては慎重に検討をしていかなければならないと思っております。

先ほど議員が申されたとおり、太田市のほうではプールのところにいわゆる日よけとし

て太陽光を設置したというようなアイデアも、私も新聞で見ました。そういったことも一

つの視野に入れながら、町は町としてどういったものができるかなということで慎重に検
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討させていただこうと思っております。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） 先日、前橋等でも自前で、太田ではもう既に設置してあるようですけれど

も、メガソーラーを検討しているというようなことですけれども、なかなか吉岡にはそう

いった土地もありませんが、学校の屋上であれば十分あいているわけで、ぜひ町長のお話

にありましたように、前向きに考えていただきたいというように思います。よろしくお願

いいたします。

次の質問に入らせていただきます。耐震補強についてお伺いいたします。

東日本大震災から１年半がたち、巨大な地震と津波によって多くの人命が失われ、現在

でも２万人もの人たちが仮設住宅に仮住まいをしているところでもあります。また、最近

の報道等では、四国沖等を震源地として南海トラフ巨大地震では最大３２万人もの人命が

失われるとの被害想定もあり、地震また津波の怖さをまざまざと見せつけられるところで

もあります。幸い、吉岡町では津波の被害に遭うことはないわけですけれども、しかし群

馬県内にも活断層も走っており、東大地震研究所の発表によると、首都直下型地震が４年

以内に７０％の確率で起きるとも言われており、やはり教訓にしなければならないという

ふうに思います。

そういった中、上毛新聞に日本木造住宅耐震補強事業協同組合という長い名前ですけれ

ども、団体が震度６強クラスの地震で、群馬県では木造住宅の９０％以上が倒壊の可能性

があると報じております。昨年の大震災の教訓を生かして人命の尊重を第一に考えなけれ

ばならないというふうに思います。

そこでお聞きします。有事の際の避難所となる小中学校では、耐震補強は済んでいます

か。同じく有事の際の避難所となる各町内の公民館及び集会所等のいわゆる新耐震基準に

対しての耐震性はどのようになっているのかをお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 公民館、集会所当の改修支援についてということで、耐震補強はどうなっ

ているということで答弁させていただきます。

現在のところ把握している範囲内では、どちらかといいますと全般的に集会施設等は築

後かなり年数がたっているということから、残念ながら耐震基準を満たしていないものが

多く見受けられる状況であると思っております。また、聞いているところでは、以前にも

耐震補強等の検討をしてくれるようにということで自治会連合会定例会でも既に投げかけ

ていっておりますが、いずれにしても各自治会ともそれぞれ相当な費用がかかることが予
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想されるため、なかなか具体的に取り組むまでには至っていないのが現実であると思って

おります。

なお、前に踏み出すことができない原因も幾つか考えられますのが、何といいましても、

築後かなりの年数が経過していることから、ただ単に耐震補強するだけでは事は済まなく、

建物自体の耐用年数も考慮しなければならないこともあり、かえって中途半端な投資をし

ても結果的に数年後にさらなる投資も必要となることも十分に考えられることもあり、取

り組みたくても取り組めないのが実態ではないかと思っております。さらに、そのような

ことになりますと、当然に自治会内で同意等を得ることは不可欠となるのはもちろんです

が、ある程度の金額の補助を受けるとしても、全て補助対象になることはありませんので、

結局はそれ相当な出費は避けられないため、自治会の懐ぐあいの兼ね合いもあることから、

そこまで思い切れないのも受けとめています。

そこで、町でも国及び県等からも補助金や助成事業も今までにも模索をしてきたところ

でありますが、以前と比べて補助率がよいものは一向に見当たらず、今のところ最大でも

補助の助成が限界となっており、かつ申請したとしても必ずその時点で採択になるとは言

えないため、かなりハードルが高いものと判断せざるを得ないものと考えているところで

ございます。また、ある程度集客を見込んだ建物であることから、一つ一つがかなりの費

用との予想がされますので、全て自治会側の都合に合わせるわけにもいかず、一度に改善

等をすることは無理なことであるため、今のところ考えられるのは段階的に取り組むしか

手段はないものかと思っております。

つきましては、このような状況は好ましいものではないと認識しておりますので、今後

も引き続き国や県などによる補助及び助成事業等の情報収集に努め、必要に応じた自治会

等へも紹介しながら、徐々にではありますが前に進めていければと考えているところでご

ざいます。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） 今の町長の説明を聞くと、自治会の懐ぐあいということが大きくネックと

なっているということでございますけれども、新耐震基準に達していないところが避難所

となるということについて、やはり町が避難所として指定をするからには、もしものとき

には町がやはり責任を持たなければならないのではないかというふうに思いますが、そう

いうことを考えると、早急に町がこの集会所等の耐震性を点検をして、やはり低いところ

から集中的に自治会長と相談をして改修支援をして、この耐震補強をすべきではないかと

いうふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。
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〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

現在のところ、町の地域防災計画では、自治会で維持管理等をしている集会施設は２４

施設ありますが、その中の１４の施設が町の指定の避難所に指定されている状況でござい

ます。また、各自治会にて施設等は異なっておりますが、ほとんどの自治会内に一つの避

難所が設けられておりますが、幾つかは設けられていない状況でもあります。

そこで、既にご承知のとおり、建築基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和５６年６月

１日以降に導入されておりますが、見る限り指定されている集会施設はあくまでも全て調

査をしているところではありませんが、多くがそれ以前に建設されたものであり、今まで

の間は何らかの改築及び改修等を幾度となく施しながら現在に至っているものと判断して

いるところでございます。

そのような状況を突きつけられますと、当然のことながら災害時における避難所に指定

していること自体がいかがなものかとの疑問に駆られるところであり、このまま放置をし

ておくことは好ましいものでないものと痛感をしているところでございます。

しかしながら、だからといって、そう簡単に持ち上げられる話ではなく、それまでには

いろいろとクリアをしなければならない高いハードルも多くありますので、実態としてわ

かっているものの、なかなか手がつけられないとのことが本音ではなかろうかと思ってい

るところでございます。

つきましては、すぐすぐに解消できるものではありませんが、町長が申したように、今

後も国・県等の補助制度、助成事業等の補助率のいい事業をなるべく模索をしながら、か

つ各自治会さん等々と膝を交えながら協議・相談等をさせていただきながら、なるべく段

階的に一歩でも前へ進められるように取り組んでいければと考えているところでございま

す。

以上です。

議 長（近藤 保君） 栗田議員。

〔６番 栗田俊彦君発言〕

６ 番（栗田俊彦君） 今、課長のほうから一歩でも前に進むようにというようなお話がありまし

たけれども、ぜひ町が避難所として指定をしているわけですから、これが万が一のことが

あると大変なことになるわけですので、しっかりと改修支援をしていただきたいというふ

うに思います。

以上で終わります。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、栗田俊彦議員の一般質問が終わりました。

続きまして、２番金谷重男議員を指名いたします。金谷議員。
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〔２番 金谷重男君登壇〕

２ 番（金谷重男君） ２番金谷です。それでは、通告に沿って質問いたします。

まず、昨日は防災無線の緊急放送が町内に流れました。試験放送のようでしたが、夜の

ニュースやけさの新聞では、地震や津波、テロの緊急情報を国から地方自治体に伝える、

全国瞬時警報システム「Ｊアラート」の一斉訓練だったようです。受信機を配備済みの市

町村の１，７２５市区町村が参加している、ネットのそういうことが、インターネットの

掲示板でありましたが、東日本大震災の教訓を生かす取り組みは、１年半を経過した今も、

さまざまな分野で行われています。

震災復興は日本最大のテーマであり、国民共有の課題であります。財政面でも最優先に

予算化されておりますし、震災復興費用の捻出は大きな課題でもありましたが、これも国

債に頼るほかありませんでした。

そんな中、税と社会保障の一体改革法案も民主・自民・公明の３党合意により可決、成

立しました。背景には、１，０００兆円に迫る日本国の借金があり、社会保障等と税の一

体改革は、社会保障の充実・安定と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成を

目指すものとは言いますが、消費税増税は国民の本意でない改革であります。

しかし、現実は国家財政は赤字国債抜きでは予算を組めない状況であり、危機的状況で

もあります。

一地方では、２００６年に発覚した夕張市の財政破綻、ヤミ起債というあってはならな

い財政運用手法で、地方自治体にとっては衝撃的な出来事でもありました。再発防止のた

め、自治体は夕張の破綻を教訓としてということでやってきたというふうなことを聞いて

おりますが、この夕張の財政破綻の経緯、ヤミ起債がどういうものであったか。また、財

政の教訓を、夕張の教訓を我が町はどう行政に生かしているのかということを伺いたいと

思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 金谷議員のほうから、夕張の財政破綻の経過、２としましてヤミ起債はど

ういうものであったか、また３といたしまして夕張の教訓を我が町はどう行政に生かして

いるかということで、答弁をさせていただきます。

夕張市の財政破綻は、炭鉱閉山による石炭にかわる産業、雇用の場として第三セクター

による観光施設の整備に過剰な投資を行った結果であると思われます。また、地方交付税、

補助金等の削減や人口の減少を伴う住民税や炭鉱閉山に伴う鉱産税や固定資産税の大幅減

など市の歳入が落ち込む中、過剰な投資の財源として地方債の発行が増大していたことも

大きな要因であったと考えられます。
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このようなことに加えて、金谷議員が指摘された、ヤミ起債を繰り返し、一時借り入れ

を用いた一般会計と特別会計の会計間での年度をまたがる貸し付けと償還という不適切な

会計処理を行い、赤字決算を先送りしたことにより、実質的な赤字が膨れ上がっていたと

考えられます。これらの状況を受け、公社や第三セクターを含め、地方公共団体全体の財

政状況を指標化した地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成２１年４月に全面施

行されました。

夕張市が破綻した教訓を町の行財政の運営に生かせたかということになりますと、夕張

市と吉岡町の産業形態などの構造が大きく異なりますので、一概に言えませんが、吉岡町

といたしましても、夕張市のような状況に陥らないよう、健全化法の施行以前から地方債

発行の抑制や町税などの自主財源確保に努めてまいりました。

今後につきましても限りある財源の中で、できる限りの無駄をなくしつつ、各種の事業

を効率的に推進し大きな成果を上げるよう職員一丸となり努力をしてまいります。そして、

より一層健全な財政運営を心がけ、将来に向けて町民皆様が安心して暮らしていけるまち

づくりに努めてまいりたいと思っております。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 夕張は石炭から、先ほど説明があったように、石油へのエネルギー転換と

いうのがここで炭鉱に依存した町が観光への大きな変革を試みたわけで、補助金による箱

物行政の失敗なんていうことで、こういうことで代表として語られています。

６月に、昨年友好都市締結を結んだ北海道大樹町に議員で研修に行きました際に、大樹

町議会でも、隣の町の幕別町でも、議会改革には本当に積極的でありました。幕別ではイ

ンターネット議会といったものを視察させてもらったわけですけれども、北海道はかなり

インターネット議会が普及しているということで、北海道は元祖ではないかなというぐら

いの感じを受けました。また、定例議会の執行側のひな壇には、代表監査が座ったり、あ

るいは農業委員会長が同席するというようなことも聞きまして驚きました。

議会基本条例が産声を上げたのは北海道でしたし、財政破綻の夕張市の隣の町の栗山町

が日本で最初の議会基本条例を平成１８年に制定しました。平成１２年ごろから開かれた

議会を目指してということで議会改革が始まったということですが、議会のネット配信は

もう平成１３年からというふうに聞いています。夕張市の財政破綻が１７年ころの話です

から、議会基本条例ができたのが同時期ということになります。隣の市で何が行われてい

たかということを横目で見ながら教訓として改革は進められたのではないかなというふう

に勘ぐってしまうような、そういうふうな状況でもあります。

参考までに、衆議院の中選挙区当時の夕張地区の衆議院議員は、大政治家の鳩山前首相
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でもありました。要するに、議会は行政のチェック機能を有していない状況を反省すべき

中で議会基本条例が制定があったのですが、というふうな推測はされます。

そういう中で、話題を県内に移しますと、富岡市の公共温泉かぶら健康センターかのさ

とは、平成１０年５月に開館し市民の憩いの場として活用されてきました。専門家を加え

た事業仕分けによって、２３年閉館をしています。事業仕分けで問題になったのは、実質

１３年間の累積赤字が８億２，９５４万円ということで、年間６，０００万円を超える赤

字の経営が指摘されたものであります。事業仕分けによって営業停止は執行だけの責任で

はなく、議会にも責任の一端はあると考えます。

吉岡町でも昨年補助金等に関しての有識者を交えての委員会が設置され、いろいろと検

討されてきました。今後、この補助金等の検討だけでなく、多額な運営費を要する文化セ

ンターの運営や、道の駅周辺事業、公園管理も含めて主要な事業に関しての事業仕分け的

な手法で、こういった町政を検討する時期に来ているのではないかと考えますが、いかが

でしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 事業仕分け手法を財政検討する時期ではないかということでございます。

いずれも重要な事業なので、どうしてもやらなければならない事業だけに、予算編成時期

に事業の必要性を考え、査定し、予算づけをしています。ただ、事業開始から年数がたっ

ていても、所期の目的を達成したもの、時代にそぐわないものなど、常時見直していきた

いと思っています。また、職員にも事業を精査して予算要求するよう指示しております。

先ほど議員が申されたとおり、昨年は補助金のいわゆる、やった事業も一つの事業仕分

けだというようにも思っております。こういったことも大切だというようにも私は思って

おりますが、改めて事業仕分け的な作業は今のところ予定はしておりません。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 決算の時期ですので、我が町も厳しい財政でもありますので、２３年度諸

決算を見る中で、公共料金、水道料金の値上げ等が考えられるんじゃないかというふうな、

繰入金のことも見ますと、そういうことがありますが、この値上げというようなことは考

えておるのでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 金谷議員さんのほうから今、公共料金のうち、水道料金につきましては値

上げの時期に来ているのかなというようには思っております。まず、水道関係の決算状況
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ですが、本町においては平成１９年度に料金の改定を行い、利用者皆様に安全で安心な水

道水を低料金での供給に努めているところでありますが、しかしながら、水道事業の決算

状況におきましては、平成２０年度に８１４万６，０００円の欠損金、いわゆる赤字決算

となって以降、毎年度決算において赤字決算となっております。既に料金改定時期に来て

いると私も認識は持っておるところであります。もとより料金改定につきましては、すぐ

に町民生活に直結するものでありますので、料金の改定幅については慎重に検討を行った

上で、来年度から実施したいと考えているところでございます。

詳細につきましては、上下水道課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 上下水道課長。

〔上下水道課長 冨岡輝明君発言〕

上下水道課長（冨岡輝明君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

最初に、水道事業会計の決算状況でございますけれども、先ほど町長が言いましたよう

に、平成１９年度に料金の改定をさせていただきましたが、平成２０年度決算では早くも

８１４万６，０００円の欠損金を計上しました。続く平成２１年度には１，７３４万５，

０００円、平成２２年度には２，２８３万２，０００円、そして今回、議案提出をさせて

いただきました平成２３年度決算認定においても２，７９２万９，０００円の欠損金を生

じているという状況でございます。

欠損金を生じている主な要因としましては、給水人口は順調な伸びを示しておりますけ

れども、近年の節水傾向を反映しまして、給水人口増がそのまま給水収益につながらない

という状況がございます。また、第４次拡張事業によりまして、施設の更新をしたという

ことによります減価償却費や支払い予測の増が主な要因と考えているところでもございま

す。

もとより水道料金につきましては、安全で安心な水道水の供給を低料金で供給してきた

ところでありますけれども、料金の値上げは極力抑えたいと考えておるわけでございます

けれども、水道事業におきましても公営企業として健全な企業経営活動を行わなければな

らないという使命もございます。そのため、本年２月に水道事業の運営にかかわる調査研

究懇談会を立ち上げさせていただきまして、委員各位に対し水道事業の現状について調査

研究をお願いし、これからの水道事業の方向性を踏まえた中で、町長への答申ということ

をお願いしているところでございます。

今後の予定でございますけれども、１０月上旬をめどに懇談会のほうから町長に対して

答申をいただくという予定になっております。その答申によりまして町長の判断を仰ぎま

す。仰ぎまして、できますれば平成２４年度から水道料金の値上げを実施をしていきたい

と考えておるところでございます。
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以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 他の市町村と比べても、町の水道料金は安いというふうに伺っています。

ただ、値上げというふうなことになりますと、そういう段取りとか、いろんな意見を聞く

場面があると思いますので、適切にそういう道のりを踏んでやっていただきたいというふ

うに思っています。厳しい情勢だということは議員各位が決算報告の中で今確認をしてい

るところだと思います。

もう一つの課題としては、決算委員会でも質問が集まったのですけれども、税の滞納や

公共料金、国保税の滞納額の増等が挙げられます。税の徴収員の設置やコンビニ納入制度

の導入など、町は非常に努力をしているということもわかります。税納入の意識を町民末

端まで働きかけるような仕組みを考えなければならない時期に来ているとも思いますし、

町の行政や町を身近に感じてもらうため、一昨年まで行われた町政報告会みたいなものを、

町のことをやって、町の問題を町民が共有するという場面をたくさんつくらなきゃならな

いんじゃないかなというふうに思いますが、例えばふるさと祭りを数年に１回ぐらいは地

域の本当に顔の見える小字単位の祭りに変えるとかの工夫とか、そういったことで同一の

日に同一時間帯で全ての自治会の小字単位の祭りを実施するというような提案、こういっ

たことをしながら、隣人の顔が見える社会をつくらなきゃならない、そんなふうに私は思

っています。自治会という大きな枠組みができてしっかりとした歩みも進めているわけで

すけれども、今度はその一番末端の本当の昔の町内、こういったところに焦点が当たるべ

きかなというふうに思っています。ふるさと祭りを楽しみにしている町民も多いかと思い

ますし、大きな祭りに成長したのですけれども、やはり自治会役員とか関係団体というよ

うなことが中心になって、町全体を網羅するというところまでは、非常にこういうのは難

しいなという気もします。

かつて古墳時代の王様が墓づくりに住民参加、墓づくりは住民参加の自治体行事であり

ました。集団の団結と王への忠誠を誓うという行事だったと言われています。これは嫌々

やっていたというふうなことではないというふうなことで伺っておりますが、その後の江

戸期から始まる山車を繰り出してのお祭り、秋祭りとか、これは１本の綱を住民が引くだ

けの単純な祭りですけれども、住民総参加というような仕掛けがあったというふうなこと

です。

渋川や前橋でも、本当にはっぴを着て走り回る姿を、地域の結束力というものを、そう

いう姿で感じるのをうらやましく思うわけですけれども、そういった祭りまではいかない

までも、本当に今度は小さいところに目を向けるような、そういう取り組みも必要ではな
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いかと思うのですが、いかがでしょうか。簡単にでいいです。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この問題については、さきの委員会のほうでも答弁をさせていただいてい

るわけなのですけれども、金谷議員が言うとおり、昔はいわゆる税を集めてくれる方も近

所単位であったということも一つの、この近所がまとまる原因でもあったのかなというよ

うに改めて私もそうは思っております。だがしかし、いろんな面で情報公開だとか、いろ

んなことでそういったことは好ましくないというようなことで、そういったことも一つの

ものをやっていけなくなったのかなと。昔は税を集めるのに、ある地域は全部完納すると、

そこのところに褒賞金を出すというような話も聞いております。そういったことも、誰々

が払わないということになると大変なことになるということで、人権ということの意味に

もおきまして、そういったことはなくなったということに思っております。

今、小さなお祭りなんかも個々にやったらいかがですかということですけれども、この

ふるさと祭りもようやく定着してきているのかなと私は思っております。そういった中に

おきましては、このふるさと祭りは一番先には運動会ということで、各地域の方々に選手

を選んでもらいまして運動会をやってと。それから、だんだんだんだんほどけてきまして、

綱引きとか、そういったものだけにしようじゃないかと。けががあるからというようなこ

とでやっておったというのが実態です。

ここに来て、このふるさと祭りがいわゆる吉岡町のふるさと祭りということになります

と、いわゆる吉岡町の一つだけではなく、近隣の町村からも大勢来てくれるということで、

年々人口が、来てくれる人が多くなっているということで、私はこのことについては続け

ていくべきかなと思うわけでございます。議員がおっしゃる小集団でやるお祭りというこ

とは、いわゆる駒寄地区の人たちのあれを考えてみますと、よく小さな集団でよくやって

いただいているなというようには思っております。

明治地区というようなことでちょっと言わせていただければ、３自治会ほどやっていく

だけで、ほとんどは５年に１回か６年に１回。その中には春祭り、秋祭り、いろんなもの

をやっている自治体はあろうかと思いますけれども、そういったことも確かに必要だと私

も思っております。そういったことで、私のほうの地域で言わせていただければ、春祭り、

秋祭りは、そしてまた夏には、いわゆる子供を中心とした物事をやっているということで、

やはり子供が集まるところには大人も集まってくるというような状況で、正月には、いま

だ吉岡町南下は、昔は元旦マラソンということでやっておったのですけれども、今は元旦

はちょっと無理だということで、７日か８日ごろやっておるのですけれども、これも長年

続いておって、子供が出るということになりますと、正月でもみんな大人が出てきてやっ
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ていただいているということの中においては、こういった小集団のお祭りについては、私

も否定するわけではございません。大いにやっていただければ、自治会でやっていただけ

れば結構だというようには思っております。

金谷議員と同じ考えを私も持っておりますが、このふるさと祭りは今のところはいわゆ

る成功裏に今までつないできたということになりまして、これも引き続きやっていきたい

というようには思っております。いろんな面でいろんなことで創意工夫をしながらやって

いきたいというように思っております。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ９月２日の日曜日に、町内でさまざまなスポーツ行事が行われました。家

庭婦人のバレーボール大会には石関町長みずから足を運ばれたようです。町民はそういう

姿を見て非常に喜んでいるわけです。町民グラウンドでは野球大会があり、河川敷グラウ

ンドやグランドゴルフ場でも多くの町民が汗を流しているわけです。公務多忙とは思って

いますが、こういった生き生きとした町民の顔を常に意識した行動が町執行には本当に求

められています。税収、税徴収というか、そういう推進というようなこととは結びつかな

いかもしれませんが、そのずっと先にはそういう課題があるというふうなことを感じます。

日々のトップの、町トップが、町民がもう身近に感じられるというか、ことが大切ではな

いかなというふうに思っています。

そういった意味で、住民参加のまちづくりで住民目線で物事を決する行事を推進するた

めに、町長以下特別職はどのような苦労をされているのかをお聞きしたいのですが。よろ

しくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 私のほうからちょっと言わせていただきます。

まず、私は時間がある限りは、いわゆるそういう町民の運動とか、それから中学校の運

動だとか、小学校の運動も行くようにはしております。先日はおかげさまで吉岡中学校の

サッカーが関東大会で優勝したということで、いわゆる１１時ごろその一報が入って決勝

に残るというようなことで、宇都宮のほうに１１時から出かけました。応援にも行きまし

た。それから、全国大会にも千葉のほうまでちょっと出かけて応援をさせていただきまし

た。事あるごとに行ける時間であれば私も応援をさせていただくというような状況の中で、

教育長、そしてまた三役といえば副町長がおるのですけれども、私の行けないところはそ

れをまた補助をしていただいて、行っていただいているというのが現状でございます。副

町長、それから教育長もおりますが、教育長は教育長、副町長は副町長で参加をさせてい
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ただいているというのが実情でございます。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 今そういうお話があってありがたく思うわけですけれども、たまたま夏、

そのサッカーの県大会に決勝に行くということでお話がありまして、応援に行きました。

そういった中、準決勝で相手側の藤岡のチームは教育委員会も含めて先生がたくさんいた

のですけれども、たまたまその日、吉岡は父兄の方だけで、何か行けなかったと。聞いて

みましたら、教職員研修をやっていたとか、そういうようなことでありました。非常にそ

ういったところを見てちょっと残念だなというふうに思ったのですけれども、関東や全国

大会に行ってもらったということで、本当に生徒も喜んでいるかなというふうに思うので

すけれども、こういった活動に対して、やはり目を、本当に凝視して支援していただけれ

ばというふうに思っています。

その後、夏休みに吉中のブラスバンド部の定期演奏会が文化センターでありました。文

化センターの運営費いろいろあるのですけれども、本当に生き生きとして吹奏楽をやって

いる姿を見ました。最後は３年生が涙を流して抱き合うといったところも見せてもらいま

した。そういうふうに町の中で子供たちは一生懸命活躍したり、大人たちは一生懸命活躍

しています。そういった姿を本当に執行の方々は応援していただければというふうに思っ

ています。

財政に関しては最後の質問ですが、基金運用も大切な問題です。町債と基金は表裏一体

でもありますし、基金運用では、東京等が東電株を大量に購入したという事実が東日本大

震災後に発覚しました。大阪でも同じようにたくさんの株を持っていたと。こういった株

取引の明暗を昨年は非常に感じた年でもありました。町の基金運用に当たっての基本的な

指針とか考え方がありましたら、教えていただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 基金運用ということで、まず我が町は株の取引については行っておりませ

ん。町の基金運用に当たっての基本的な指針や考え方のことですが、吉岡町におきまして

は、吉岡町資金管理並びに運用基準が定められており、公金の管理運用及び資金管理並び

に資金運用基準が定められております。そういったことで、詳細につきましては会計課長

より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。
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まず、吉岡町資金管理並びに運用基準に基づきまして、各種基金の資金は基金ごとに別

の口座として管理がなされております。また、資金の運用につきましては、大口定期預金

としまして、運用上有利とされる場合は債権での運用というものもできるものとされてお

ります。ちなみに現在、平成２０年に野村証券に預託してあります１億円の国債を保有し

ておるものでございます。

なお、預金の場合の運用に当たっては、利回りの比較、関係機関の借入金の状況、運用

資金の総額等を勘案して、県内に支店を有します銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組

合、郵便局等におきまして、より有利な運用ができますよう心がけておるところでござい

ます。

また、これに伴います公金預金の保護に係る対応、いわゆるペイオフ対策なのでござい

ますけれども、必要が生じてきているというふうなことで、それぞれの金融機関の収益性、

安全性、成長性などを項目に分けて確認をしまして、経営内容の掌握に努めながら資金の

運用管理に努めておるところでございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ありがとうございました。基金運用についてなかなか表に出てこない問題

ですので、今会計課長から話がありましたように、あるいは町長から話がありましたが、

これはしっかり運用されているのだなということを感じました。今後もそういった大きな

枠組みを守ってやっていただきたいというふうに思っています。

次の質問に移ります。

町の公教育についての問題ですが、吉岡町の人口が２万人ということで役場の中に１万

９，０００幾らとかとあるのですが、新聞では２万ということだったり、ただ、第５次総

合計画では、３２年度に人口は２万２，０００人を目指すと書いてあるんですね。昨年の

一般質問でも同様な質問をしているのですけれども、町のほうから２８年かその辺の前後

で人口の伸びがとまるのではないかななんていう話も聞いております。

しかし、上武国道が前橋南新井線と直結するとか、前橋南新井線のインターの西の計画

が始まると、そういう話も聞きますし、スマートインターの大型車乗り入れや、渋高バイ

パスの全線開通、こういったことをあわせますと、３２年度の目標値はもう修正が避けら

れないかななんていう気もします。ただ、このままでは町の、小学校の人口増への対応が

懸念されるわけですが、校舎についてはやっと間に合うというふうな状況がつくられてい

るわけです。教室とかそういったものは。ただ、特別室とかそういったものを利用してい

るということも聞きますが、特に駒寄小学校の校庭が横から見ていますと、非常に子供た

ちが休み時間の状況を見ますと、もうぶつかるんじゃないかなぐらいの状況です。校舎が
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大きくなったということで校庭も狭くなっているわけですが、中学校の校庭も非常に小さ

いということで、運動会は八幡山公園でやっていると。そういうことです。文科省にこう

いう基準があるのかどうかわからないのですけれども、もしこういう基準があるとすれば、

そういう範囲なのかどうかということを伺いたいということです。

また、中学校の校庭の補助的な役割として八幡山運動公園の拡充整備の請願が小中学校

のＰＴＡ会長、そして体育協会長から今回出されております。ただ、私は中学校の運動場

の拡張のほうがまず直近の課題じゃないかなというような感じはするわけですけれども、

町長のお考えをお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 金谷議員のほうから校庭の面積の基準はということで答弁させていただき

ます。

人口のことをちょっと触れさせていただきましたが、８月２９日で２万人突破したそう

です。それでは、校庭面積につきましては、文科省の小学校設置基準及び中学校設置基準

の面積の基準が示されておりますので、この件に関しましては、教育委員会事務局長より

答弁させていただきます。

そのほか、今八幡山の中学校の運動場ということで言われましたけれども、八幡山公園

や中学校の運動場の拡充・整備につきましては、私もその必要性は感じております。ただ、

多額の財源を必要とすることもありますし、中学校の運動場の拡充か八幡山公園の拡充か、

それぞれの関連性についてなど、いろいろ検討すべき課題がありますので、それらを踏ま

え今後対処していきたいと考えております。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

文部科学省令の小学校設置基準及び中学校設置基準によりますと、運動場の面積につい

て、駒寄小学校ですと、平成２４年５月１日現在の児童数８０６人の場合ですと、基準は

７，２００平方メートル以上とされております。現状の駒寄小の校庭面積は約７，２００

平方メートルでございます。中学校の場合は、生徒数６１５人で基準は７，３５０平方メ

ートル以上ということですが、現状の運動場面積は１万３，１００平方メートルでありま

すので、中学校の校庭は余裕がある状況です。

ただ、この設置基準のただし書きでは、地域の実態、その他により特別の事情があり、

かつ教育上支障がない場合はこの限りではないとされており、地域の実情に応じた弾力的

な規定となっております。
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以上です。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 今、両方とも基準に達しているというようなことでありますが、特に駒寄

小学校の基準が今いっぱいいっぱいですけれども、今後、これがふえたときに、新しく学

校をつくるとか、いろんなこともあるのですが、ただこうやってふえてきたというのは、

逆になると波があるような気もして、町長も非常に、何ていうのですか、判断に迷うとい

うか、非常に苦しいところかなというふうに思うんですね。この状況の中で、漸次ふえて

いくという状況の中では、どんなふうな工夫が必要でしょうか。

議 長（近藤 保君） 大沢教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） 町の将来計画にかかわることかというふうに思いますけれども、まず人口

のフレームが基本になるわけでございます。特に最近は、年齢階層の人口といいますか、

そういったものが非常に重要な要素になってくると、そういうことでございまして、金谷

議員さんご承知というふうに思っておりますけれども、第５次総合計画におきましても、

当然この人口推計をしております。

それで、この推計でいきますと、２０１５年、平成２７年まで各年齢階層とも増加をし

ていくと。１４歳以下の伸びはそれほどでもなく、６５歳以上の老齢人口、これが大幅に

伸びていくと。そんな推計をしております。それから、別の厚労省のほうの調査でも同様

な推計をされておりまして、やはり２０１５年に、その辺をピークに１４歳以下人口は頭

打ちになると、そんな推計をされております。また、この同じ厚労省の調査でございます

けれども、総人口が２０３０年、平成４２年になりますけれども、ここまで穏やかに増加

するというような推計をしております。それ以降は減少していくと。こんな推計をされて

おります。ただ、いずれもこの推計をとった時点が、平成２２年の国調の確定値が出てい

ないと、そういったところで推計をしておりますので、その傾向については変わらないと

いうふうに思いますけれども、そのピーク時の年が少し後ろにずれるのかなと。そんなこ

とで考えております。

吉岡町の年齢別階層の６５歳以上年齢につきましては、ほかの町村と同じように増加し

ていきますので、吉岡町の少し特異な町ということで、１４歳以下の年少人口も増加をし

ていると。ほかのところはそういう傾向ではないのですけれども、吉岡町はそうだと。し

かし、そう遠くない時期には必ず同じような減少傾向にあるのだろうという推計がされて

おります。そして、それまでの間ということに当然なるわけでございますから、そのピー

ク時を捉えるのが非常に難しいところでございます。
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そういったことで、先ほど議員さんの質問の中にもございましたとおり、現在特別教室

を普通教室に転用して利用している部分ございますので、場合によっては、その特別教室

分を校舎と別の部分に増築すると、そんな形でとりあえずはそれをしのげればいいかなな

んて、そんなことで教育委員会では考えております。ただ、ピーク時をどこにするかとい

うのは、今のところ非常に難しいところでございまして、前の推計では平成２７、８年ご

ろがピークかなということですけれども、若干少し向こうにずれるかな、もうちょっとふ

えていくかなというような推計をしておりますので、今のところ異動人口ですとか、そう

いったものを細かく情報をとるようにしまして、教室の不足のないように検討しておりま

す。

そんなことで、ちょっと話それますけれども、明治小学校につきましても同じような、

今駒寄小学校はそうでございますけれども、明治小学校につきましても、バイパス等の開

通に伴いまして同じような傾向をたどるかなという推計をしておりますので、前の使って

いないプール等は既に壊させていただきまして、場合によってはそういったところにプレ

ハブ等で特別教室を増設できるようにと、そんなことを考えておるところでございます。

以上です。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 今グラウンドをね、規定に達してこれがふえたらどうするのかというよう

な質問をしたのですけれども、時間の都合で次の質問に移りますけれども、先日、児童数

が１，０００人が超えるみどり市の笠懸小学校を文教厚生委員会で視察しました。休み時

間の校庭使用は学年別でやっているというような、分配をしているというようなことも聞

いています。しかし、これは保護者はアンケートで分離を望む声は非常に少ないと。みん

な笠懸小学校のおじいちゃん、おばあちゃん全部が卒業生だと。その中で東と北ができた

ということもあって、どうも愛着があるのかなと。あるいは町の教育の中枢がそこに集ま

っているので、非常にそこら辺がいいのかなというような感じも受けますが、ただ先生方

は非常に人口増に対しては、この生徒増については危惧をしているわけです。

視察に同行した事務局長は感想を簡単に後で話していただければと思いますが、吉岡町

の状況を考えると小中学校の保護者も入った公教育の人口増、あるいは逆にその後も見越

した、そういったような対策の検討委員会とか、そういったものの設置が必要と考えるの

ですけれども、その辺のことはどうかということ。それから、予算をできるだけ集約して、

将来の吉岡町の人材育成のために、この場合は基金として蓄えなきゃならないんじゃない

か、この辺、まず事務局長に感想をお聞きして、そのほか予算の集約、あるいはまた検討

委員会とか、そういったものの設置はいかがかということをお聞きしますが、よろしくお
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願いします。

議 長（近藤 保君） 教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） それでは、笠懸小学校の視察に同行させていただきました感想

を述べさせていただきます。視察をさせていただきました中で感心したことは、校長先生

を初め教職員の皆様が大変努力をなさっていて、非常にすばらしい学校経営をなさってい

たということに非常に感心しました。

大規模校のメリットは、子供たちが大勢の集団の中で多様な考え方に触れ、認め合い、

協力し合い、切磋琢磨し、一人一人の能力をより大きく伸ばすことができるということが

挙げられますが、笠懸小ではそのメリットを最大限に引き出しているなというふうに感じ

ました。

大規模校のデメリットの一つに、特別教室などの施設利用に制約が生じるということが

挙げられます。笠懸小もそういった問題点はあるということでした。しかし、施設設備の

整備が十分になされ、職員体制がしっかりしているならば、大規模校は決して子供たちの

マイナスとなるものではなく、むしろ多くの子供たち同士の触れ合いの中で、社会性や協

調性を育むことができ、多様な人間関係の中でたくましく成長することができるのではな

いかというふうに感じました。

以上、笠懸小を視察しての私の個人的な感想ですが、今後大規模校に関して多くの皆様

の意見を伺いながら、さらに見識を深めてまいりたいと考えております。どうぞよろしく

お願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 小中学校の保護者を入れた公教育の人口増対策検討委員会の設置が必要と

考えますが、その答えということでよろしいでしょうか。

御存じのように、児童生徒数が毎年増加している状況の中で、特に駒寄小学校区では住

宅開発が多く、今後も児童数が伸びていくと思われます。近いうち教室が不足するという

ことが懸念されますので、対応策の検討が必要だと思っております。このことにつきまし

ては、まずは議員の皆様にお諮りをし、説明をさせていただくのが先かと思っております。

その中でいろいろご意見を伺う中で、必要があるならば検討していきたいと考えておりま

す。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 最後の質問になったのですけれども、予算を集約してというのは私の願い
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ですけれども、公教育に予算を集約できるように、基金等をたくさん蓄えながら、今後何

年かを切り抜けなきゃならないのかなというような考えもあります。そういったことを訴

えたいなというふうに思っております。お答えのほうは結構です。

次の質問に移ります。

学童保育の高学年受け入れということで、急激に人口がふえていることで、こちらのほ

うもこの総合計画の５カ年計画のところを見ますと、どんどんどんどんその前倒し、ちっ

ちゃい子供のほど、いろんなあれが前倒しになっているというような、ふえているという

ような感じを受けます。吉岡が誇れるのは、子供の生まれるのが一番ということとか、下

水道が普及が非常にいいというのは、これは誇れることです。これは人口が集まる一つの

大きな要素でもあります。

そういった中で、何回もこの学童保育については昨年お話をお願いということでしたわ

けですけれども、ただ長期休業中の受け入れについて実施したのだけれどもということで、

きのうの決算委員会でもなかなか子供が集まらなかったというような話も聞きました。そ

の辺の経緯と、何というか、その課題ということがわかれば、教えていただければと思う

のですけれども。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 長期休暇中、夏休みの学童保育を吉岡町は児童館で実施をいたしました。

町としましては、明治学童クラブ、駒寄第一学童クラブ、駒寄第二学童クラブとは別に、

吉岡町児童館で準備をし実施をいたしました。また、学童保育の民間参入については、算

入予定者がいるとのことですので、詳細につきましては、健康福祉課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 守田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） それでは、最初に長期休業中の学童保育高学年の受け入れ状況であり

ますが、高学年の４年生、明治地区の方が１名、それから５年生、駒寄地区の方が１名、

参考に小学生、明治地区の方が２名で、合計４名でした。延べ利用日数は４人で７３日で

す。１人１８．２５日になります。この対応としまして、臨時職員は７月は４名、８月は

５名体制でローテーションしました。

次に、学童保育民間参入の状況と見通しはいかがかということでありますので、明治地

区の中では、町民を限定した学童保育ではなく、無認可保育所と合わせて他の市町村の児

童を含めた保育を行いたいという事業者が１名、秋以降に開設したいとの情報です。駒寄

地区のほうでは、来年から実施に向けて計画している事業者がいわゆる１カ所ございます。

平成２５年度から町の補助要綱の基準に達すれば、補助をしていきたいというふうに考え
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ております。

以上、町長の補足答弁をさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） これは夏休みなので、町の高学年受け入れが非常に少なかったということ

なんですね。ただ、子供たちがこの夏休みにどうやって過ごしたのかなというと、かなり

の子供たちが小学校のプールに行ったり、あるいは町営プールに行ったりということで過

ごしてきたのかなというふうに思います。あるいは中学生になると、図書館あるいは文化

センター周辺で過ごしていたのかなというような、そういう予測もするわけですけれども、

私は同世代の同僚が子育て時期に、この間も決算委員会で話したのですけれども、学童保

育を苦労して自分たちで発足させていって運営していたのを横で見ていました。女性が社

会進出するためにはどうしても重要な施策だというふうには思うんですね。ただ、これが

公的なもので変わってきているわけで、吉岡も努力してもらって低学年まではしっかりと

やってもらったということです。今回、もくろみがちょっと狂ったのかなと思うのだけれ

ども、ただ希望者はいるのだろうけれども、なかなかそこに人員を配置したけれども来な

かったということだと思うのですが、ただこれは次につながるかなというふうに私も思っ

ています。

そういった意味では、大変町のほうもご苦労をかけたわけですけれども、民間の方も二

つ出てきたというような話も聞いていますし、人口がふえた、次が減っていくときに、今

度は公的なものをふやしたら、これは大変になるので、民間の方にその分はお願いすると

いうことも大事なことかなというふうに思っています。

そういったことで、こういうふうな形で吉岡が苦労していると、努力していると、人口

がふえていると、それに対して対応していると。それで町長も「子育て吉岡」と、そうい

うふうなスローガンの中でこういう施策をやってもらっているわけですけれども、ぜひと

も民間の参入とか、ＮＰＯの参入が出てきた場合に、ある意味でのそういう、何ていうの

ですか、公的支援というか、そういったものが可能ならばしていただければなというふう

に思ってもいます。

ただ、一昨日、決算委員会で学童保育の民営化の意向に対して、委員長のほうから数値

を出してもらったのですけれども、社会福祉協議会のほうに行って、確かに数字としてよ

くなったというふうな数字が出てきた表をもらったのですけれども、最後に添付資料とい

う形で、最後に参考資料をもらいました。２３年のと。そして、吉岡町の負担が減ったと

いうのはわかるのですけれども、これは簡単なことを言うのですけれども、実質支出が８

００万円の差がどうしてかということを含めて、あの表で、ちょっと私は何か理解できな
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かったものですから、あの配られた、最後に配られた表でなかなか理解できるものか、で

きないものかということで、もしできないとなると、私ももうちょっと勉強してあの表を

分析してみたいなと思うのですが、この間配られた、決算委員会で配られたあの対比の表、

なかなか読みづらいなと思ったのですけれども、その資料を守田課長、どんなふうに思い

ますか。これなかなか議員として最後に配られた１枚の紙が理解できるのか。できなかっ

たものですから、ちょっと伺いたいのです。これはちょっと読めばわかるよということな

らば勉強しますけれども。簡単でいいのですけれども。

議 長（近藤 保君） 健康福祉課長。

〔健康福祉課長 守田 肇君発言〕

健康福祉課長（守田 肇君） 最後に配った学童保育の歳入歳出補助金関係ということで、２２年度

と２３年度を対比していたその表でありますが、実質の支出としましての対比、あるいは

県の補助金としての対比で、町の負担がこれだけ２２と２３年度に１６９万３，３４６円

ございましたという表をつくらせていただきましたが、こういう数値を出させていただき

ましたので、この差があったということでご理解いただければありがたいというふうに思

います。

以上です。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） なかなか二、三十分見たけれども、ちょっとわからなかったもので、今聞

いてみたので、もう１回勉強してみたいと思います。

最後の質問ですけれども、群馬県の大澤知事が年頭の挨拶で東国文化の歴史をひもとく

と、古墳・飛鳥・奈良時代を通じて東日本で一番力を持ったのは群馬県だというふうに発

言をされています。３世紀に奈良でつくられ始めた古墳は４世紀に大阪、５世紀には岡山

や群馬などに広がったと。そういう年頭の挨拶の中で、こういったものを生かしたいとい

うことを知事が語ったわけです。これも県議会ではいろいろと議論があったみたいです。

突然言うなというふうな形かもしれませんが、与党議員のほうからも突然これが出てきた

なというような、そういう話も聞いています。

ただ、そういう中で、群馬県は古墳の調査養成講座があるということを発表しました。

これは私も興味があるので応募しましたら、いいですよということなので、初回行ってみ

ました。そうしましたところ、吉岡町のネームプレートを見ましたら、３名の方が参加し

ておりました。講座は６回予定されておりますが、地域ボランティアとして１９３８年の

上毛古墳総覧編さん以来の大調査ということで、それにボランティアとして協力したいな

というふうに思っております。
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さて、防災公園の計画がされている桃の井城址、県内最北の前方後円墳が発掘されたニ

ュースは、３月の議会中の上毛新聞で掲載されました。その講座の中でも話題になったの

ですけれども、渋川よりこっちのほうは、後ろのほうは、なかなか前方後円墳は見られな

いというふうな、そういうふうなことです。そういうお話もありました。

現在は埋め戻されたということなのですけれども、県の教育委員会の本格的な調査があ

るのかが不明なんですね。ここの重要性というものが、これは重要なのかどうかというこ

ともちょっとわからないということなので、吉岡には八幡山古墳群があって、三津屋古墳、

貴重な遺跡群があります。特に八幡山古墳の赤い線がついたその石、これはそこで講習を

やられたワタセさんという方が大学時代に学生運動で暇だったので、いろいろと探す中で、

吉岡のそれを私が見つけたのだというので、誇りしておりましたので、大挙して押しかけ

てくるんじゃないかというふうに思うのですけれども、吉岡町にはこういう貴重な古墳が

保存されていますが、昭和初年の調査で古墳と確認されたであろう里山は多数町内にあり

ます。どのくらい本当は今町が確認しているのかお聞きしたいですね。古墳というふうな

ものが今現在どのぐらいあるのか。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 簡単にさせていただきます。

古墳の数は、昭和１０年の調査では、吉岡町に４２４とされていますが、現在では７３

基ほどと減少していると聞いております。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 東京の都心では、数々の緑地帯が存在しますが、これは皇室関係の所有地

ではかつての華族の方の所有地、こういったものが防火帯や緑地帯として大きな役割を担

っています。吉岡町でも開発する南の地区、南部地域を中心に、広葉樹の生い茂った里山

が非常に減少しています。わずかに古墳らしきものの里山がその役割を担っているわけで

す。

確認された古墳の持ち主には、税法上のそういう措置があるのかどうかということと、

古墳域が緑地公園機能を有して、史跡公園としても活用されるというようなことで買い取

りではなく、税優遇で、あるいは何年かに１回、その周辺をきれいにするというような形

で、そういった方を免除できないかというふうなことをちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕
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町 長（石関 昭君） 税法上で優遇できないかということでありますが、ただ現状が山林、畑と

いう古墳については、余り大きな税負担にはなっていないと考えております。現状が雑種

地や宅地になっている場合は、課税標準額に応じた固定資産税が課税されております。税

の優遇措置については、古墳を所有していない方の不公平感にもつながりますので、慎重

に検討する必要があると思っております。所有者の方々には、古墳が吉岡町の古代を理解

する上で欠くことのできない貴重な文化遺産であり、さらに吉岡町の文化のレベルの高さ

を示すものであるということで、ご理解をいただきたいと思います。保存に協力をしてい

ただいております。

前、ちょうど南下古墳のときに、興味のある方々が、あのところの古墳を年に１回か２

回、あそこをきれいにして町のものになる前にやっています。そのときに、古墳のあるう

ちに広さによって２万円ぐらい出したと。その２万円というのは、年間そこのところを草

刈りしてくれとかなんとかで出したのですけれども、人によってはお金だけはいただいて

全然掃除、刈らないで、今言ったボランティアの方が行ってやったというような結果もあ

ったことは事実です。それは税法上のことは別ですけれども、それに、そこにおります南

雲議員なんかが率先的にしていただいて、その後をつないで明治中学校の子供たちがその

ところを刈ったという実例もございます。

そういったことで、この古墳というのは、議員が言われるように、本当に貴重なもので

ありますので、保護していかなければならないということですけれども、今のところは税

の優遇措置はやっていないというのが現状であります。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ぜひともどんどん減っていきますから、開発で、そういう意味で残された

ものの中には貴重なものもあるかもしれません。そういった意味で、ぜひとも何かそうい

う手だてを教育委員会のほうで考えてもらえればなというふうに思っています。余り購入

ということは全部できないと思うので、そういう意味での活用方法、里山保存、緑地帯保

存ということで、そういったことが大事かなと思います。

吉岡町は人口がふえている数少ない町でもあります。急激な人口増は町の公共政策立案

する側には苦労のことと思われますが、その後を予測しますと、今度は人口減少というか、

そういった阻止をする、人口減少阻止の対策やらで、これからまたそういう悩みが出てく

る。ただ、基幹道路の整備の目途も立ち、石関町長は町制施行２０年、ここ３０年の福田

さんという村長さん、大林さん、それから原沢さん、高野さん、小林さんという町長さん、

この辺のところの町長さんから見ると、一番そういった意味での環境というか、何かでき

るという環境を与えられている、もう貴重な町長だと思うんですね。そういってみれば、
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本当に手腕を発揮できる状況でもあります。

限られた予算を活用して、町民の全てが納得できるような公共政策の策定は難しいです

けれども、執行方の英知を結集して、吉岡が本当に未来に語れるような、そういう町にな

るように、ぜひとも努力していただきたいと思います。

これで一般質問を終わります。どうもありがとうございました。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、金谷重男議員の一般質問が終わりました。

ここで昼食休憩とします。再開は午後１時とします。

午後０時００分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後０時５７分再開

議 長（近藤 保君） 会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（近藤 保君） ３番岩﨑信幸議員を指名いたします。岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君登壇〕

３ 番（岩﨑信幸君） ３番岩﨑です。議長への通告に従いまして、一般質問を行います。

去る６月９日に開通しました高崎渋川バイパスの今後の構想について伺います。

まず、地域のことでございますが、上野田野田宿までの１１．６６キロが開通して、は

や３カ月。沿線の住民の方々に影響や問題点などを聞いてみました。まだ青梨子町南から

野田宿までの区間が当初の予定であった暫定２車線ということで、交通量も試算したより

は少なく、一部の住民を除いては騒音も気にならず、スピードの出し過ぎによる大きな事

故も発生しておらず、ひとまず懸念された諸問題は心配なく安心したところです。渋川土

木事務所に問い合わせてみましたが、問題はなく、交通量などの調査も小倉までの開通し

た後に行うとのことでした。

ただ、３点ほど地域の方々に聞きました。重大な問題があるという指摘をされましたの

で、質問させてもらいます。

１点目は、溝祭北下線の千代開、地元の人では「ちょっかい」と言っておりますので、

「ちょっかい」と言わせてもらいますが、千代開の交差点付近の側道でございます。旧道

時点では千代開の交差点はクランクになっており、直角に右折し１００メートルほど行く

とすぐ左折しなければならない状態でした。その時点に信号を設置したため、榛東地域に

抜ける本線に接した家の出入りに際しましては、側道を設けなければなりませんでした。

その影響で千代開の信号のところは、交差点に行くには急に上り坂になり、左に曲がりな

がら停止しなければならない状態であります。また、そこを直進すると側道に入るために

間違いやすく危険であります。複雑であり交通に支障を来すとの指摘がありました。何か
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よい解決方法があるかをお聞きします。お答えください。

議 長（近藤 保君） 町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） お答えさせていただきます。

県道高崎渋川バイパスの今後の構想はということでございます。議員がおっしゃるとお

り、６月９日に高崎渋川バイパス２期工区が上野田野田宿まで開通をいたし、交通の円滑

化はもとより、人、物、情報の交流がより盛んになり、沿線地域の活性化が期待されると

ころでもあります。

過去にもバイパス沿線の土地利用については、町の考え方を複数の議員さんから問われ

ております。反面、バイパス開通後の安全性の確保についても複数の議員さんからご質問

いただいております。実際に開通して３カ月が経過いたしましたが、車が動き始めると、

改めて改善すべき点が出てくることは多々ございます。様子を見ながらさらなる交通の安

全性・利便性を図ってまいりたいと考えております。

その他詳細につきましては、担当課長より補足答弁をさせます。

議 長（近藤 保君） 町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

１点目の千代開の信号機付近の改善についてであります。まず、高崎渋川バイパスは供

用開始に向けて、当然のことながら渋川土木事務所を初め渋川警察署はもちろんのこと、

所管をしております関係各課と沿線住民の方々などの関係者が、設計協議等の段階から幾

度となく必要に応じ、お互いに話し合いを持ちながら、一つ一つ積み重ねながらおおむね

の了解のもとで現在に至っているものと判断をしているところでございます。

しかしながら、そのことで全てのことが満足できるものではないとも受けとめておりま

すが、質問の内容では、複雑な道路構造等から危険であるとのことでありますが、一方に

おいては、豊富な経験と高い専門的な知識などを有した関係機関が十分に検討を重ねた結

果によるものであるとも受けとめられるものでございます。

そこで、今のところはそのような経緯等もあるため、すぐすぐに改善をするにはかなり

難しいものがあると思われますので、しばらくの間は十分に状況を見守りながら、実態の

把握に努めることが賢明ではなかろうかと思われます。なぜならば、十分に検討した結果

が今のような状況を招いているとのことは、他の機関での安易な判断だけで改善したとし

ても、また新たな問題なども出てくるのではと危惧されますので、どのようなことが実際

に起こり得るのか、その交差点付近の全容をつかむことが優先されるべきで、そのことに

よって本当の意味での理にかない実態に即した改善策につながるものと考えられるからで
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ございます。

つきましては、今後しばらくの間は関係課にてその実態の把握に努め、その結果をもっ

て必要な改善策等を講じたいと考えておりますので、これからも地元での交差点付近の状

況に対する情報提供をいただきながら、必要に応じ善処できればと思っておりますので、

ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） 地元の皆さんの判断等を仰ぎながら考えさせてもらうことにしたいと思い

ます。

２点目は、同じく北下北部地区の榛東村長岡との境の交差点であります。上野原からの

下りでは、交差点の左側に豚舎があるために見通しが悪く、道幅が広いため横断している

ときにスピードを出し過ぎた車に衝突されるとも限りません。事実、２度ほど軽い接触事

故が既にあったそうです。現時点では交通量は少ないですが、２４年３月に小倉までの２

期工区が開通し、３期工区、行幸田までの２．６キロも開通しますと交通量もふえ、危険

な交差点になります。感応式信号でもよいと思うのですが、設置を願うものです。お答え

をお願いします。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

２点目の北下北部地区と榛東村長岡との交差点の信号機の設置について補足答弁をさせ

ていただきます。

このことにつきましても、１点目と同様なことが言えますので、基本的にはしばらくの

間は状況等を見守りながら、その実態の把握等に可能な限り努め、必要とされる改善策を

講じたいと考えておるところでございます。ただし、議員からの報告でも、既に軽度の事

故等も発生していることも事実であるようですので、そのことも真摯に重く受けとめる必

要があるものと感じているところでございます。

しかしながら、はっきり言って結果論かもしれませんが、供用開始前であれば設置に対

する要望等の効き目もかなりあったものと判断されますが、現在の供用開始後とのことに

なりますと、設置までこぎつけるのには、過去における信号機の設置に伴う実績などから

推測いたしますと、かなり難しく、そうたやすいものではないとも予想されるところでご

ざいます。

そのようなことから、やはり関係課にてしばらくの間は見守らせていただき、危険性が
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非常に高いとの結論に達するとするならば、当然のことながら今後に必要とされる手だて

を講じながら、なるべく早期における設置の実現に向ける努力をしていきたいと考えてお

りますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） なかなか危険なところなのでとは思っておりますが、また難しいかとは思

うのですが、３点目もこれも地元のことで申しわけないです。

明治小学校北側の直線道路の東奥に抜ける道、明小・北発地岡線でございます。バイパ

スの開通によって、今までは地元の人が利用していただけの裏道でしたが、通勤等の通り

抜け道路になってしまいました。しかし、この道はバイパスから真っすぐ一直線の下り坂

でスピードが出やすく、とても危険です。その道から東へ抜ける道は信号のない交差点が

あり、一時停止はするものの、一直線で下り坂です。その上狭く、歩道がないために、通

学する生徒にとっては大変危険な道であります。この道に関しては、即急に道路の拡張と

歩道の設置を望むものです。今回この道路の問題が一番緊急の課題と思っております。こ

の対策をいち早く行ってほしいと思うのですが、よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この件に関しましても、課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町道明小・北発地岡線、この拡張計画の件でございますが、

補足答弁をさせていただきます。

議員ご指摘のこの明小・北発地岡線につきましては、高崎渋川バイパスと交差します明

治小学校の北側を東西に走る明小裏線、さらには改良済み町道であります、この吉岡町を

南北に走ります北下集会所北線を結ぶ重要な町道にもなっております。この当路線につき

ましては、明小裏線とあわせまして改良事業を計画し、測量設計も実施いたした経緯もご

ざいます。このうち、明小裏線につきましては、一部町単事業とまちづくり交付金事業で

高崎渋川バイパス開通にあわせまして事業を進めてまいり、関係者のご協力をいただき改

良済みとなっております。

しかしながら、ご指摘のこの明小・北発地岡線につきましては、諸般の事情により中断

している状況でございます。高崎渋川バイパスが開通し交通量が増大する中、安全性確保

が緊急課題と考えておりますが、当路線はこの沿線地域住民の皆様の主に利用する生活用
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道路でもございます。関係者全員の賛同を得た上で実施できればと思っております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） これまでは地域の問題でございました。

次に、まだ今の地域の問題は雨水とか街路灯とかいろいろ問題があるのですが、今回は

この３点のみの対策を願う次第であって、またいろいろと質問させてもらいたいと思いま

す。

次に、高崎渋川バイパスの今後の構想のことでございますが、平成２２年３月に前橋渋

川バイパスが開通し、吉岡町の東の玄関口として、道の駅よしおか温泉を県内で２０番目

の道の駅として開設しました。その過程でリバートピア吉岡を改装し、物産館かざぐるま

をオープンしました。総合案内所、温泉施設、パークゴルフ、グラウンドゴルフなどスポ

ーツ施設、物品販売施設、かざぐるまですね、と、１人でも多くの人たちに喜んでいただ

けるための整備でございました。この施設での経済効果は莫大なものがあります。

高崎渋川バイパスが野田宿まで開通し、２５年３月には小倉まで開通しますと、交通量

もふえ、人の交流や産業の活動が著しく促進されます。また、観光地である伊香保・榛名

と首都圏からの往復道路として重要度を増し、吉岡の観光の拠点である船尾滝を中心に、

町を代表する物産品の小倉のブドウ、干し芋と、西部の地域の観光及び農産業の振興にも

欠かせない地域となります。

そこでお尋ねします。町長が再三再四述べていることですが、東の玄関口としての道の

駅よしおか温泉に対して、西の玄関口としての高渋バイパス沿線の開発構想はあるのでし

ょうか。お尋ねします。

議 長（近藤 保君） 町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 沿線の開発についてということで答弁させていただきます。

西の玄関口としての高渋バイパスの沿線の開発構想についても、過去に複数の議員さん

から町の考え方を問われております。本バイパスは県西部地域と北部地域を結ぶ主要幹線

道路であり、バイパスの整備が快適なまちづくり、地域経済の活性化、観光の振興等にも

たらす効果が大いに期待されている道路だと思っております。西の玄関口となる高渋バイ

パスを軸に具体的にどのように開発し、地域づくりをしていくのか、町西部地域はもちろ

んでありますが、吉岡町全体にとっても重要な問題だと考えております。沿線地域の将来

像につきましては、総合計画、それに基づく都市計画マスタープランで土地利用の方向性

を定めておりますが、実際にどのような方向にするのか、そしてしたいのか、地域で考え
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ることも大切であると思っております。

いろいろな提案を示していただきたいと思っております。高崎渋川バイパスを軸にして

既存の農地、そしてまた沿線地区を初め、周辺環境との調和を配慮しつつ結束あるまちづ

くりを行政、そして地域が共通認識を持って進めていければと考えております。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） 続きまして、南下防災公園との位置づけでございます。

昨年発生しました東日本大震災を教訓に、高渋バイパスは緊急時の避難場所及び一時中

継地と位置づけられる南下防災公園へのアクセス道路として避難するのに十分過ぎるくら

いの幹線でございます。また本年度は防災公園の予算は調査費段階であり、今後の経過を

見なければなりませんが、バイパスと防災公園の位置づけについては重要な関係になって

いると思うわけでございます。

避難誘導に関しましては、案内看板を設置し、バイパスとつながる連絡道路も整備しな

ければなりません。また、防災対策の一環として防災機能の集約化でございます。防災の

根拠として防災施設を集中させ、高渋バイパスという幹線道路の利便性を十分に生かして、

近隣市町村のためにも寄与しなければなりません。防災公園と高渋バイパスのこの位置に

つきまして、町長の考えをお尋ねいたします。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 城山防災公園の位置づけということでございます。この件に関しましては、

課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、城山防災公園との位置づけということで、町長の補足答弁

をさせていただきます。

道路の整備、とりわけ幹線道路の整備につきましては、安全・安心で快適なまちづくり

を創出いたしまして、大地震や火災等が発生した場合の緊急物資輸送、緊急避難道路とし

て、また火災の延焼を防止するなど、防災上の役割を担っておるところであります。

町におきましては、高渋バイパス沿線に一時避難所としての機能、そして全線における

救援機能や中継拠点機能などを有する防災公園を計画しておるところでありますが、本高

渋バイパスは防災公園への緊急輸送などに伴いまして、大型車のアクセスも可能にしてお

ります。いざ有事の際に備えてのバイパスへの連絡道路や誘導看板等の設置等の充実を図

っていかなければならないと思っております。高崎渋川バイパスは有事の際、議員おっし
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ゃるとおり、速やかに限られた地域だけではなく、近隣市町村のためにも防災の面で大い

に寄与しなければならないと思っております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） 続きまして、町のスポーツ施設について質問させてもらいます。

全世界の祭典でありました第３０回夏季五輪ロンドン大会が８月１２日に閉幕しました。

今大会、日本は金７、銀１４、銅１７の計３８個のメダルを獲得し、総数では２００４年

アテネ大会の３７個を上回る過去最多を記録しました。また、障害者スポーツの祭典であ

りますロンドンパラリンピックも９月９日に閉幕しました。日本勢のメダルの獲得数は、

金５、銀５、銅６の計１６個で、前回の北京大会の２７個には及ばなかったものの、高ま

る競技性と道具の機能の向上によって十分な成果があったのではないかと思うわけでござ

います。

ご存じ、１８９４年、フランスのクーベルタンの「世界平和のために、宗教、人種や政

治に左右されないスポーツ大会」という考えのもとに提唱されたＩＯＣ、国際オリンピッ

ク委員会ですね、が結成、発足され、その運営のもとに１８９６年、アテネで近代オリン

ピックが開催されました。

しかし、この崇高な理想も目的も、今では国際状況に左右され、ともすれば形骸化し、

その上、スポーツは商業宣伝の手段としても狙われ、さらに大会の条件であったアマチュ

アという原則も撤廃されてしまいました。オリンピックの理念と言われる「オリンピック

で重要なことは、勝つことではなく参加することに意義がある」という言葉は、競技技術

の飛躍的な進歩とともに、メダル獲得主義へと走っています。スポーツとは、これは広辞

苑を参照させてもらいましたが、「各種競技で、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む運

動の総称」とあるように、技術を競い合うのであり、クーベルタンが提唱したオリンピッ

クの理想には無理があったと言わざるを得ません。

そこで本題に入ります。本来体育とは「健全な肉体の発達を促し、運動能力や健康で安

全な生活を営む態度等の育成を目的とする教育」、これも広辞苑を参照にしたわけでござ

いますが、とあるように、肉体と精神の発達を図る教育でございます。でもしかし、現代

では体育の主流はオリンピックや世界大会等の国際化で、純然たるスポーツ化であります。

精神も重視しますが、技術を向上させる上に主眼を置くようになっております。

そこで、体育協会、吉岡町の体育協会の会則では、その目的は「スポーツの振興と発展

を図るとともに、町民の体位の向上と健康の保持を目指し、明るいまちづくりに寄与する

ことを目的とする」と定めています。その目的を達成するために、各種大会や各種目別競
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技会、体育の指導並びに指導者の育成・講習会等５項目を定めて推進しています。

また、公益財団法人日本体育協会の会則では、その目的は「我が国、国民スポーツの統

一組織としてスポーツを振興し、国民体力の向上を図り、スポーツ精神を養うことを目的

とする」と定められています。その目的を達成するために、国民体育大会の開催、スポー

ツ指導者の育成、スポーツ少年団など青少年スポーツの育成等１１項目を定めて推進して

います。

１６年間体育協会の役をちょっとした経験をした者として多数あるのですが、今回は根

本的な体育施設の問題のみ質問させてもらいます。それは、町には総合運動公園らしい施

設がないということです。緑地公園はありますが、多目的グラウンドであって、決してサ

ッカー場、野球場という代物ではありません。体育協会でも体位の向上と健康保持を目指

すという記述はありますが、技術を重視するような記述がないようです。ともすれば、精

神のみ考えておればよいというだけの施設があればたくさんだというように私は思うわけ

であります。

理想は理想として置いて、現実を見直せば、成績や順位によって報奨金の額が違ってく

るという現実があるのです。国際社会でのスポーツの目的が、より高い技術の向上を目指

し切磋琢磨している以上、日本国も群馬も、そして我が町、吉岡町も優秀な選手を育成す

ることを目的にすべきです。吉岡町体育協会の会則での目的が「スポーツの振興と発展を

図るとともに、町民の体位の向上と健康の保持を目指し、明るいまちづくりに寄与するこ

と」というのでは、技術向上を図るという世界の傾向には反目しているとしか思えません。

会則の目的をより技術的に重い文章に変えられたらよいのかと思うものですが、見解をお

願いいたします。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 体育協会の会則についてということでよろしいでしょうか。（「はい」の

声あり）体育協会の会則については、私がこの場で文言を変えたほうがいいだとか、変え

ないほうがいいだとか、意見を述べるのは控えさせていただきたいと思います。

体育協会の会則については、体育協会の役員や総会で体育協会の皆さんで十分議論をし

ていただき、よりよい会則にしていただければよいのではないかと思っております。

私の個人としての感想を述べろということでよろしければ述べさせていただきますが、

岩﨑議員さんは体育協会の会則に技術を重視する記述を入れたほうがよいとのことですが、

私の感想は、多くの町民の皆さんから会費をいただいている公益的な団体でもある吉岡町

の体育協会の目的としては、技術を重視することもいいでしょうが、私はやはり町民の健

康と明るいまちづくりというものを一番の基本的な目的に掲げている今の会則の内容でい
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いのではないかと思っております。

この会則の目的に沿って体育協会の皆様には常日ごろよりいろいろな事業を実施してい

ただいており、明るいまちづくりに貢献していただいていることに本当にありがたく思っ

ておるところでございます。私はそういう見解でございますので、よろしくお願いしたい

と思います。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） 素直に申しますと、それが本当ではないかと私も体育協会をやっていたの

で思っておる次第です。ただ、今回これに対してそれを述べたのは、次に一応関係するか

らで、基本的に先ほど申し上げましたように、スポーツ施設ということでございます。な

ぜかといいますと、ロンドン五輪ではメダル数が過去最多の３７個となったのは、国から

の補助金２７億円とナショナルトレーディングセンターと国際スポーツセンターなどの施

設をフルに活用して、またオリンピックに際しましてマルチサポート事業として２６億円

を計上して、もともと各団体には優れた指導者がいたために、国のこうした支援を生かし

て綿密な準備を重ねたからこそ最高の結果が得られたのであります。吉岡町文化協会の団

体がふえ事業が充実したのは、平成８年に文化センターが完成して、文化を育てていく中

核となる施設ができたからでございます。

それを考えながら、私も日曜日に、八幡山グラウンドをよく見る機会があるのですが、

スポーツ少年団、野球部とサッカー部があの狭いグラウンドでネット半分に張って試合を

しているんですね。そういうグラウンドの利用状況を見まして、これが人口２万人の発達

している町かなといつも思うわけでございます。

文部科学省が全国で推し進めていました総合型地域スポーツクラブが町で確立できなか

ったのは、うまく総合スポーツセンタークラブのことにつきましては、コメントしていた

だければと思うのですけれども、基本的には各専門部の上に総合スポーツクラブというの

が上になるのですけれども、同じ専門部の一つに今回なっているんですね。そのことを考

えまして、なぜ総合スポーツクラブが町に確保できなかったかということは、各団体が最

低限満足がいく施設の利用ができないということなんですよ。結局、それと体育施設の運

営を一括で行う体協の本部の機能がないということなんですね。健康増進を図り、公共の

場を広げる生涯スポーツ社会の実践を掲げる総合型地域スポーツクラブを拡大・発展させ

るには、体育施設の充実を図り、施設間の連携利用を満足させてこそなし遂げられるもの

です。

生涯スポーツ社会の実現を掲げて、町民の幅広い人々が各自の興味関心を持って技術レ

ベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会を提供するには、総合運動公園に集約
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される施設の充実を図るのが最も大事ではないかと思うわけでございます。

また、世界で十分戦える選手を育てるには、やはり各種目に適した競技場をつくるべき

だと思うわけでございます。総合運動公園に集約されるような施設の充実を図るものとし

て、町の見解をお伺いいたします。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 総合型地域スポーツクラブの推進を図れということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

総合型地域スポーツクラブの目指すものは、従来のチームづくりのためのクラブでは

なく、年齢や世代にとらわれない子供から高齢者まで地域住民の誰もが集い、スポーツを

楽しむことができる、いわば地域コミュニティーの核となることだと認識しております。

したがって、地域のスポーツ振興のみならず、地域における住民意識や連帯感の高揚、世

代間交流、高齢者の生きがいづくり、そして地域住民の健康・体力保持増進など期待され

ているところでもあります。

岩﨑議員が言われる体育施設の充実については、確かに立派な施設があればそれにこし

たことはありませんが、施設整備や維持管理が多額の財源が必要ですので、町の規模に見

合った施設整備をどのようにしていくか、今後多方面から検討する必要があると思ってお

ります。

これからも吉岡総合スポーツクラブがより一層地域に根づき、地域の広場や自治会の施

設等も活用していただき、文字どおり地域密着型のクラブに発展し、スポーツレクリエー

ションや健康活動に大いに活躍されることを期待しておるところでございます。

こういったことで、このスポーツというのは、本当に人間の体にしても一番大切なこと

だということは認識しております。そういった中におきましては、吉岡町の運動場を見て

みますと、大分手薄になっていくかなというようにも私も感じております。先ほどの一般

質問の金谷議員の中にもありましたが、中学校、そして小学校の校庭なんかも狭いのでは

ないか、もう少し考えてやったらいいのではないかというような中におきましても、そう

いった観点からも、この運動場ということは考えていかなければならないと思っておりま

す。最大限努力してまいりたいと思っております。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） ありがとうございます。今申しました体育施設に関しては、これからの町

の住民の健康に特に留意することでございますので、十分施設の拡張、また増築、いろい

ろと努力していただきたいと思うわけでございます。
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次に、最後でございますが、道の駅よしおか温泉の整備についてでございます。

平成１０年９月にオープンしました温泉センター「リバートピア吉岡」に当初からかか

わっている者として、道の駅よしおか温泉の施設の状況について質問します。

（株）吉岡町振興公社が平成１４年４月１日に設立され、本年で１０年を迎えました。

公社が株式会社という組織形態をとっているからには、道の駅よしおか温泉は、根本的に

は商業施設であります。吉岡町を知らしめるための総合案内所と福祉優先としての機能は

あるにしても、道の駅よしおか温泉、リバートピア吉岡、緑地運動公園は集客を目的とし

た商業施設なのであります。商業を成り立たせていくには、まずは利潤を追求することを

最低限考えなければなりません。加えて前橋渋川バイパス開通とともにオープンした物産

館かざぐるまは、農業振興という目的はあるものの、商業施設としてその最たるものでご

ざいます。その観点から問題点を指摘させてもらいます。

まず第１に、天神東公園でございます。公園とは名ばかりで芝生も雑草に占拠され、草

木も伸び放題、パーゴラは骨組みだけ、腰かけは座る気にもならず、トイレは仮設のよう

で入る気にもならず、一番悪いのは暗いということです。特にあずまや付近の西側は夏の

昼間でも暗過ぎます。犬の散歩とサイクリングの休憩の人が立ち寄るくらいで、人の入る

気配すらない感じで、状態でございます。

これは物産館の開店で人通りが多くなり危険であるということで、入り口の車道を通行

どめにしたのも影響しているとは思うのですが、それにしても少な過ぎます。駐車場に近

いリバートピア吉岡の西側の入り口を整備して歩道を設け、行きやすい状況にするとか、

公園内に駐車場があるのですから、車道にして入りやすいようにするとか、だといいとな

るかと思うわけでございます。公園内は木々を伐採し、トイレは駐車場の近くに新設した

り、もっと明るい公園にして集客を促すべきです。また、地熱・水力・風力・太陽光の４

種類の自然エネルギーを利用した「吉岡自然エネルギーパーク」という十分にアピールで

きる施設があるのですから、この施設を利用しない手はないと思うのですが、町の見解を

お聞かせください。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。道の駅よしおか温泉の門外の整備についてとい

うことでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

道の駅周辺の整備の考えはということでありますが、本地区は自然環境に恵まれ、温泉

施設と道の駅を核にして利根のせせらぎを聞きながら、南には水辺に親しむこともできる

天神東公園、さらに自然エネルギーパーク、また天神東公園内には蛍の里がある。ほたる

祭りは年々大変なにぎわいを見せております。そして、利根川沿いに走るサイクリングロ
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ード、それに沿って桜並木と、それぞれの季節の顔が楽しめる散策に適した環境を整えた

場所でもあります。緑地運動公園内にはパークゴルフ場を初めとするゴルフ場を備えてお

り、町の東玄関としての充実した施設を整えていると思っております。今後もこの恵まれ

た自然環境、景観を生かしていきたいと考えているところでございます。

その他、１、２、３につきましては、担当課長より補足答弁をさせます。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） 今１を述べさせてもらいましたが、次はじゃあ２の問題でございます。

先ほど町長が少し述べましたが、サイクリングロードを加えたこのさっき言った緑地公

園を活用することでございます。玉村五料から渋川金井まで３２．５キロを走る一般道玉

村渋川自転車道線は県央を縦断する群馬県内一のサイクリングロードでございます。土日

はもちろんのこと、平日の朝晩もたくさんの自転車愛好者が風を切って走っていきます。

駐輪場はつくってもらいましたが、その効果はちょっとした休憩で足湯に入るくらいです。

健康維持管理としてのスポーツ競技としての自転車は実際ブームでございます。遠乗り

を楽しむサイクリングロードが町を縦断している利点を生かして、気軽に楽しめるサイク

リング広場を新設したらいかがでしょう。

また、今人気のパークゴルフが９ホール増設されて集客につながったのはよいことでご

ざいますが、その代償として多目的広場が狭められたことでございます。以前は土日には

親子連れが遊具の周りで自然の中、伸び伸びと跳ねまわっていたものです。天神東公園も

同じですが、子供が行きたがるところには親もついてくる。これが集客の原則でございま

して、そういうことを考えますと、場所によっては利用者が減少しているようでございま

す。より集客度の高いサイクリング広場とかちびっ子広場のような遊具を新設したらばい

かがでしょうか。２問目でございますが、担当の意見をお聞かせください。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君登壇〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町長の補足答弁ということで、道の駅よしおか温泉の門外

の整備についてということで、町長のほうはその施設の考え方について補足答弁させると

いうことですので、先ほどの天神東公園と緑地運動公園についての考え方についての補足

答弁ということでさせていただきます。

まず、天神東公園でございますが、この天神東公園、確かに議員おっしゃいますとおり、

南側からのアクセス部分が道路も狭く、案内板等も設置されておらず、利用される皆様に

は大変ご迷惑をおかけしております。先ほどの町長答弁にもありましたとおり、天神東公

園内には蛍の里もありまして、ほたる祭りは毎年大変なにぎわいを見せております。そし
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て、このほたる祭りのイベントは天神東公園の存在を多くの方に知ってもらうよい機会に

もなっていると考えております。

都市計画のマスタープランでは、この地区の土地利用方針として自然景観を生かしまし

た公園・緑地地区と位置づけておりまして、この地域には道の駅、そして温泉施設、緑地

運動公園等の町の東玄関口にふさわしい施設が存在しておりまして、これらの施設を多く

の方に利用していただいておるところでございます。それゆえ、天神東公園を明るい公園

にとの考えは私ももっともであると思っております。訪れる誰もが気持ちよく利用してい

ただくために、天神東公園を単体で考えるのではなく、議員おっしゃるとおり、県有施設

でもありますが、サイクリングロードも含めた中で既存施設同士がお互いに相乗効果が発

揮できるように、恵まれた自然環境、景観を生かしながら、課題等を抽出してさらに充実

した施設の有効利用を図れればと思っております。

続きまして、緑地運動公園もやはりこの地区に既存施設としてあるわけでございますが、

やはり天神東公園同様、この緑地運動公園の充実だけを考えるのではなく、この本地区全

体としまして既存施設同士がお互いに相乗効果が発揮できるように、この恵まれた自然環

境、景観を生かしながら、課題等を抽出して、これもやはり先ほどと同様、さらに充実し

た施設の有効利用を図れればと考えております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） ありがとうございます。実質その答弁がよいのかと私も考え、実質問題と

して、とりあえずはあの温泉、吉岡町、道の駅よしおか温泉の開発は広い意味で考えなけ

ればならないと思うわけでございますので、そこら辺もよろしくお願いいたします。

最後に、その中でも一番細かいような問題でございますが、駐車場のことでございます。

駐車場といっても、単に車をとめておけばよいというわけではないのでございます。入り

やすいか入りづらいかによって、またよしあしによって客が集まってきてくれるか、逃げ

ていってしまうかなど、大きな役目があるのです。実際に初めて来る人が、その人の身に

なって入ってみようと思いますと、まずは入りやすく、建物に近く、とめやすいところに

誰でも駐車します。すると当然ながら、よしおか温泉は温泉と物産館とクラブハウスのあ

る中央の駐車場に入ってまいります。ところが、そこが満車でございますと、次はどこに

とめてよいのかと迷うほどでございます。西側の駐車場の入り口をもっと広く入りやすく

して、また大型の駐車場も舗装して白線をしっかり引き、よりわかりやすくすべきだと私

は思うのでございます。できれば温泉に来る客は西の駐車場、物産館は中央、運動公園の

客は橋脚の下と区別するように表示すれば、それなりに駐車場の有効活用ができると思う
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のですが、いかがでしょうか。

さっきも言ったとおり、この上の３項は道の駅管理のもとにあるのでございますが、行

政としても打つ手だてはあるのではないでしょうか。それに対してお答えください。お願

いします。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君登壇〕

産業建設課長（栗田一俊君） 道の駅よしおか温泉の門外の整備ということで、駐車場の件につきま

しても、私のほうから補足答弁ということでさせていただきます。

この施設を利用していただくために、議員おっしゃるとおり、駐車場の充実を図ること

は大事な要素の一つであると思っております。現在、ライスセンター西の臨時駐車場につ

きましては、農地でございまして、その一時転用許可を得て対応しておるところでござい

ますが、今後も駐車場として利用するために、このたび本転用の手続を申請する準備を進

めております。今後、許可を得次第、順次整備を図っていく予定でございます。出入り口

を広くとるとか舗装についても、今回は全面とはいかないまでも、検討しながら極力使い

やすい駐車場となるように整備を進めてまいりたいと考えております。

また、施設ごとの利用者の駐車場の区分けということでございますが、この点につきま

しては難しいと考えております。しかし、駐車場の案内看板等はもっとわかりやすく車両

を誘導できるような方法を検討していきたいと考えております。

参考でございますが、２３年の９月現在の駐車場の状況でございますが、身体障害者用

と思いやり駐車場が１１台、そして普通自動車が２３４台、大型車が１７台、二輪車が８

台、自転車専用２４台というような状況となっております。ただし、普通乗用車につきま

しては、一部工事等でちょっとご迷惑をおかけしている点もありますが、よろしくお願い

いたします。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 岩﨑議員。

〔３番 岩﨑信幸君発言〕

３ 番（岩﨑信幸君） ありがとうございました。これで終わらせてもらいます。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、岩﨑信幸議員の一般質問が終わりました。

続きまして、１０番小池春雄議員を指名いたします。小池議員。

〔１０番 小池春雄君登壇〕

１ ０ 番（小池春雄君） それでは、通告に従いまして質問をいたします。

まず第１点目でありますけれども、原子力発電に対しての考え方を問うものであります。

福島原子力発電爆発事故から１年と半年が経過をしました。その影響ははかり知れず、
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いまだ故郷を追われ、帰る見通しも立たず、自治体ごと避難を余儀なくされているところ

もあります。まさに未曽有の人災です。原子力は人類が制御できない技術であることが証

明をされました。現在稼働しております原子力発電により排出される使用済み核燃料は処

理方法が確立されず、行き場もなく、ますますふえる一方です。私たちの生活に多大な不

安と影響を与え続けております。

このような状況のもとで、原子力発電に頼らない新たな取り組みとしまして、再生可能

エネルギーへの挑戦が各自治体で広まっております。吉岡町でも役場庁舎に太陽光発電施

設が設置をされました。また、本年度から太陽光発電設置希望者への補助金体制が整った

ことに対しましては評価をするものであります。

太陽光発電では多くの自治体がメガソーラー発電を取り入れておりますが、吉岡町でも

現在の施策を一歩広げ、新しい取り組みを考えるべきだというふうに思います。

そこで、まず町長の認識としてお伺いするわけでありますけれども、原子力発電につい

ての認識につきましての見解をまずお伺いをしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 原子力発電の認識についてということで答弁をさせていただきます。

東日本大震災が引き起こした東京電力福島第一原子力発電所による事故により、原子力

の平和利用だとか、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして信頼されていま

したが、原子力の怖さを思い知らされた、これまで安全と言われていた原子力発電に対す

る信頼は一気に失われました。

国は、安全が確認されるまでは稼働しないと、全ての原子力発電所の稼働を停止したわ

けですが、この夏の電力不足を懸念して大飯原子力発電所の再稼働に踏み切ったわけです。

結果的には、再稼働しなくてもこの夏の電力は供給量の範囲にあったとの報道も耳にして

おります。国民に不安を与えての再稼働は一体どうだったのかと疑問を投げかける声も確

かだと思っております。

一刻も早く原子力発電にかわる代替エネルギーの開発、普及が待たれるところですが、

節電に節電を重ねても、電気なくして生活を想定することは難しい社会です。国全体を見

渡せば、生活以外にまだまだ節電可能なところはあるのではないかと思っております。

町の具体的再生エネルギーですが、小水力、風力、太陽光など、以前から取り組んでき

ましたが、今を契機に一層再生可能エネルギーの推進を図っていきたいと考えています。

とりわけメガソーラーの好適地の発掘を群馬県に上げて企業のマッチングに臨んでいます

が、今のところ実現をしていません。吉岡町には広大な公有地がなく、民有地に頼らざる

を得ません。ですから、あらかじめ所有者の承諾を得たり、賃貸料とか、企業の要望に応
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えられない点もあるのではないかと思っております。だからといって町が負担を背負うの

も限界があると思っております。また、今後も小水力の発電の可能性を県企業局の指導を

仰ぎながら模索していますが、開発の初期投資と維持管理費で採算ベースに乗るかどうか

考えていかなければなりません。

また、町では住宅用太陽光発電システムの補助を今年度から始めましたが、民間の力を

かりながら一層の推進に取り組んでいきたいと考えております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 吉岡町の町長も御多分に漏れず、やはりこの原子力発電は今までいいと思

っていたけれども、いざ事故を起こしてみると、本当に大きな被害であったと。決してこ

れも遠くの出来事ではないということが明らかになりました。最近の新聞でありますけれ

ども、これも、去年も出ましたけれども、またことし渋川の一番茶がその規制値を超すと

いうようなことがありまして、これも出荷制限がされるというようなことになりました。

本当に福島から離れていますけれども、大変私たちへの影響も大きい。また、仮にこれが

刈羽原発が再稼働されたりしますと、吉岡町はまさに１００キロ圏内ですね。この影響と

いうのは本当にはかり知れないものがあります。そういう中において、それぞれの自治体

が今再生可能エネルギーへの取り組みを進めております。

まずは、１点目でありますけれども、先ほど栗田議員のほうから質問がありましたけれ

ども、町がことしから始めました太陽光発電に対する補助、これがどうも町が想定してい

た以上に設置希望がある。これまでも町長は何回も申しておりましたけれども、吉岡町は

毎年新築で２００件を超す建築確認申請が出ていると。それだけ多くの申請が出ている自

治体というのは珍しいですね。２００件ですから。そういう中において、町が予算で当初

考えたのが５０件ですか。５０件ですね。１０万円で５００万円ですから５０件分ですよ

ね。それがこの７月からでしたか。新年度４月からで、ここへ来て６割近くになっている

と。先ほどの話を聞いていますと、最後のほうの方はもう予算が足りなくなって難しいん

じゃないかというので、課長のほうはそういう答弁をしておりましたけれども、今町長が

再生可能エネルギーへも今後取り組んでいきたいということになっていますと、ちょっと

ここにギャップが出てくるものですから、これまでの予算審議等、補正予算等を聞いてお

りましても、また昨年の２３年度の決算の状況なんかを見ましても、過大見積もりという

言い方はしませんけれども、吉岡町の予算は例年で見ますと、２億から４億円近い金がい

つも次年度に繰り越されるということがあります。決してきちきちで今行政運営がされて

いない。そういう中におきまして、これをことしは５００万円でありましたけれども、希

望があれば、希望に沿えるだけの数を町が認めてはいいのではないかというふうに思いま
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す。足りなくなるその前の時点で補正を考えられると思うんですよね。町長が今申しまし

たように、再生可能エネルギーにも取り組みたいということですから、ぜひともこのこと

は進めていただきたいと思いますけれども、まずこの点についてはいかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 栗田議員の答弁の中には、課長さんがそういった答弁をさせていただきま

した。もっともだと私も思っております。

今、最後のくだりの中で、町では住宅用太陽光発電システムの設置の補助を今年度から

始めましたと。民間の力をかりながら一層の推進を取り組んでいきたいということを申し

上げました。そういったことで前向きに検討をしたいと思っております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ぜひとも、前回の栗田議員の質問の中でも、課長のほうは公平・平等とい

う言葉が何回か出ました。公平・平等ということになれば、先に申請をしたくても、後か

ら申請した人が間に合わなかったと。それぞれ家を建てる人も予算の都合、借り入れの都

合もあっておくれる人もいるでしょうと。しかし、後の人はだめでした。しかしまた、次

年度予算、いわゆる２５年度に例えばまた新たにやりますというと、そこの間が抜けます

よね。それはちょっと気の毒な話ですから、今町長が検討するということですから、そう

いうところでぜひ漏れがないように、希望する人は希望がかなう、そして町を挙げて再生

可能エネルギーへの取り組みをやっているという姿を示していただきたい。このことは強

くお願いをしておくものであります。

そして、先ほども出てきましたメガソーラーでありますけれども、新聞記事などを見ま

すと、前橋市ではいわゆる土地所有者としての事業者、これは民間ですね、そういう中で、

これは市メガソーラー設置促進協議会というので、その業者と民間同士のこれを仲介する

協議会をつくったというんですね。私はぜひとも吉岡町でも、吉岡町が持っている土地に

つけるという考え方もありますけれども、民間が持っている土地、またそのメガソーラー

システムを設置したいという業者がいれば、そこの仲介ですね、その仲介も町が積極的に

行っていってもいいのではないかというふうに考えますけれども、この点についての町長

の考えはいかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今、小池議員が申されたこと、そのまま町は今やっております。産業課の

ほうで一係が、民間といわゆる県を通して企業の中に入って、その中でできるということ
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の範囲内では、町の土地ではございませんから、もちろん個人の土地でありますから、そ

れを承諾していただき、こういった条件ならこういうのだというようなことをまさに今、

町の職員がやっております。

なかなかいろんな面で進まないというのが現状ですけれども、もちろんこの吉岡町を見

渡してみますと、もちろん大きな空き地もあるわけですけれども、それもほとんどが個人

の持ち主だということに相なるわけですけれども、係のほうでそういったところを、ここ

だなというようなところを見つけ出しまして、地権者と相談しながら物事を今進めている

というのが現状でございます。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ぜひとも進めていただきたいというふうに思います。

もう１点でありますけれども、現在、県の企業局が行っております風力発電があります

けれども、風力発電について、町で考えてみたいというような考えはないでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今、吉岡町のところに建ってあるのは、もちろん議員さんもご承知だと思

いますけれども、県の企業局のほうで建てていただいて、当時建てるときに、私が聞いた

話では、あの地域が群馬県で年間を通して一番風があるところだというようなことを選定

されて、あのところに建ったというような話も聞いております。当時の課長さんであれ、

当時の県議員でもあれ、努力をしていただいて、あの地域に持ってきていただいたという

ことは私も聞いておりますが、風力発電については、そういったことでいわゆるあのとこ

ろが群馬県で一番、先ほど申し上げたとおり、年間を通して平均的に風が吹くところを見

ますと、あのところが一番いいというようなことをお聞きしました。

そういった中におきましても、今はどういった形で精査するのかわかりませんけれども、

あの地域が適しているか、どこが適しているか、もちろん風力は風がなくては起きないも

のでございますので、ちょっとわかりませんが、金額的にも大分かかる事業だとは聞いて

おります。そういったことで、それがいいか悪いかは別にいたしまして、代替エネルギー

といいますと、吉岡町に適したものを設置するのが妥当ではないのかなというように私は

思っております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） これまでの吉岡町では、いわゆる災害にも備えたということで、防災計画

もありますよね。そういうときのバックアップエネルギーという考えの中で、ソーラー発
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電であったり、またその風力発電ということも考えている自治体も多いようであります。

時期もこういう時期であるものですから、国が再生可能エネルギーで発電した電気の全量

買い取り制度というものが、ことしの７月からスタートしております。ぜひともこれを、

この再生可能エネルギーと防災計画とを絡めた考えの中での位置づけというのもあると思

うのですけれども、この辺の検討というものはしてみたらいかがかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 確かに今、吉岡町もその防災ということを一つに見直す時期に来ているの

かなというように思っております。そういった中におきましては、いわゆる今桃の井城址

のところに防災公園をつくるというようなことも今進んでいる中におきまして、そういっ

たことも一つの視野に入れながら、町は町としてできる範囲内で検討する時期にも来てい

るのかなというようにも思っております。ご理解をいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 先ほどの太陽光発電では検討するということは述べられました。私は提案

されればもろ手を挙げて賛成をしますので、ぜひともご提出をお願いしたいというふうに

思います。

続きまして、２点目であります。

２点目は、防犯灯のＬＥＤ化についてであります。これも原発事故に端を発し、全国各

地で節電対策が進められております。新聞報道では、前橋市が節電と省エネを進めるため、

来年夏までに市内の防犯灯２万３，０００基を蛍光灯からＬＥＤに交換するとの報道があ

りました。ＬＥＤ化に当たり、設置、管理を民間業者に委託し、使用料は全て市が負担す

る。電気料は年間６，５００万円からＬＥＤ化により３，５００万円に削減される見通し

と報道されておりました。電気料削減分で自治会の負担分をなくすことができるとも書い

てありました。このことにより、自治会は払っていた電気料は要らなくなり、地域の活性

化になると言っております。

また、太田市でもＬＥＤ化により年間１，９６０万円の節約になったとも報じられてお

ります。吉岡町でもＬＥＤ化による節電で自治会負担をなくして、必要な場所に必要なだ

け設置ができるシステムにすべきというふうに思いますけれども、町長の見解を問うもの

であります。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕
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町 長（石関 昭君） ＬＥＤに関しての答弁ということで答弁させていただきます。

本年度の９月１日から電気料が値上げされることも、今後ますます生活する上での負担

が増加する傾向でもあります。そのこともＬＥＤ化に拍車をかける大きな原因の一つにな

っているものと受けとめております。

そのようなことから、以前の状況等から全くと言っていいほど取り巻く環境等が大きく

さま変わりした昨今では、誰もが原子力にかわる代替エネルギーを熱望し期待をすること

は当たり前のことでもあり、かつ安くて長もちをするＬＥＤ化とのことになれば、状況的

にも前向きな検討等をせざるを得ない時期に差しかかっているものと判断されるところで

もあります。

つきましては、県内の市町村でもＬＥＤ化に向けた意向を表明し、助成及び補助金制度

も新たに創設をするような動きも顕著であることから、本町といたしましても、今のとこ

ろいつから実施するという明言はできませんが、今まで以上にＬＥＤ化に対する調査・研

究等に努め、十分な分析や検証等をした上で、一定の結論を導き出したいと考えていると

ころでもございます。ご理解をいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 先ほど私は前橋の例を紹介しましたけれども、今までの私たちの考えてい

たものとはちょっと、何ていうのですか、発想が違うというのですかね、前橋市の場合は、

蛍光灯を、ＬＥＤを立てるのから、電球を取りかえること、全てをもう民間業者に請け負

わせるわけですよね。今まで問題だったのは、初期投資にお金がかかるというような話が

あったのですけれども、これは全部、その初期投資も全部民間業者がやって、それでなお

かつ電気料を払っていても、これまでよりも安くできるというんですね。電気料がこれだ

け浮くというんですよね。その浮く額というのが、自治会で負担していた、もうこれも要

らないんだというところまでいっているんですよね。私はこのようなシステムをぜひとも

そう先に行かずに、町がやろうというふうに思えばできるシステムだというふうに思いま

すよ。これは、これまで町の担当というのは、前橋のその新聞記事なんかありましたよね。

そういう中で、これは検討しましたか。我が町だったらどうだろうという検討はしたので

しょうか。こういうものはすごく敏感じゃなきゃならないと思うのですけれども、いかが

でしょうか。検討しましたかね。どうですか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 先日、今前橋のことがちょっと出たので、先日、前橋市長と会う機会がご

ざいました。そのとき、いわゆるその問題をちょっと私がお聞きしたわけでございます。
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そういった中におきましては、いろんな面でその前橋がやったものについて、十分吉岡町

も研究する余地があるのだというように私も感じました。その中で、先ほども申し上げた

通り、エネルギー化に対する調査・研究等に努めて、十分な分析・検証をした上でいい方

向性が出れば、その方向性に持っていけるのではないかなと私も思っております。そうい

ったことで、この問題につきましては、よく調査・研究をしながら、物事を進めていきた

いというようにも思っております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） これで町長、私はこれまで何回もその防犯灯、その電気料というのを、そ

の自治会負担分を何とか町が補助できないか、そしてまたこの防犯灯のつける位置につい

ても質問してきました。ほとんどが自治会任せというところがありました。しかし、私が

いつも問題提起していたのは、あるＡ自治会と、Ｂ自治会というのもある。すると、その

自治会と自治会のその間でつながれた、ここのところはどっちかというと、向こうの、あ

っちの人たちが使うところだから、おれのところはあんまり関係ないというようなところ

で、だからそういうところというのは街路灯がないんですよね。というのはやはり自分た

ちの自治会の負担を少なくしたいという思いがあるものですから、一番肝心なところに街

路灯がない、そのことによりまして、子供たちの、これから秋になります。秋というのは

本当に日が短いです。そういう子供たちが部活を終えて帰るころは真っ暗です。そういう

ところに街路灯がないというのが今、吉岡町の実態ですから、こういう前橋が行ったよう

なことが実現できますと、今まであったようなそのどっちの自治会が負担をするのだとい

う問題がなくなりまして、そして危険なところに街路灯がつくようになります。今まで町

長が頭を悩ませていた問題というのは大きく解決できると思うんですよね。そのことをぜ

ひとも目指して、これは入札方法によりましてまだ安くなる可能性もありますので、早急

にこのことに、今後調査・研究に取り組むということでありますけれども、早急にやって

いただきたいと思います。最後にその決意だけをお伺いしまして、この問題について質問

を終わりたいと思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 大分小池節が出てきたのだけれども、私も石関節でやらせていただきます。

十分調査・研究をいたします。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 早急にお願いしたいと思います。
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それでは、続きまして３点目であります。

３点目、いじめ問題であります。大津市のいじめ問題で生徒が自殺するという大変痛ま

しい事件が発生し、大きく報道され社会問題となり、学校の取り組みはもちろんのこと、

これまでの教育委員会、教育委員、教育長、特に教育委員長の果たす職責も問題視をされ

ております。いじめ問題に対しての報道では、多くがいじめは確認できなかった、わから

なかったと責任逃れがまかり通っていました。

自殺で我が子を亡くした遺族の中には第三者委員会による中立的な調査が求められてお

ります。これは今までのように管理者側を擁護するのではなく、学校の調査が適切に行わ

れたか、また教育委員会の調査が適切に行われたか、これは学校が行う調査の不信感から

生まれたものであります。

事件が発生した事実、事故を教訓に、二度と繰り返させないための環境づくり、いじめ

は許さない、許されないという環境整備が必要です。

現在の小中学校でのいじめの実態調査ではどのようになっているのか、今後の対応は教

育委員会で対策会議などはどの程度行われているのか。そしてまた、学校と教育委員会の

連携はどうなっているのか、これらについて質問するものであります。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君登壇〕

教 育 長（大沢 清君） それでは、小池議員さんのいじめに関しまして町の取り組みについてご質

問をいただきましたので、ご答弁を申し上げさせていただきます。

子供たちが日常の学校生活の中で、いろいろな形でぶつかり合いを起こしていると考え

るのが、ある意味、自我が芽生え、自己主張する成長過程ではごく普通のこと、そんなふ

うに思っております。したがいまして、どこでも起こり得るという考え方を基本としてお

ります。

また、最近では、子供を取り巻く環境を見てみますと、インターネット、携帯電話は子

供たちにも急速に普及をしたということで、ネット上でさまざまなトラブルが発生してい

る、そんなこともございます。ただ、そうしたトラブルがいじめに発展しないように未然

に防止をする、そういったことが何よりも重要なことであるというふうに認識をしており

ます。

また、一般的にいじめの大半が最初は言葉によるもので、相手に対して「きもい」です

とか、「うざい」、「死ね」といった人権意識に欠けた言葉遣いが多く、まずはこうした

言葉遣いをさせないよう指導することが重要であると。そうしたことで根気よく正しい言

葉遣いができるよう学校や学級づくりを行うということでございます。

また、学校やクラスで決めたルールや規範がしっかりと守れるよう指導するということ
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も起きにくくすることになる、そういうふうに考えております。まず、学校は発生してか

ら対応に力を注ぐのではなく、発生しにくい学校風土づくりに全体で取り組む、そうした

ことに心がけるよう注意をしているところでございます。被害者をつくらないという防止

策だけにとどまらず、子供を加害者にさせない、そうしたことも目指さなければならない

と、そんな考え方でおります。

そこで、まず学校の調査が適切に行われているかと、そういうご質問でございますけれ

ども、まず町の各学校の取り組みについてでございますが、毎月いじめや悩みに関するア

ンケート調査を行っております。両小学校とも、調査用紙にはいじめの可能性の段階で把

握ができるよう、悩み事も書けるような、そんな形をとっております。中学校はほかの生

徒に知られたくないという生徒もありまして、そういった配慮で一人一人が生活記録ノー

トにその日の出来事、あるいは感想を記入しまして、担任がそれを見てコメントを書き入

れると、そういったことで行っておりまして、そこに書かれた内容によっては、担任の教

師がその場ですぐ本人やクラスメートなど、周囲の児童生徒から事情を聞くこと、また必

要に応じて保護者に連絡するなどして、保護者との共通認識に立った上で早期解決に努め

ている、そんなところでございまして、そういったことを学校からの報告を聞いておりま

して、適切に対応しているのではないかなと、そんな考え方を持っております。

仮にいじめが発見された場合には、担任１人が対応するのではなく、学年主任、それか

ら生徒指導教諭、部活顧問、養護教諭、スクールカウンセラー、そして教頭、校長、でき

るだけ多くの職員が一致協力して対応すると、そういうこととしております。その中で、

仮に暴行、あるいは恐喝など犯罪行為が行われている、そういった場合には、早期に警察

等に相談をし協力を求めていく、そんな対策をとっておるところでございます。いずれに

しましても、いじめは絶対に許さないという毅然とした姿勢で対応し、子供たちが明るい

学校生活が送れるよう全力で取り組んでまいっている、そんなところでございます。

それから、教育委員会はどういう対応をされているかということでございますけれども、

教育委員会につきましては、いじめだけではなく、毎月定期的に教育委員会を開いておる

ところで、それは御存じのことだというふうに思いますけれども、それぞれ学校からの報

告、それから教育委員会の所管の室長から教育委員会に報告をして、必要な協議を行って

おります。

それから、学校との連携についてでございますけれども、まず毎月校長会を開いており

まして、まずは教育委員会から指示・伝達を行います。それと、学校からは各学校から報

告をしていただいております。そんなことでできるだけ連携を密にすると、そんな形をと

っておるところでございます。

そういうことで、まず答弁をさせていただきます。以上でございます。
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議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） それでは、いわゆるこの間、この間というのですかね、これは全国的にそ

のいじめ問題というのは、ある一部の地域のことではなくて、社会問題と言っていいかと

思います。同じようなことってどこでも発生をしているという事例があります。そういう

中におきまして、この吉岡町の二、三年というスパンでよろしいかと思いますけれども、

この間に実際どのようなことがあったか。そしてまた、そういう中で仮にあったとすれば、

どのような対応をしてきたかについてお伺いします。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） いじめの件数でございますが、昨年度３件報告されております。

駒寄小で２件、吉岡中で１件ということで報告されています。

また、今年度につきましては、４月から８月までの件数ということで、２件ということ

で、明治小で１件、吉岡中で１件ということで報告されております。いずれも本人と周囲

の子供たちから個別に事情を聞きまして、必要に応じて保護者に連絡いたしまして、適切

な指導を行ったということで解決をされております。

以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 皆さんもこれまでいじめに関する記事等がありますと、恐らく県内、県外

に限らず目を通していることだというふうに思います。最近私も驚いたのですけれども、

これは１６歳になった、前橋のこれは記事でしたけれども、その女性が中学校のころいじ

めを受けていたという記事がありまして、それで加害者を傷害の容疑で被害届を出して、

これが和解が成立をしたということで、これが議会を通って、和解ですから、議会を通っ

たらそこで一件落着というようなことになるのだと思うのですけれども、そのように３年

も４年も前の事件が大変尾を引く。これは何でもそうですけれども、一つの事案に対して

加害者は忘れがちですけれども、被害者というのは覚えているものなんですよね。だから、

このように今まで出なかったものがまた表に出るようになった。それは潜在的なそういう

ものというのがたくさんあるのだというふうに思います。

そういうことで、吉岡町ではそういう事件が発生しないように、起こらないための手だ

てを十二分に尽くしているということはわかりました。それでも子供というものは人が見

ていないところでするのが子供なのでしょう。決して子供も賢いですから、大人に見られ

たら困るということは十分承知しているから、見えないところでやる。そういう中で、人
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間としての倫理とか、そういう教育は必要になってくるので、引き続きこの件につきまし

ては注視をして指導をしていっていただきたいというふうに思います。

それから、もう１点でありますけれども、これも今問題になっておりますことなのです

けれども、これはその大津市の事件なんかもそうなのですけれども、少年が自殺したのは

事実だが、なぜそうなったかはわからないと言い続け、あろうことか、勇気を奮って何が

あったかを伝えようとした子供たちの声を握り潰したのは許せないというようなことがあ

りましたよね。これはその教育委員会の姿勢の問題であります。私たちも勘違いしがちな

のですけれども、町には教育委員が５人おります。その中に教育長もおります。また、教

育委員長もおります。この教育委員会の会議を、委員会ですから、開くのは教育委員長で

す。しかし、本当にじゃあ現在その教育委員長という人がその立場にありながら、教育委

員、教育委員長のその職責はどこにあるのかということを本当にそれぞれの人たちが認識

しているだろうか。一般的にはどうも教育長に任せっきりというようなところが多いので

はないかというふうに思います。教育長というのは教育委員会で決まったことに対して、

その事務的なことをつかさどるのが教育長です。教育委員長というのは、その全体の中の

委員長ですから、この人の責任というのは大変大きいものであります。だから、先日も、

ついこの間も、吉岡町でも教育委員の任命という事案がありました。恐らく教育委員さん、

新しくなられる方も、教育委員というのはどういう仕事をするのか、責任感もありますよ

ね。そしてまた、なった以上はその中の互選ですから、その人が教育長になるかもわから

ないし、教育委員長になるかもわからない。中途半端な考え方では私はなれない職責だと、

仕事だというふうに思っております。

そういう中におきまして、じゃあこれまで吉岡町で教育委員さんというのが、そういう

認識のもとに事に当たってきたであろうかどうかということがちょっと疑問になってくる

んですよ。というのは、数年前に事件がありました。またその前にも暴力事件もありまし

たね。そういう中で、私は教育委員、議会等が町に、町長に対して何か言ったような経過

というのはありますけれども、確かに教育委員会というのは、公開される会議もあれば、

非公開の会議もあります。しかし、一々事が起きたときに、ありましたよね、事案がね、

いわゆる先生が暴力を振るったという事件がありましたけれども、またそれからもまた違

う事件がありましたけれども、そういうときに、教育委員会というのはちゃんと事実確認

をして、そしてどのような協議をしたのか、本当にそれで物事が解決に当たるだけの協議

がなされたのだろうかということが私は疑問になってくるのですけれども、その辺は教育

長、そのころのことはどうであったかという認識はありますか。知っているところがあれ

ば、その当時は教育長は教育長じゃなかったからわからないでしょうけれども、こういう

そのものが起きている昨今でありますから、いや、我が町の教育委員会はそういうときは
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どのような手当てをしたか、委員会をどのくらい開いて、どのような内容の話をしたかと

いうものは会議録等を見ればわかると思いますので、その辺の経過を御存じだと思います

ので、わかる範囲でぜひとも答えていただきたいと思いますけれども。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） それでは、私も教育委員の１人でございますので、まず、教育委員さんが

必ずしも教育者と言われるプロかというと、そういう人ばかりではない、そういうことが

まずあります。そこで、まず教育委員になりますと、教育委員の研修といいますか、講習

がありまして、こういったような本があるわけなのですけれども、これをもとに教育委員

さんは一応そこで研修を受けると、そんなことになっております。そういったことで、ま

ず過去に起こった事件に関して教育委員会がとった、どのように処置していたかというご

質問でございますけれども、教育委員会は多分、当時の資料等は私は見ていないわけです

けれども、教育委員会は原則公開でございますので、非公開でやったかどうか、その辺の

ところをちょっと確認していないのですけれども、一応原則は公開でございますから、そ

のときに傍聴されている方があったかどうか、その辺のところも確認はしていない、申し

わけないのですけれども、そういうことはしておりません。

そういったことで、当時、私も役場の職員としてはおったわけですけれども、教育委員

会の協議内容について特に、申しわけないのですけれども、確認はしておりませんでした。

以上でございます。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 私は今何でこんなことを言ったかというと、これまでの吉岡町の教育委員

会の話をしているんじゃないのですけれども、どこでもそうです、これは桐生の問題もそ

うですよね。事が大きくなってくると教育委員会が慌てると。そして、当初は消極的であ

ったものが、だんだん世間から追われてくると、いろんなことがぽろぽろ出てきたり、反

省の弁がうかがえたりするわけですから、ぜひともそういうことがないように、教育委員

会としてわずかのことでもやはりその関係する事案が発生したら、やはり教育委員会が率

先をして調査をする。そしてまた適当な意見具申をする。その教育委員さんというのは、

政治から中立性を求められていますから、その部分では行政に遠慮することは全くなく事

の解決に当たれるわけですから、後になってそういうような、言いわけをするようなこと

のないようにしっかりやっていただきたいということを強く要求をしておきます。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕
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教 育 長（大沢 清君） 私は基本的な考え方とすると、基本的には情報を全て出すということを基

本に考えております。教育委員に、ここの席に着く前、職員だったわけですけれども、そ

こでもまず情報は隠さない。後から出してわかるということのほうが大変なことになるわ

けですから、未成熟な情報は出せないわけですけれども、ある程度成熟した情報というか、

段階であっても情報は必ず出すと、まずそういうことを基本に考えております。不信感、

要するに情報が後からちょこちょこちょこちょこ出るということは、これは完全に不信感

を持たれるということでございますので、しっかりした情報は必ず出すという、そういう

ことを基本に学校のほうにも伝えておりますので、校長もそういったことは全て承知はし

ておるところでございます。

以上でございます。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ぜひともそういうまず事案があった場合には、教育長も当然のことですけ

れども、教育委員会でやはり論議をして情報を出し、また絶えず検討するということをお

願いをしておきたいと思います。

最後になりますけれども、４点目であります。子育て支援策についてであります。

町長のマニフェストに子育て支援が大きく掲げられておりますけれども、今後、新たに

どのようなことに取り組み、力を入れていきたいというふうに考えているのか、町長の抱

負はあると思いますので、またこれまでのことはこれまでとして、また新年度に向けた今

後の子育て支援に対する町長の抱負をお聞かせください。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

私のマニフェストに掲げた子育て支援の達成したものについては、今さらここで私も言う

つもりはございません。今続いて、いろんな面において継続してやっているもの、また未

検討のものということで、前向きに検討はさせていただいているわけでございます。未検

討ものといえば、駒寄小学校児童館の充実を図り、明治小学校にも児童館を建設するとい

うようなことでマニフェストにも挙げております。明治小学校区の児童館建設については、

今後とも検討していきたいと思っております。

それから、妊娠８カ月以上の方を対象にした出産準備金の制度の創設ということで、こ

の件に関しましても未検討ですが、今後も検討していきたいと思っております。この検討

とは別に、現在、妊婦の健康診査は町単独で５回を実施し、群馬県の２分の１の支援を受

けて９回分を合わせて１４回の健診を実施していますが、この事業に対して県の支援がな
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くなるということも予想されます。そうすると、このいわゆる県が補助金を出してくれな

いからもう町もしないよというわけにはいかないと考えております。単独も含めて１４回

の妊婦健康事業をしなくてはならないということで、話に聞きますと、平成２５年度から

この町の県が出してくれる補助金はなくなると聞いております。ですから、この分につい

てはいわゆる町単独で全部持つような形になるのかなというようにも思っております。こ

れは引き続きいわゆる現在の妊婦健診を町１４回ということで健診をしていただくという

ことにしたいというようにも考えております。

そういったことで今、妊娠８カ月以上の方の対象の出産準備金制度の創設ということも、

ちょっとこれは先に行くのかなというようにも思っております。今のところそういったこ

とですが、いわゆる学童保育の問題につきましては、委員会、そしてまた先ほどの答弁に

もありましたように、民間からもこの吉岡町に来て見てくれるというようなことの中にお

いては、何らかの形で援助ができればいいなというようなことで思っております。

子育てといえば、今のところはそんなところかなというようにも思っております。よろ

しくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 前にも町長にも話したことがありますけれども、公園の整備なんかもやは

り吉岡町はおくれていますよね。公園の整備。遊具のついたような。私は渋川の知人に言

われたことがあるのですけれども、渋川の知人が駅前のあの渋川の公園にいたら、いて、

まあ話をしましたら、どこから来ましたかと言ったら、吉岡から来ましたと。吉岡町には

こういう公園がないものでというので、小池さん、議員やっているのだから、そのくらい

町につくってもらいなよなんて、吉岡の人がこっちまで来るんじゃ気の毒だからなんてい

うふうに言われたこともあります。

ぜひとも吉岡町に、いわゆる小さい子供を遊ばせられるような、ブランコがあるような、

そしてまたそういうところがお母さんたちのコミュニティーの場になるような公園の整備

を考えていただきたいというふうに思いますけれども、こういう公園についての考えはい

かがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） いろんなアンケートをとると、今小池議員さんが言われたような、いわゆ

るミニ公園を身近につくっていただけないかと、一番公園というのがアンケートの中で多

い部分であると思っております。その件に関しましては、一口にミニ公園といいますか、

そういった形の中は今、２場所ほど、いわゆるいろんな補助金を使いながら、場所を言い
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ますと、陣場、そして小倉ができております。そういった中におきましては、ミニ公園、

１つの区に１つというようなことの中におきましては、自治会を通していろんな面でそう

いったことをつくるということになりますと援助いたしますよということで、今陣場とい

うことで言われたのですけれども、陣場は約２，８００のものをいわゆる町が借り受けま

して、それを賃料を払って、その中の運営は、賃料は吉岡町が払いますから、あとのもの

を、今言ったブランコをつくる、何をするということについては、地域でやっていただけ

ませんかということで取り組んでいる一つの事業ということでやっております。それはも

う２つほどできております。陣場地域、そして小倉地域ということでできております。ぜ

ひその自治会のほうにもそういったものを相談しながら、そういったものができる区にお

いては、自治会においては、率先的にやっていただければありがたいというように思って

おります。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 町長、ぜひとも八幡山、あの公園あたり、あの辺は考えられませんかね。

あの辺は木立もあって、とても夏涼しくいられるんですよね。何もなくて木もないような

ところだったら、子供だって暑くて暑くていられたものじゃありませんから、そして落葉

樹であれば、冬になればその葉っぱは落ちますから、こういう暑いときに木陰で涼しくい

られて、でも一定の遊具があって、自治会単位というんじゃなくて、子育てのそのお母さ

んたちが子供を連れて集まれて、そしていろんなことが情報交換できたり、できるその程

度のやはりものだと思うんですよね。確かにすぐ自分の近くにある公園というのも大事で

すけれども、吉岡町はどっちから来ても車で５分もあればすぐ来ちゃうところですから、

ほとんどの方が車を持っていますから、そういう形での地域の公園よりももうちょっと大

きくて、子供たちと安らげるようなことを、自治会とは別に町で、私はそんなに何カ所も

要らないと思うんですよね。できればそういうものは町の中心部にあるということが望ま

しいと思います。どこから来ても役場の位置しているようなこういう場所でというものも

考えてみるべきだと思いますけれども、もう一度いかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 真ん中ということになりますと、もちろんあそこのところ、八幡山公園と

いうようなことで位置づけている場所でもあると。また、体育のいろんな面においてもそ

ういうことでもあるというようなことで、その場所は私も適しているのかなというように

思っております。そういったことで、そういったことも前向きに検討しながら進めていき

たいと、このように思っております。
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議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ぜひとも子育て支援という意味でこのことは考えていただきたいというふ

うに思います。

それから、前回は町長に笑われたのですけれども、ぜひとも奨学金制度、この間、時間

もなかったものですからね、本当にそっけなく断られて、教育長にもそっけなく断られて、

私は本当にこれが吉岡町の教育長かと思って、あきれるぐらいだったんですよ。ぜひとも

それは考えていただきたい。嫌だよというのは簡単なんですよ。それを何とか考えてやる、

してやると。知恵ある人は頭を使うんですよ。そっけなく断っちゃうのは誰だって簡単な

んですよ。そのできないことをやるのが皆さんの知恵ですよ。金がなければどっかから持

ってくる。できる人は本当によっぽど知恵がないんじゃないかと思っちゃいますよ。この

間、検討ぐらいどうだと言ったら、検討もできないお話だから、そんなこと言ったら教育

委員になる価値がないですよ。本当に、検討して、ありとあらゆる角度から検討してみて、

それでする必要がなかったというのであれば、私も納得せざるを得ません。しかし、私の

納得できるだけのまず材料が出していただけません。ぜひともできるものなら、そういう

制度をつくるべきですよ。ぜひとも私はつくってほしいという考えですから考えていただ

きたい。木で鼻をくくったような回答をしていると、そういうことは教育長の身にもまた

何か降りかかってきますから、そういうことがないように、ぜひとも十分な検討をお願い

したいと思いますけれども、いかがですか。

議 長（近藤 保君） 簡潔に。もしありましたらお答えください。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） 前回に続いての奨学金のご質問をいただいておるわけでございますけれど

も、奨学金制度もいろいろあるということは承知の上でのご質問でございますので、まあ

調査させていただきますけれども、貸付金あるいは奨学金制度もいろいろ４つぐらいある

というふうに思います。それで例えば渋川ですとか、前橋市ですとか、そういったところ

のやはり調査をさせていただきまして、余り利用されている方が多くないというような、

まあうちのほうの調査の結果ですけれども、そういうことでございますので、まあうちの

ほうでどのくらいあるか、その辺のところはまた時間をちょっといただきまして調査をさ

せていただければと考えております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 調査をして、調査はするけれども、その前に進まないということではなく

て、やはりこういう奨学金制度が全国にたくさんあります。もうそういう必要性がなくな
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れば、みんななくなります、そういうものが。でもあるから、そういう制度が残っていま

す。ぜひとも一人は万人のために、万人は一人のためという言葉もあります。例え１人で

もそういうことで町で奨学金制度があれば、自分がその思うことができたと、貧困という

ものも自分たちの教育によって広がるというふうに言われておりますので、ぜひともそう

いうことを根本から考えを考え直しまして、十分な検討をなされて、ぜひともそれが実現

されるよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、小池春雄議員の一般質問が終わりました。

ここで休憩をとります。再開を３時１０分といたします。

午後 ２時５２分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後 ３時０８分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（近藤 保君） １１番岸 祐次議員を指名いたします。岸議員。

〔１１番 岸 祐次君登壇〕

１ １ 番（岸 祐次君） １１番岸です。議長への通告に基づきまして一般質問を行います。

項目につきましては、１点目が財務資料の作成、それから２点目が防災対策の推進、３

点目が開かれた議会、それから４点目が若者の住むまちづくりの４項目でございます。質

問内容につきましては、議会で視察した事項が主となっておるところでございます。

それでは、まず最初の財務資料の作成の予算附属資料の作成についてお尋ねをいたしま

す。

平成２４年１月、京都府の精華町議会を視察いたしました。精華町議会では、平成２１

年３月、議会基本条例を制定し、その第１４項に、予算・決算における施策説明資料の作

成が規定されております。

議会は、予算案及び決算の審議に付すに当たっては、わかりやすい施策等の説明資料を

町長に求めるものであります。参考資料といたしまして、精華町の平成２３年度予算補足

資料の一部をいただいてきました。その内容によりますと、例えば款総務費、項徴収費、

目賦課徴収費では、今年度の予算額と前年度の予算額が記載されておりまして、事業目的

は町税の賦課徴収に係る事務経費、あるいは事業内容では町税の徴収強化に向けて、督促

状及び振替納税依頼書の作成・送付、それから特記事項欄については、口座振替の推進、

あるいは京都地方税機構との連携による滞納整理、あるいは事業費の推移が５年間記載さ

れているところでございます。

そこでお尋ねします。予算概況や事業の目的、事業内容など記載したわかりやすい予算
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附属資料の作成のお考えについてお伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

予算概要や事業の目的、事業内容などを記載した予算附属資料はできないかということ

でございます。地方公共団体における予算というものは、その年度の町の事務事業の執行

計画、その執行に要する経費の財源調達計画、経費の支出計画の三つの計画が一体となっ

たものであり、岸議員さんのおっしゃるとおり、全ての町民の皆様にとって、最重要課題

の一つであると理解をしております。

また、精華町の予算附属資料のような事業の目的や内容、経費などが詳細に記載されて

いる資料を作成することも、議員皆様、ひいては町民の皆様にとって、予算の内容や施策

がよりわかりやすく、理解していただけるものになると考えております。

しかし、現在、町の予算編成作業において、使用しているシステムについては、そこま

で対応していないのが実情であり、システムの見直しや改修費用など考慮いたしますと、

すぐ対応することは困難であろうと思われます。このような状況でありますが、現状にお

いて、できる限りわかりやすい予算附属資料の作成につきまして検討してまいります。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） システムの見直し等、いろいろ予算的にもあるんですよというお話でござ

います。そこで、さらにちょっとお聞きしたいのでございますけれども、たまたまホーム

ページで長野県小布施町のホームページを見ましたところ、その小布施町では従来からわ

かりにくい行政用語を極力避けて、イラストや写真を入れてわかりやすく表記して、決算

時の追加説明書と連動させて予算説明書をつくっておるんですね。それで、例えばその予

算説明書をたまたまホームページで見たところ、どんな状況かといいますと、例えば「健

康と交流による新たなまちづくり」という段が出てくるのですけれども、そこには予算額、

例えば１，５９６万円が載っております。それで、その内容なのですけれども、ウオーキ

ングによる健康づくりをテーマとしたウオーキングサミットをやりますよと。それが１１

月の２４日から２５日に開催。内容的には、海外先進地や国内の先進自治体などと交流を

深めると。また、町内外の方に楽しみながら歩いて健康づくりに結びつけていただくよう、

多彩なウオーキングコースの提案、あるいは環境整備、あるいは町内医療機関と共同によ

る健康づくり研究所を開設いたしまして、町民の健康づくりに関したそのプログラムを提

案するとあるところでございます。

それで、この予算概況書については全戸に配布しているというような状況下になってお
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るんですね。そんなようなところから、吉岡町においても重点施策や新たな事業の取り組

み予算、例えばうちでは今、健康ナンバーワンのまちづくりというのをやっておるわけで

ございますけれども、そのようなものをわかりやすい、この予算別に説明書の作成ができ

ないかお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 平成２４年度一般会計予算におきましては、予算書及び一般会計当初予算

説明資料の二つを配付し、ご説明をさせていただきました。その説明資料の内容といたし

ましては、歳出の目的別及び性質別の前年度比較や構成比、渋川広域負担金関係、また歳

入歳出予算額の款項目の別の主な増減などを記載し、コンパクトでわかりやすい資料作成

に努めました。

しかしながら、岸議員さんのご指摘のとおり、吉岡町の新規施策の重点施策の説明に関

しては、一般会計当初予算説明資料の中で、主要事業として事業の名称や金額、また前年

度比較を記載したのみであり、予算説明として不足していたことは否めません。来年度以

降におきましては、新たな開始となる事業やサービス、また町が取り組むべき重点施策な

どにつきまして、その事業の目的や内容などがわかりやすく詳細に記載された資料の作成

に努めてまいりたいと思っております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、予算結果についてはわかりやすい予算附属資料、または予算事

業説明書を作成をお願いいたします。

次に、決算附属資料についてお尋ねいたします。

精華町で平成２２年度決算附属資料一部をいただいてまいりました。それによりますと、

例えば款民生費、項社会福祉費、目老人福祉費、事業名につきましては老人医療費助成事

業、決算概要は予算額とそれから決算額が記載、事業概要はひとり世帯・高齢者世帯の低

所得者に医療費の助成金を支給したということになっておるものでございます。それから、

助成件数、あるいは助成金額が記載。事業成果欄では対象者の経済的負担の軽減が図れた

と。課題的には制度の周知を図るとともに、国の高齢者医療制度改革の動向等に注視が必

要というようなことが記載されておったところでございます。

決算の概要等を記載した決算附属資料の作成のお考えについてお伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。
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吉岡町におけます決算書の主要施策の成果説明書の資料につきましても、長年にわたる

各事業にあわせて工夫されながら、内容等を記載し作成させてまいりました。議員ご提案

の決算の概要等を記載した附属資料の作成はできないかとの質問でございますが、現在作

成されております主要施策の成果説明、資料をさらに各課担当ともに内容を工夫し統一さ

れた資料を作成できるように検討させていただきたいと考えております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） 今年度の決算、前年度対比説明の、概要説明がございますけれども、コメ

ント的にはページ数を入れてくれたり、コメントが入りまして一歩前進したかなと思うと

ころでございますけれども、さらに先ほどのように決算附属説明資料の作成をお願いし、

次に入ります。

それで、一番私がお願いしたいのは、実際に決算が終わった後の施策評価シートの関係

だと思うんですね。それで、この行政機関が行うその政策評価の目的というのは、その政

策評価に関する情報を公表して、より効率的、あるいは効果的な行政の推進に資するとと

もに、町の有するその諸活動について住民に説明する責務が目的でございます。それだけ

この評価シート、非常に大事かなと、そういうことで、精華町で平成２２年度決算評価シ

ートをいただいてまいりました。

それによりますと、例えば基本理念では、地域の連携による健康・福祉・子育て支援の

まちづくりという、この評価シートなのですけれども、基本方針は地域福祉。施策名は健

康づくり。実施内容につきましては、健康増進に係る啓発・推進運動・各健診事業。それ

から、指標の設定でございますけれども、国保加入者の特定健康健診審査受診率。目標と

実績が記載され、それから他の自治体の類似する施策との比較検討がされております。

それで、指標から読み取れる成果と課題欄では、受診率３４．６％低調とか、例えば乳

幼児の健診９４．４％は、当然目標値があるのですけれども、目標値１００％からした場

合に近づけるようにやらなければいけないと。それから、課題欄では、育児支援や虐待の

予防の観点から未受検者の実態把握が必要とありました。

そういうところで、基本理念や指標から読み取れる成果、課題等を記載した決算評価シ

ートのお考えについてお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 決算評価シートの作成はできないかということでございます。

吉岡町でも一つ一つの事業に対して、成果や課題を持って事業に接しているものと考え

ております。ただ、今の質問にありましたが、基本理念や指標から読み取れる成果や課題
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等を記載した決算評価シートの作成をとのことでございますが、この件に関しましては、

会計課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

このことにつきましても、予算と予算の重要施策などと連動されたものとして考えてお

ります。吉岡町の事業成果の説明資料、主要施策の説明書と、先進的な方法を所有する自

治体とを比較いたしまして、先進地を参考にさせていただきながら検討する必要は十分あ

ると感じております。町の成果説明書を充実できるようにするためには、事業項目の把握

など課題を多く含んでおりまして、今後、各課各担当と連携をとらせていただきながら一

歩一歩進めさせていただければと考えております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） 参考に、群馬県の県の例えば評価書はどのようにできているのかというこ

とで行ってきましたのですけれども、県でも事業評価書をつくっております。それで、県

では、部局ごとに例えば施策目標、あるいは評価書が作成されておりました。

例えば公有財産の適正管理、うちの総務がやっている話なのでしょうけれども、施策目

的では、その部局の目的を達成するために何をするか、当然これは県有財産の効果的な運

用、あるいは県庁舎の適切な管理運営、あるいは施策が目指す状態、そういった資料なの

ですけれども、これは例えば普通財産の売り払い件数、あるいは県庁舎の電力量が過去５

年間ずっと入っている評価ができております。

それで、実施状況を見るというと、例えば具体的ですけれども、財産売り払い件数が５

件ですよと。あるいは県庁舎の節電については、平成２１年度なのですけれども、例えば

１，２６０キロワット。例えばこれはどういうふうにやっているかというと、執務室の一

斉消灯、部分消灯を実施して節電を実施したと。

それで、課題についても当然記載されておりまして、未利用県有地の把握、あるいは処

分方法。県庁舎の節電では、今後の対応ではＬＥＤ照明の導入を検討するというようなこ

とが記載されておるところでございます。

それから、先ほどの例えば小布施町の成果説明書を見てみますと、やはり主な支出、あ

るいは活動指標、成果指標が詳細に記載されておりまして、先ほどの重点施策では、その

カントリーウオークの推進から新たな魅力の再発見では健康づくりを通じて町の神社・仏

閣・田園風景・里道を歩き、小布施の魅力を感じていただいたというようなことが記載さ
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れておるところでございます。

そこで、再度お聞きします。町には財産に関する調書と主要施策の成果説明書がありま

すけれども、この内容的には現状と成果はわかるのですけれども、他の自治体の類似する

施策との比較検討、あるいは問題点、今後の施策目標・課題を記載したというような事業

評価書の作成はできないかどうかお尋ねいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） お答えをさせていただきます。

町におきましても、各事業の検証、事業分析をすることで、結果を次の年に生かすべく、

各職員においても取り組んでいるところだと思います。長野県の小布施町、また群馬県の

各部局においては、重点施策の成果、概要、事業実績を踏まえた事業評価書の作成がなさ

れております。その他多くの自治体でも作成されているとお聞きしておりますが、その方

法はそれぞれの個性に応じた行政評価の取り組みがなされております。

詳細につきましては、会計課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 大塚会計課長。

〔会計課長 大塚茂樹君発言〕

会計課長（大塚茂樹君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

岸議員さんより、より具体的な説明をしていただきましたが、行政評価の取り組み内容

の資料を活用できるようにするためには、より効率的で質の高い方法を他の先進的な自治

体に学び、吉岡町に合った事業評価書の作成を目指さなければならないと考えております。

まだ町においては、行政評価の取り組みの準備ができておりませんので、この取り組みを

進める中で、順次よりよい資料の提供ができるものと考えております。今後、他の先進的

な自治体を参考にさせていただきながら、作成に向けて検討していくことが必要であると

考えております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） わかりました。予算・決算特別委員会の中でも、たまたま質問をする機会

がありまして、例えば電気料の問題、あるいは受検率の問題等をお聞きしたところでござ

いますけれども、当然電気料についても、随分うちの町では減額していますよ、あるいは

未受検者についても児童虐待の面から全部やっていますよと。当然うちの町ではやってい

ることを文章にあらわしてやることによって、ああ、こんなことをやっているんだな、つ

いては、そういうことについての次の質問に入れるかな、そんなことを思いましたので、
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この評価書を作成することによって、特別委員会での質問内容というのが、それを見てや

れることですので、ぜひお願いいたしまして、次の質問に入ります。

それでは、２番目に、防災対策の推進についてお尋ねいたします。

消防団員の現状と確保対策についてでございます。

平成２３年１１月、岐阜県の関市を視察いたしました。同市では、自主防災組織の育成

強化に取り組み、防災ナンバーワンのまちづくりを目指しております。

関市では、団員不足、あるいは団員の高齢化、所属年数の長期化に悩まされております。

会社員や市外勤務者がふえ、平日昼間緊急時に団員を招集できない事態が発生。そこで、

消防力を補うために、平成２２年１０月から消防団市役所隊を結成をしておりました。隊

員については、各地区の地元分団に所属する職員のうち、２５名を５班編成し曜日ごとに

投入。それで、当番隊員は出動用の防火・防災服を着たまま通常業務を実施して、それで

火災発生と同時に危機管理課に集合して、玄関近くに配備されている消防車で現場に急行

しています。

それで、また消防団員の多くがサラリーマンという現状を踏まえ、企業への理解と協力

を獲得するため、１８年度から消防庁及び市町村で導入が開始されました、消防団協力事

業所表示制度を実施し、消防団員の加入勧奨を行っておりました。

そこでまず、本町の消防団員の現状と団員確保対策についてお聞きします。また、その

消防団員の事業所への協力依頼についてはどのようになっておりますか、お伺いいたしま

す。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 消防団員の現状と確保対策はということで答弁させていただきます。

このことにつきましては、以前の一般質問でも幾度となく質問をお受けしていると記憶

しているところでございます。やはり本町における消防団の現状は全般的に考えても余り

良好な状態ではないことは事実であると受けとめております。

ただし、その主な原因は、このような複雑多岐にわたる社会構造の著しい変化などによ

るものであるため、これといった妙案や改善策は今のところ見当たらず、私自身もどのよ

うにしたらいいか頭を抱えているところでもあります。

しかしながら、このような難局であっても、ただ指をくわえて見ているだけでは何にも

前進しませんので、現在にて県内外を問わず、各市町村で取り組んでいるものを参考等に

しながら、時代に沿った消防団のあり方を考えるべきで、そのことがこの難局を乗り越え

られる唯一の方法ではなかろうかと思っているところでございます。

そこで、現在におきましては、具体的には目に見えた形にはなっておりませんが、議員
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おっしゃるように、他市町村への視察及び研修等にて情報収集し、学んだことなどを生か

すことが重要であると受けとめているところであります。また、情報収集し学んだことを

そのまま持ち込むものではなく、町に合ったアレンジをすることは欠かせなく、かつ独自

な取り組みも模索していくことも大切なことと考えております。

つきましては、すぐすぐに事ははかどらないかもしれませんが、今後消防団と膝を交え

ながら相談等を行った上で、具体的な取り組みにつなげていかなければと思っております。

詳細につきましては、関係課長より補足答弁をさせます。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

今現在におきましては、団員の確保対策とする具体的な取り組みには至っていない状況

であります。しかしながら、年間を通じて開かれる消防団による正副分団長会議等を通し、

事務局から各分団の団員不足を解消するため、団員の勧誘に努めてほしいとの投げかけを

行っており、その努力のかいあって最近におきましては、何名かの方が新たに消防団に加

わっていただいている状況でございます。ただし、新たに加わってもらったとしても、残

念ながらそれで団員不足が全て解消するものではありません。さらなる分団での勧誘に対

する取り組みへの強化はもちろんでありますが、その他の取り組みも不可欠であることも

事実であります。

そこで、今までそんなに重きを置かなくても円滑に推移をしていたものが、先ほど町長

の答弁の中にもありましたように、社会構造がさま変わりをしているということから、時

代に即した消防団のあり方を、この間行った岐阜県の関市さん等の研修で学んだことから

生かさなければならないものと感じているところでございます。

つきましては、今のところ以前の視察研修が具体的に生かされていないことから、多少

なりとも責任を感じずにはおられませんが、今後におきまして、自治会を初め消防団員と

の意見交換等も試みながら、かつ当たって砕けろではございませんが、いろいろな方面で

一歩でも具体的な取り組みにつなげられるように努めていきたいと考えているところでご

ざいます。

以上です。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） ちょっといいですか、通告していないのですけれども、先ほどの話の中で、

たまたま関市では関市内の市の消防団をつくっているのですけれども、例えば吉岡町消防

団を例えばつくろうと思った場合にはつくれるのですか。それとも、吉岡町消防団という
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のは各地区に行っているのだから、職員を対象としたところで吉岡町消防団というものに

ついての組織についてのお考えについて、もしわかればお聞きしたいのですが。例えば吉

岡町職員消防団というものができるかどうか。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） 町長の補足答弁をさせていただきます。

先ほどの岸議員さんからのご質問なのですが、役場の職員として１個分団できないかと

いうことでございますが、役場の職員として必ず消防団に属するというところまで、詳し

い話を私のほうもちょっと今のところは把握はしておりませんが、隣の榛東村さんのよう

に、なかなか消防団員不足が解消できないということがありましたり、先ほども消防団の

方々がほとんどサラリーマンだという状況からして、どちらかというと、夜間の火事より

昼間の火災対応が大変難しいというような状況でございまして、その場合、榛東村さんの

ほうでは、役場の中に役場の職員を中心とした分団を一つ抱えているような状況でござい

ます。ですから今後、いろいろな取り組みをして改善を図っていきたいとは考えておるの

ですが、なかなかその改善が図れないということで、即昼間の対応をどうするのかという

ような課題もございますので、今後そういうことも視野に入れながら検討をしていくべき

だろうということで判断をしているところでございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、次に移ります。

関市では、自主防災組織の育成強化策として、地域ごとに消防団ＯＢを主とした防災指

導員４３名の配置をしておりまして、その指導員によるところの夜間の防災訓練、あるい

は防災出前講座などを実施しておるところでございます。それで、この防災指導員につい

ては、何か今年度からＮＰＯ法人日本消防士機構の防災士資格を取得するよう進めており、

何か１４名が取得しているというような状況下にあります。

そこで、地域防災の充実を図るために、うちでも例えば地域防災リーダー、あるいは地

域防災指導員なるものの配置についてのお考えについてお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

今回の提案をしていただいております地域防災リーダーの配置のことでありますが、や

や暗礁に乗り上げた状況に陥っているのが現状でございます。そのような人材の発掘・育

成とは、まさしく急務ではなかろうかと受けとめるところであります。日ごろから余り防
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災に対する意識が低い状況においては、ただ単に組織を立ち上げてくれといっても、実際

にどこからどのように手をつけたらよいのか、具体的なことがわかっていないことが多々

あるものと思われますので、こういったことからも、地域を引っ張ってくれるリーダーの

存在は大きいものがあると思っております。リーダーを中心とし、それぞれの地域の特

色・特性を生かした組織を立ち上げてもらうよう試みは、現在の状況では打開する起爆剤

になるものと考えられるところでございます。

つきましては、今後におきましてはそのようなことも重きを置きながら、少しでも町民

の防災意識の向上に努め、安心・安全なまちづくりを目指していきたいと考えております。

詳細につきましては、関係課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 吉澤町民生活課長。

〔町民生活課長 吉澤健二君発言〕

町民生活課長（吉澤健二君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

率直に言わせていただければ、今まで取り組んできた結果から限界があるものと感じら

れ、議員おっしゃられておりますように、各地域における地域防災に対するリーダー的な

存在の必要性を強く期待し、かつ望む１人でもございます。

そこで、議員さんが触れられておりましたように、去年、私も岐阜県の関市の視察研修

のほうにご一緒させていただいた中で、関市の担当者のほうから、防災士というものを市

のほうで資格取得をする場合の費用負担をして、各自治会のほうに配置をしているという

ようなお話を聞きました。

そこで、役場のほうに私のほうも戻りまして、防災士というものについて調べさせてい

ただいたところ、議員おっしゃるように、現在のところ、特定非営利活動法人日本防災士

機構による民間資格で、今後は国家資格化を目指しているということでございますが、資

格取得には研修費・受験料を含めまして約６万円ほどかかるということで、なかなか金額

的に町のほうで全て取り入れた中で各自治会に配置するということは難しい部分があるの

かなということでは感じているところでございます。

しかしながら、先ほど町長のほうの答弁の中にもありましたように、今現在、３から４

自治会で自主防災組織を立ち上げているのですが、なかなか具体的な取り組みには発展を

していないというのが実情でありまして、それはなぜかというと、まさしくその自主防災

組織を引っ張っていくリーダー的な存在が欠けているということであろうということで考

えているところでございます。

つきましては、今後、その防災士も含めた中で、地域の自主防災組織の中の核となるリ

ーダー的な存在、リーダー的な方の育成をすることが急務であるということから、ある程

度そのことも視野に入れながら取り組んでいければと思っているところでございます。よ
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ろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、よろしくお願いします。

それでは、次に移ります。

関市では、消防団団員不足の解消策として、例えば地域の商店街、あるいは公共施設の

協力によりまして、消防団員配偶者を対象に割引サービスを提供する「消防団サポートプ

ロジェクト」というものを開始しております。消防団の家族、あるいは消防団員が参加加

盟店に行くというと、例えば値引き、あるいはポイント上乗せなどのサービスが受けられ

ますよと、そういう加盟に１１８店舗が加入して、消防団員をサポートサービスしておる

というような制度がありますけれども、町についてはこのようなサポートサービスについ

てのお考えについてお伺いします。簡単で結構です。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 確かに以前からの消防団にかかわられる方というのは、時代そのものも大

きくさま変わりした昨今におきまして、何らかの手だてを講じなければならないと思って

おります。先ほど、今、商工会のほうに、消防団が行ったら割引券をくれると、サービス

してくれるということなのですか。（「店で契約しておきまして、消防団員の家族が行く

と、例えば１割、黙ってカードを見せることによってサービスしてくれる。すなわち商店

に協力をしてもらって、三者協力してもらって、別に町が金出すんじゃない。商店がそれ

でサービスをする」の声あり）

議 長（近藤 保君） 岸議員、挙手してからお願いします。石関町長、どうぞ。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） そういったことで、そういったことをすれば、いわゆる消防団のなり手が

多くいるのではないかというような仕組みであるのではないかと拝察をいたしました。そ

ういうことができれば結構ではございますが、いろんなことで消防団の方々には支援をし

ていくような対策をとるということも考慮に入れながら考えていきたいというように思っ

ております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、次の質問に移ります。

防災公園の設置、浜松市の三島楊子公園を視察してまいりました。面積については２ヘ

クタール、一見平凡なのですけれども、近所の保育園の園児が遊具でにぎやかに遊んでお



174

りました。

市の職員からいろいろその施設についてお話を聞いてきたところでございますけれども、

地下に非常用のトイレ、あるいは耐震性貯水槽、これは１００トンでしたか、手動による

ポンプ、あるいは遊具を利用した仮設テントの設置など、順番に説明を受けたところでご

ざいましたけれども、実に合理的に配置されているのに感心をしたところでございます。

それとまた、設置に当たっては地域住民の声を聞いていること、あるいは管理については

地域住民のボランティアで運営がされているとのことでございます。

そこで、現在計画中の城山防災公園の基本計画、あるいは施設配置計画図、参考にもら

った地元説明会の図面の中には、地下埋没による非常用トイレ、あるいは耐震貯水槽、あ

るいは備蓄倉庫、複合遊具などの設置計画があるわけでございますけれども、浜松市で見

たような、このようなものが計画されておるのかどうなのか、お伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この件に関しましては、課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） まず、この防災公園の機能といたしまして、一時的な避難生活の支援、

避難広場、災害防止と軽減等、情報の収集と伝達、消防、救援、医療、救護活動の支援等

があるわけでございますが、これらの機能を果たすために、その関連施設といたしまして

防災備蓄倉庫、非常用トイレ、耐震性の貯水槽等を、計画避難人口やそれぞれの施設の機

能を考慮しまして、施設配置計画を立てておるところであります。浜松市さんとは自然条

件や社会条件、そういったものの違い、あるいは当然公園の規模に応じて、計画避難人口

等が違いますので、施設の規模は当然違ってくると思いますけれども、基本的には配置さ

れる施設は同じになるものと考えております。それらを含めて今実施計画を策定しておる

ところでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、次に移ります。お願いしたいのは、景観と調和した防災公園の

設置をお願いするということでございます。

それから、次の地域防災計画の実施でございます。昨年の９月議会では、町長につきま

しては、現在の防災計画等を過去における災害等を教訓として見直し、具体的な訓練等も

十分検討し、早期に取り組む必要があるとのことでございました。
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そういう中において、今回の災害を踏まえまして、防災計画の見直しはどのようになっ

ておりますか、お伺いするところでございます。

また、防災訓練の実施については、特に地域防災訓練が大事でございます。この防災意

識の高揚に努めてはどうかをお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 防災対策の推進についてでありますが、先日、桐生で群馬県の防災訓練が

ございました。私も参加させていただきましたが、大規模な訓練がなされております。そ

れは昨年３．１１に伴い、いわゆる震度６のものが来たときの想定をしながら、桐生で群

馬県の防災訓練を目の当たりに見てまいりました。

そういった中で、今吉岡町全体としての防災訓練はまだやっておりません。そういった

中におきましては、特に防災訓練の実施状況とのことでありますが、やはり実態といたし

ましては、一つの自治会で実施された以降、こちらからも事あるごとに投げかけてはおり

ますが、今のところはやっておりません。桐生に行く車の中で、消防団長、副団長が同席

をしたのですけれども、町長、これから桐生のいわゆる県の防災訓練を見に行くのですけ

れども、吉岡町はしなくちゃならないだろうというような、消防団長のほうからご指摘を

受け、私もちょっと首がすくむような思いがしたのですけれども、これは早いうちに町民

全体でいわゆる防災訓練をしなくてはならないというように思っております。そういった

ことから、自治会、いろんな団体を通してやっていきたいというように思っております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） 南下自治会では、渋川広域消防団の指導のもとに、防災訓練ですか、消火

栓からホースをつないで放水、あるいは火災発生時の煙対策などを実施いたしました。私

も初めてあの消火栓のある場所がここにあって、そこにホースをつないで出してみて、あ

あそうか、みんなも、ああ、こんなふうにできるんだなということを実践したところでご

ざいまして、やはり何ていうのですか、実際に消火栓をそこに行ってつないでみて、やっ

てみることによって、消火栓の場所とかいろいろ、すなわちこの地域訓練というのは非常

に大事と思うところでございまして、ぜひ訓練はやっていただきたいと、こういうことで

お願いしたいと思います。

それでは、次に入ります。

集中豪雨に対する河川整備と道路河川愛護週間。

これから台風のシーズンとなり、集中豪雨による河川の氾濫が心配されます。町には、

滝沢川、自害沢川、吉岡川、駒寄川、午王頭川、八幡川、そして東には大きな利根川が流
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れておるところでございます。特に高渋バイパスによるアスファルト化によりまして、農

地に浸透していた雨水が今度は道路を流れ、今まで予想されなかった量が瞬時に河川に流

れ込み、濁流となります。川も護岸が完全に整備されているわけではありません。川の底

も上がり、両側には樹木や雑草が繁茂し、数多くの危険場所が見受けられます。

各地では、県から委託を受けて河川の除草作業を行っておりますけれども、その際に河

川の石垣の崩れ、あるいは水道水の水漏れなども発見されておるところでございます。水

路も少し放置しますと草が生い茂り、水の流れが悪くなり、道路にあふれ、交通の妨げに

なっております。

利根川も台風のときには、河川敷グラウンドの北側に行きますと、あと１メートルでグ

ラウンドに水が押し寄せてくる状況にあります。県でも監視員がいて巡回しているのです

けれども、細かいところまでわからないのが現状ではないかと思います。

町では集中豪雨で予想される河川の危険箇所と河川整備はどのようになっておりますか。

また、道路愛護週間に、水路や河川の補修箇所の点検・整備をお願いいたしまして、「道

路河川愛護週間」にし、住民に危険箇所の点検をお願いし報告を求め、県へ要望するなど

してはどうかお伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 集中豪雨に対する河川整備と道路河川愛護週間の件につきましては、課長

より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

最近、近年では異常気象によりましてゲリラ豪雨が多発しておりまして、私たちの想像

を超える大きな被害を各地にもたらしております。集中豪雨で予想される河川の危険箇所

と河川整備につきましては、把握している範囲では適宜県へ要望し、整備していただいて

いるところでございます。また、道路につきましては、春、秋の道路愛護活動にあわせて

危険箇所の点検や、そして補修要望があれば自治会より上げていただき、対応させていた

だいておるところでございます。河川につきましては、町独自では特に清掃等の河川愛護

活動は行っておりません。町としても特に定期的な点検を実施しておりません。集中豪雨

の後の災害調査等を利用しまして、点検しているのが現状でございます。

議員さんが提案される道路愛護週間に、水路や河川の補修箇所の点検・整備をお願いし、

道路河川愛護週間にして住民の皆様に危険箇所の点検をお願いとのことでありますが、河

川の点検は河川の中を歩かなくちゃならないとか、そういったことで危険が伴うため、点
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検を住民の皆様にお願いするのは難しいと考えております。必要となれば、河川の点検に

つきましては、県とも連携をしながら行ってまいりたいと思っております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） 例えば吉岡町の重要水防箇所というのは、吉岡町地域防災計画の１３７ペ

ージに、５カ所ほど書いてございます。例えば滝沢川、駒寄川、八幡川というのが記載さ

れておるわけでございますけれども、やはりこの計画の場所というのも、実際にこれはど

こかなということでちょっと見てみると、例えば外から見た場合に、川の中に大きな木が

生えているような箇所がございますので、随時、気がついた面については県等への要望を

よろしくお願いいたします。

それでは、次に入ります。

それから、次に入りまして、議会インターネット配信についてお尋ねいたします。

インターネット配信につきましては、北海道の幕別町、あるいは群馬県の大泉町を視察

してまいりました。大泉町では、インターネット配信をしておりまして、地方自治法１１

５条に「地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」、これは基本的なことが書いて

ありまして、議会をすなわち傍聴することが非常に少ない現状にあると、そういうことで、

やはり当町は本会議を広く町民に開かれた議会を構築するために、ことしの２４年度第２

回定例会からインターネット配信を実施しております。

実施に当たっては、３カ所の視察研修を実施して、予算的には１３８万円、音響設備に

ついては従来のものを使ったというものでございます。それで、定例会の３日間のアクセ

スについては８８０件、例えばその録画配信についても７２７件の件数がありまして、住

民の声は非常に好評であったということで、これからの高度情報時代、あるいは情報公開

の推進に対応して、例えば一般質問等をインターネットを通じて住民に広く公開し、住民

に議会を身近に感じていただくことが、議会活性化のためにも導入は必要ではないかと考

えるものでございます。

この議会では、インターネットの配信の具体的なまとまった話が出ているわけではない

のですけれども、実現するためには予算をつけることをお願いしたいが、どう思いますか、

お伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） インターネットによる議会の配信はということで答弁させていただきます。

インターネットによる議会中継については、議員皆様が積極的に先進地を視察していた
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だいていると聞いております。まずは議会としての報告を参考にさせていただきながら、

吉岡町にとってどのくらいの効果が期待できるのか、今後十分に協議させていただきたい

と思っております。

また、インターネットの中継をするには、設備、環境が整わなければならないでしょう。

それにはどれくらいの設備投資や年間の経費が必要になるかも含めて、今後検討をさせて

いただきたいと思っております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） よろしくお願いいたします。

それでは、次の若者の住むまちづくりについてお尋ねいたします。

若者の住むまちづくりについては、企業誘致、仮称吉岡駅設置、あるいは農業の高齢化

対策が必要であります。それで、企業誘致につきましては、板倉町と千代田町を視察して

まいりました。千代田町では、財源確保対策の一つとして、群馬県企業局との共同事業と

して住宅団地の造成・分譲を実施。そして、その後、商業用区分に変更してジョイフル本

田を誘致しております。

企業や商業施設の誘致には、トップセールスが肝心ですよなんていう担当者の説明がご

ざいました。ジョイフル本田の代表者と町長がいろいろ話し合って、本田の社長が千代田

町の将来のために応援するよという一言をいただいたのでできたんだよなんていうことを

おっしゃっておりました。

それで、次に商業施設誘致条例を制定して、その進出企業へは商業施設立地促進、ある

いは雇用促進、緑地設置、地球温暖化対策奨励金等の優遇策を講じていたところでござい

ます。それで、企業誘致には企業誘致条例、あるいは商業誘致条例の制定が必要と思われ

ます。お考えについてお伺いをいたします。

それと、やはり企業誘致するためには、担当者を指名して積極的にやらなければいけな

いのかなと、そんなこともありました。さらに、企業誘致には平たんで広大な安い土地、

あるいは交通の利便性、豊富な労働力が必要であります。町にはそのような想定される場

所はあるのかお伺いいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） この件に関しましては、課長より補足答弁させます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 岸議員さん言われますとおり、企業誘致には広い用地が確保できるか、
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交通の利便性はどうか、土地の価格は安いかなど、いろいろな条件が出てまいります。町

におきましても、平たんである程度の広い面積を確保できるところは存在するわけでござ

いますが、その対象の土地は民有地であること、そしてそのほとんどが優良農地となって

おりまして、第１種農地として農振除外が非常に難しい状況にあります。そして、平成２

１年の農地法の改正では、さらに厳しい状況となっております。企業誘致や開発方針を確

立して、土地利用の面からもインパクトのある説明を考えておかなければならないと考え

ております。企業誘致を含めて産業振興には、町内で条例制定等も含めた中で推進委員会

等を立ち上げ、全庁的に取り組むことが必要であると考えておるところでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それで、決算特別委員会でもちょっとお聞きしたのですけれども、吉岡町

の住民法人税の均等割、あるいは法人税割合については、本町と草津町が高いというよう

な状況下になっておるところでございますけれども、再度伺いますけれども、この法人税

の均等割、あるいは住民税割合について、見直すお考えはございますでしょうか。お伺い

します。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） その件に関しましては、よく審査しながら、研究しながら考えていきたい

と思っております。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） それでは、次に移ります。

仮称吉岡駅設置につきましては、先ほど栗田議員がお聞きしておりますので、今回は保

留でいきたいと思います。ただ、このコメントだけしておきますけれども、私どものほう

は先ほど栗田議員おっしゃったように、越中舟橋駅を見学してまいりまして、やはり乗降

客をふやすには住宅団地をつくってふやして、それからパーク・アンド・ライドをやるよ

と。ということは、住宅をつくってパーク・アンド・ライドの駐車場をつくったり、駅を

つくったときには住民が集まれるような図書館をつくったりいろいろやっているので、や

はり場所というのはなるべく早目に設定しないとなかなか無理かなと、そういうことで、

でき得れば早目にそういう場所の確保が必要じゃないかと思っております。

それでは、次に移ります。

最後の農業の過疎高齢化対策についてをお尋ねいたします。
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石川県の羽咋市神子原地区を視察してまいりました。それで、神子原地区で高野さんと

いう方からいろいろ話を聞いてまいりました。例えばその神子原地区の過疎高齢化を改善

することがこの人の使命で、その問題点的には、根本的な農業所得が低いと嘆くだけでは

解決が見出せないということ。市場に左右されない農業、流通形態の変革など、解決策の

戦略的には、一つには、小林議員が委員長でそのレポートを書いているのですけれども、

メディア戦略、これが大事だろうと。米の味を衛星で分析して新潟に売れたと北國新聞に

出ているよと。あるいは２番目的にはブランド化戦略。日本一おいしい神子原米。人がい

ない、例えば工業排水、生活用水が入らない、８年続けてローマ教皇に献上、ブランド化

に成功、１俵４万２，０００円で販売。あるいは三つ、交流戦略としては、空き家農家を

利用した農家カフェ、就農制度を活用した新農家制度、援農合宿、大学生を呼び込んで交

流の推進、棚田オーナー制度を実施、農家だけでつくった株式会社の設立など、そういう

ことをやっておりまして、結果は非常に所得が少なかったのだけれども、月額３０万円超

の農家が多くなっていると。あとは、高齢化率についても５４％から４７．５％に減少し

ていると。Ｕターン組もふえたということで、いろんな勉強をしてきたところでございま

すけれども、吉岡町の例えば農家対策、あるいは過疎高齢化対策については、どのような

ことを考えているか、時間がありませんけれども、簡単にコメントをお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この件に関しましても、課長のほうから簡単に説明させます。

議 長（近藤 保君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、補足答弁させていただきます。

吉岡町の農家の現状につきまして、これから申し上げる数字は平成２２年に実施しまし

た農林業センサスのデータでございます。

まず、吉岡町の総農家戸数は７５５戸となっております。農家の基準としまして経営耕

地面積が１０アール以上か、１０アール未満であっても調査基準日前の１年間で農産物販

売価格が５０万円以上の農家の集計値であります。このうち販売農家、経営耕地が３０ア

ール以上、または年間販売額５０万円以上の農家は３６４戸と、全農家の４８．２％を占

めております。

続いて、高齢化についてでございますが、さきに説明いたしました販売農家のみで申し

上げます。吉岡町の販売農家の農業経営者数は３６４であります。うち６５歳以上が２０

８人でありますので、高齢化率は５７．１％となっております。

続いて、耕作放棄地でございますが、全農家数７５５戸のうち３５５戸と、４７％の農
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家で耕作放棄地を抱えている状況でございます。そして、耕作放棄地を抱える３５５戸の

うち、比較的耕作意欲が高いと思われる販売農家が１１０戸ございまして、それは３０％

の割合を占めております。参考に、群馬県での耕作放棄地の所有率は３８．６％でありま

すので、県平均を上回っております。

以上が概略でございますが、吉岡町の農家の現状であります。

次に、農家の過疎高齢者対策ということでありますが、吉岡町の農業を取り巻く環境は

幹線道路網の整備に伴いまして大型店舗の進出や宅地開発で、農地と宅地の混住化が進み、

農業経営がやりにくくなっていることが農業衰退の一因にもなっていることを考えますと、

今後、農家、非農家の共存共栄を図りつつ、地域の中心となる経営体、農地、利用集積を

推進すると同時に、町として応援する地域ブランドの立ち上げや、既存の特産物の売り込

みの研究などを通じて成果を出せればと思っております。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） 国では、新規就農者支援を位置づけるとなっているということでございま

す。食料は大事でございます。吉岡町もブランド化を持つ農業特産物の拡大強化対策をお

願いし、私の質問を終わります。ありがとうございました。

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、岸 祐次議員の一般質問が終わりました。

これをもちまして、今議会に予定していました一般質問は全て終了しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

議 長（近藤 保君） 本日はこれをもって散会といたします。

ご苦労さまでした。

午後４時１２分散会
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平成２４年第３回吉岡町議会定例会会議録第３号

平成２４年９月１４日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第３号

平成２４年９月１４日（金曜日）午前８時５７分開議

日程第 １ 委員会議案審査報告（委員長報告・報告に対する質疑）

日程第 ２ 議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ３ 議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ４ 議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ５ 議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て （討論・表決）

日程第 ６ 議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て （討論・表決）

日程第 ７ 議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について （討論・表決）

日程第 ８ 議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ９ 議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて （討論・表決）

日程第１０ 議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利益剰余金による処分及び決

算認定について （討論・表決）

日程第１１ 議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第１２ 議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１３ 議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１４ 議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）
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日程第１５ 議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第１６ 議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１７ 議案第５６号 平成２４度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１８ 議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１９ 同意第 ２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

（討論・表決）

日程第２０ 発議第 ６号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める

意見書 （討論・表決）

日程第２１ 請願・陳情審査報告（委員長報告・同報告に対する質疑）

日程第２２ 請願第 １号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機の吉岡町上

空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願

（討論・表決）

日程第２３ 陳情第 ３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情

（討論・表決）

日程第２４ 陳情第 ４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情

（討論・表決）

日程第２５ 陳情第 ５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情

（討論・表決）

日程第２６ 陳情第 ６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援の要請についての陳情

（討論・表決）

日程第２７ 陳情第 ７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情

（討論・表決）

日程第２８ 陳情第 ８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求める意見書」

採択に関する陳情 （討論・表決）

日程第２９ 議会議員の派遣について

日程第３０ 総務常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３１ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３２ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について
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日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査について

日程第３５ ＪＲ仮称吉岡駅誘致特別委員会の閉会中の継続調査について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 飯 島 衛 君 ２番 金 谷 重 男 君

３番 岩 﨑 信 幸 君 ４番 平 形 薫 君

５番 山 畑 祐 男 君 ６番 栗 田 俊 彦 君

７番 宇都宮 敬 三 君 ８番 馬 場 周 二 君

９番 石 倉 實 君 １０番 小 池 春 雄 君

１１番 岸 祐 次 君 １２番 小 林 一 喜 君

１３番 神 宮 隆 君 １４番 齋 木 輝 彦 君

１５番 南 雲 吉 雄 君 １６番 近 藤 保 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 森 田 潔 君

財 務 課 長 竹 内 智 君 町 民 生 活 課 長 吉 澤 健 二 君

健 康 福 祉 課 長 守 田 肇 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 大 塚 茂 樹 君 上 下 水 道 課 長 冨 岡 輝 明 君

教育委員会事務局長 大 澤 弘 幸 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 青 木 史 枝
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開 議

午前８時５７分開議

議 長（近藤 保君） 皆さん、おはようございます。平成２４年第３回吉岡町議会定例会が最終

日を迎えました。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

神宮 隆議員から９月３日開会日における審議中の発言について、発言の申し出があり

ます。これを許可します。神宮議員。

１ ３ 番（神宮 隆君） ９月３日開会日における私の発言の中で、慎重さを欠いた部分があったこ

とに気がつきました。このことについては、皆様に大変ご迷惑をおかけしました。

よって、吉岡町議会会議規則第６１条の規定により、その部分の発言取り消しをお願い

いたします。

その取り消し部分の取り扱いについては、議長に一任いたします。

以上です。

議 長（近藤 保君） このことについて、ただいまより事務局より資料を配付いたします。

〔書記 資料配布〕

議 長（近藤 保君） お諮りします。ただいま、神宮 隆議員から、会議規則第６１条の規定に

より、９月３日開会日の審議中の発言について、一部不穏当発言があったとの発言取り消

しの申し出がありました。

発言の取り消し部分は、ただいま配付しました資料の見え消し線の部分です。

この発言取り消しを許可することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議 長（近藤 保君） ご異議なしと認めます。

よって、神宮 隆議員の発言の取り消しを許可することに決定しました。

議事日程第３号により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 委員会議案審査報告

議 長（近藤 保君） 日程第１、委員会議案審査報告を議題とします。

委員会報告を求めます。

最初に、総務常任委員会岸委員長、お願いします。

〔総務常任委員会委員長 岸 祐次君登壇〕

総務常任委員長（岸 祐次君） １１番岸です。それでは、総務常任委員会の審査報告をいたします。

総務常任委員会では、９月３日開会の本会議において議長より付託された議案２件、発
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議１件につきまして、９月４日９時より委員会室において、全委員、議長、そして執行側

からは町長、副町長、教育長、所管課長、事務局長及び室長の出席のもとに審査をいたし

ましたので、結果を報告いたします。

議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

については、原案適正と認め、全会一致認定でございます。

議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）については、歳入歳出

の順番で款ごとに慎重に審議した結果、原案適正と認め、全会一致可決でございます。

それから、発議第６号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援

を求める意見書については、願意妥当にて、全会一致可決でございます。

以上です。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

続きまして、文教厚生常任委員会齋木委員長、お願いします。

〔文教厚生常任委員会委員長 齋木輝彦君登壇〕

文教厚生常任委員長（齋木輝彦君） 文教厚生常任委員会の議案審査報告を行います。

委員会は、９月５日午前９時より委員会室で、議長、委員全員と、執行側より町長、副

町長、教育長、関係課長、局長、室長の出席のもと開催いたしました。議長より付託され

た認定議案４件、議案４件を審査をいたしました。

まず、議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、全会一致認定です。

続きまして、議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定については、いろいろ議論もありましたが、コンビニ納入等を前向きな姿勢がある

ということで、全会一致認定でございます。

議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、

全会一致認定でございます。

議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、全会一致認定でございます。

議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）、原案適

正と認め、全会一致可決です。

議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、原
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案適正と認め、全会一致可決です。

議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案適

正と認め、全会一致可決でございます。

議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、

原案適正と認め、全会一致可決でございます。

以上、報告といたします。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

続きまして、産業建設常任委員会小林委員長、お願いします。

〔産業建設常任委員会委員長 小林一喜君登壇〕

産業建設常任委員長（小林一喜君） 皆さん、おはようございます。１２番小林です。産業建設常任

委員会の審査報告を行います。

去る９月３日、議会開会日に議長より付託されました議案６件につきまして、９月６日

午前９時より委員会室において、委員５名全員並びに議長、執行側より町長、副町長、関

係課長及び局長、室長にご出席いただきまして審査を行いました。その結果を報告いたし

ます。

まず、議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で決算認定であります。

議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で決算認定であります。

議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利益剰余金による処分及び決

算認定について、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で決算認定であります。

議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決であります。

議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決であります。

議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）について、審査の

結果、原案適正と認め、全会一致で可決であります。

以上、付託議案６件の審査報告といたします。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。
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委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

次に、予算・決算特別委員会、小池委員長、お願いします。

〔予算・決算特別委員長 小池春雄君登壇〕

予算・決算特別委員長（小池春雄君） 予算・決算特別委員会委員長報告を行います。

去る９月３日、当委員会に付託されました議案第４１号 平成２３年度吉岡町歳入歳出

決算認定について、去る９月７日午前９時より、町長、副町長、教育長、関係課長、室長、

職員の出席を求め、議長、委員全員出席のもと慎重に審査を行いました。

初日、９月７日は歳入でした。各目ごとに慎重審査を行い、特に町税の徴収方法、法人

町民税均等割の県下での比較、滞納問題、不納欠損問題の質疑が多くありました。

歳出につきましては、１０日、１１日の２日間、歳入同様に各目ごとに細かく審査をし

ました。

議会費では、議長交際費が例年より高くないかとの質疑に対し、３．１１の津波被害に

遭った大樹町の友好都市である相馬市に議会で見舞いに行った際の見舞金があり、ふえた

との説明がありました。総務管理費では、電気料金の減額理由、庭木手入れの委託料。民

生費では、温泉施設利用料（無料招待券交付金事業）、シルバー人材センター運営費助成

金、老人センター管理委託料、学童クラブ指定管理委託料、生活保護費の実態、妊婦健診

審査委託料。農林水産業費では、道の駅に設置された電気自動車充電施設の利用頻度、有

料家畜導入補助事業。商工費では、プレミアム商品券補助事業の効果。土木費では、南下

古墳公園管理について。教育費では、町民プール管理委託など、細部にわたり審査を行い

ました。

採決の結果、全員の賛成にて認定することに決定しました。質疑終了後、まとめを行い、

当委員会として要望書を提出することを決定しました。

一つ、円滑な行政運営のため、町税の確保については引き続きしっかりと対応していた

だきたい。一つ、予算編成についてはなお厳格にされたい。一つ、入札制度についても引

き続き改善されたい。

以上を要望し、委員長報告といたします。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。
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委員長、ご苦労さまでした。

以上をもちまして、委員長報告を終わります。

これより、議案審議に入ります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第２、議案第４１号 平成２３年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。

委員長の報告のとおり認定することに、賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、議案第４１号については、認定することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（近藤 保君） 日程第３、議案第４２号 平成２３年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第４２号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４２号は、認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について
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議 長（近藤 保君） 日程第４、議案第４３号 平成２３年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第４３号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４３号は、認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（近藤 保君） 日程第５、議案第４４号 平成２３年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君登壇〕

１ ０ 番（小池春雄君） ただいま上程をされております議案第４４号平成２３年度吉岡町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算認定に反対の立場で討論を行います。

国民の所得が毎年減っている中、税金はふえていく一方です。２２年度に１５．６％の

値上げを行い、国保税の負担額は大きく、住民の負担能力の限界を超えているというふう

に思われます。２２年度の賛成討論でもありましたが、私はこの国民健康保険、皆保険制

度を否定しているわけではありません。世界に誇るべきすばらしい制度です。

しかし、改悪に次ぐ改悪で国庫負担率を引き下げ、国の行っております制度に対して、

国が責任を持たないことを問題にしているわけであります。皆さん御存じのように、地方

６団体では、毎年、国庫負担の増額を求めております。町の努力に対しましては、私は評

価しております。

国民皆保険制度にふさわしい国庫負担の増額を求め、反対討論とします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

宇都宮議員。

〔７番 宇都宮敬三君登壇〕
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７ 番（宇都宮敬三君） それでは、私は賛成の立場から討論させていただきます。

議案第４４号 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算についてでございます。賛成の

立場から討論いたします。

吉岡町にあっては、厳しい財政状況下にあっても、国民健康保険事業の健全な運営を確

保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与するという国民健康保険法の目的に沿って、一

般会計からの繰り入れを行いながら、国民健康保険制度の充実が図られております。

歳入決算額は２０億４１３万３，７４７円、前年度対比１０８．２％、歳出決算額は１

９億９，６７４万８，５７０円、前年度対比１０９．９％、歳入歳出差し引き額４，３３

８万５，１７３円が翌年度に繰り越しをされております。また、歳入で国民健康保険税は

前年度対比１０９．９％、５１９万２，２６３円の増でございます。

しかし、収入済み額、いわゆる滞納額でございますが、今年は、２３年は２億１７５万

８，６６６円となり、前年度対比１０１．８％でありますが、収納率の向上にコンビニ納

入等を導入しながら、努力が認められます。

本来ならば、国保の国庫負担の増額が望ましいのでありますが、課題はあります。一般

会計からの繰り入れをして被保険者の負担軽減を行っております。

委員会では、委員長報告のとおり、全会一致で原案どおり可決であります。国民が安心

して医療を受けることができることを目指して創設された国民健康保険事業の継続を求め

ます。

委員皆様の賛同をお願いし、賛成討論といたします。

以上でございます。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。

委員長の報告のとおり認定することに、賛成の議員は起立を願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、議案第４４号は、認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（近藤 保君） 日程第６、議案第４５号 平成２３年度吉岡町農業集落排水事業特別会計
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歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第４５号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は、認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第７、議案第４６号 平成２３年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第４６号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は、認定することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（近藤 保君） 日程第８、議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君登壇〕

１ ０ 番（小池春雄君） 議案第４７号 吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、
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反対の立場で討論を行います。

介護保険制度では、少ない年金から直接保険料を差し引く制度です。年金はふえること

なく、見直しごとに減っています。介護保険料は見直しごとにふえています。利用料の１

割負担は重くのしかかります。これでは安心して介護を受けることができません。安心介

護のため国庫負担の増額を求め、反対討論といたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

平形議員。

〔４番 平形 薫君登壇〕

４ 番（平形 薫君） ただいま上程されております議案第４７号 平成２３年度吉岡町介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定に賛成の立場からの討論を行います。

介護保険事業は、高齢化社会の現実を踏まえ、社会全体で支え合うことを基本理念とし

ております。要介護認定者総数は７６３人で、うち施設介護サービス受給者数は増加傾向

ですが、医療費のうち、介護保険収入は１８．１５％で、そのほかの収入は国庫支出金、

支払基金交付金、県支出金、繰入金などで運営されております。

事業面では、居宅介護、施設介護、介護予防、地域支援事業など積極的に展開しており、

本議案は適正であります。

委員長の報告のとおり、委員会でも適正と認め、認定をいたしました。議員各位のご賛

同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。

委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第４７号は、認定することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第９、議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。
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小池議員。

〔１０番 小池春雄君登壇〕

１ ０ 番（小池春雄君） 議案第４８号 吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、反対の立場で討論を行います。

現政権である民主党は、野党時代、野党共同で廃止法案を出しました。高齢者に対して

差別医療を持ち込むというものが理由でありました。政権についても改正ができずにおり

ます。高齢者を子供の扶養とは認めず、生涯、保険料を本人から徴収する制度であります。

容認することはできません。

以上のことから反対をするものであります。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君登壇〕

２ 番（金谷重男君） ２番金谷です。私は、議案第４８号 平成２３年度吉岡町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算について、賛成の立場で討論をいたします。

国の医療改革の一つとして平成２０年度より、今までの老人保健制度を改め、後期高齢

者医療制度が始まりました。この制度は、県内全ての市町村より構成される広域連合によ

り運営されております。

制度そのものの是非は別としまして、吉岡町においては、平成２３年度において適切な

制度運営に努めたことにつき評価するものであります。長寿社会となり、今後医療費がま

すます増大することが見込まれます。戦後の日本の経済復興・成長に長年貢献された高齢

者の皆さんが安心して医療を受けられるようにするために、後期高齢者医療制度は導入さ

れました。

吉岡町の高齢者の不安解消に向けて、町として責任を十分果たしていただき、当局のさ

らなる適正なる事務執行に期待して、賛成討論といたします。

以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。

委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立を願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。
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よって、議案第４８号は、認定することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利益剰余金によ

る処分及び決算認定について

議 長（近藤 保君） 日程第１０、議案第４９号 平成２３年度吉岡町水道事業会計欠損金の利

益剰余金による処分及び決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第４９号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４９号は、認定することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

議 長（近藤 保君） 日程第１１、議案第５０号 平成２４年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決でございます。

議案第５０号を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（近藤 保君） 日程第１２、議案第５１号 平成２４年度吉岡町学校給食事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。
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これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決でございます。

議案第５１号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１３、議案第５２号 平成２４年度吉岡町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決でございます。

議案第５２号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５２号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１４、議案第５３号 平成２４年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決でございます。
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議案第５３号を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、議案第５３号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）

議 長（近藤 保君） 日程第１５、議案第５４号 平成２４年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決でございます。

議案第５４号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５４号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（近藤 保君） 日程第１６、議案第５５号 平成２４年度吉岡町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。委員会は可決でございます。

議案第５５号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第１７ 議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１７、議案第５６号 平成２４年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。委員会は可決でございます。

議案第５６号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

議 長（近藤 保君） 日程第１８、議案第５７号 平成２４年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

お諮りします。委員会は可決でございます。

議案第５７号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

議 長（近藤 保君） 日程第１９、同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

この議事に関しては、開会日に提案、質疑を行い、討論を行った後、委員会付託の動議

があり、その動議が可決されました。

既に討論を行っておりますので、討論の省略をしたいと思いますが、ご異議ございませ
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んか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は同意です。

同意第２号を委員長の報告のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、同意第２号は、同意することに決定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 発議第６号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支

援を求める意見書

議 長（近藤 保君） 日程第２０、発議第６号 自治体における防災・減災のための事業に対す

る国の財政支援を求める意見書を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

発議第６号を委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、発議第６号は、委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 請願・陳情審査報告

議 長（近藤 保君） 日程第２１、請願・陳情審査報告を議題とします。

委員会審査報告を求めます。

総務常任委員会岸委員長、お願いします。

〔総務常任委員会委員長 岸 祐次君登壇〕

総務常任委員長（岸 祐次君） １１番岸です。総務常任委員会の審査報告をいたします。

総務常任委員会では、議長より付託されました請願１件、陳情３件につきまして、９月

４日、委員会室において、議案審査終了後、慎重に審査いたしましたので、結果を報告い

たします。
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まず、請願第１号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機の吉岡

町上空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願書につきましては、全会一

致で継続審査です。

それから、陳情第５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情については、全会

一致で不採択です。

それから、陳情７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情につきましては、賛

成多数で不採択です。

それから、陳情第８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求める

意見書」採択に関する陳情については、全会一致で継続審査です。

以上です。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会齋木委員長、お願いいたします。

〔文教厚生常任委員会委員長 齋木輝彦君登壇〕

文教厚生常任委員長（齋木輝彦君） 陳情審査報告を行います。

議案審査終了後に、委員会室にて行いました。

陳情第３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情、全会一致、採択です。

陳情第６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援の要請についての陳情、

これも全会一致採択です。

以上、報告といたします。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

次に、産業建設常任委員会小林委員長、お願いいたします。

〔産業建設常任委員会委員長 小林一喜君登壇〕

産業建設常任委員長（小林一喜君） １２番小林です。陳情審査報告を行います。

産業建設常任委員会では、去る９月３日、議会開会日に議長より付託されました陳情１

件につきまして、９月６日、議案審査終了後に審査を行いました。
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陳情第４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情につきましては、下野田自治会か

らの地区要望でもあり、吉岡町にとっては欠かせない都市計画道路でございますので、現

地視察を行った結果、願意妥当と認め、全会一致で採択であります。

以上、報告といたします。

議 長（近藤 保君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、ご苦労さまでした。

以上をもちまして、委員長報告を終わります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 請願第１号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及び米軍艦載機

の吉岡町上空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求

める請願

議 長（近藤 保君） 日程第２２、請願第１号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイ及

び米軍艦載機の吉岡町上空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願を議題

といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君登壇〕

１ ０ 番（小池春雄君） これは閉会中の継続審査ということになったんですから、継続審査にする

ということであれば議題になりません。日程の変更をしなきゃだめですよね。

議 長（近藤 保君） 休憩します。

午前 ９時４３分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時２７分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き、請願第１号 「米軍垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプ

レイ及び米軍艦載機の吉岡町上空での飛行訓練禁止を求める意見書」の提出を求める請願

を議題とします。

本件に対する委員長報告は継続調査です。

請願第１号を委員長の報告のとおり継続調査することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。
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よって、請願第１号を委員長の報告のとおり継続することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 陳情第３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２３、陳情第３号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張を求める陳情

を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

本件に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。陳情第３号を採択することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第３号は、委員長の報告のとおり採択とします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２４ 陳情第４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２４、陳情第４号 都市計画道路早期着工要望に関する陳情を議題

とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。

本件に対する委員長の報告は採択です。

お諮りします。陳情第４号を採択することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第４号は、委員長の報告のとおり採択とされました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 陳情第５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２５、陳情第５号 吉岡町における震災瓦礫処理についての陳情を

議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長報告は不採択です。

陳情第５号を採択することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立少数です。

よって、陳情第５号は、不採択とすることに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 陳情第６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援の要請につ

いての陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２６、陳情第６号 高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支

援の要請についての陳情を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は採択です。

陳情第６号を採択することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数です。

よって、陳情第６号は、採択することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 陳情第７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２７、陳情第７号 「脱原発を求める意見書」採択に関する陳情を

議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決します。この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長報告は不採択です。

陳情第７号を採択することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立少数。
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よって、陳情第７号は、不採択とすることに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２８ 陳情第８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練の中止を求め

る意見書」採択に関する陳情

議 長（近藤 保君） 日程第２８、陳情第８号 「垂直離着陸機オスプレイ沖縄配備と飛行訓練

の中止を求める意見書」採択に関する陳情を議題とします。

本件に対する委員長の報告は継続調査です。

陳情第８号を委員長の報告のとおり継続調査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） よって、陳情第８号を委員長の報告のとおり継続調査とすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２９ 議員派遣について

議 長（近藤 保君） 日程第２９、議員派遣についてを議題とします。

お諮りします。お手元に配付してあるとおり、議員研修のため議員派遣することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、配付のとおり議員派遣することに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３０ 総務常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３１ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３２ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について

議 長（近藤 保君） 日程第３０、３１、３２、各常任委員会の閉会中の継続調査についてを一

括議題とします。

採決はそれぞれ分離して行います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。よって、一括議題と決しました。

日程第３０、３１、３２、各常任委員会の閉会中の継続調査についてを一括議題としま

す。

総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長から所管の事務のうち、吉

岡町会議規則第７１条の規定により、お手元にお配りしました所管事務の調査事項につい

て、閉会中の継続調査の申し出がありました。
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これより、この申し出３件を分離して採決します。

まず、総務常任委員会からの申し出について、お諮りします。

総務常任委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しま

した。

次に、文教厚生常任委員長からの申し出について、お諮りします。

文教厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、文教厚生常任委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決

しました。

次に、産業建設常任委員長からの申し出について、お諮りします。

産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決

しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

議 長（近藤 保君） 日程第３３、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。

議会運営委員長から所管の事務のうち、会議規則第７１条の規定により、お手元にお配

りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認め、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をする

ことに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査について

議 長（近藤 保君） 日程第３４、予算決算特別委員会の閉会中の継続調査についてを議題とし

ます。

予算決算特別委員長から所管の事務のうち、会議規則第７１条の規定により、お手元に

お配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認め、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をする

ことに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３５ ＪＲ仮称吉岡駅誘致特別委員会の閉会中の継続調査について

議 長（近藤 保君） 日程第３５、ＪＲ仮称吉岡駅誘致特別委員会の閉会中の継続調査について

を議題とします。

ＪＲ仮称吉岡駅誘致特別委員長から所管の事務のうち、会議規則第７１条の規定により、

お手元にお配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があり

ました。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認め、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をする

ことに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、平成２４年第３回定例会の日程を全て終了いたしまし

た。

閉会の前に、町長の挨拶の申し入れを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本議会におきまして、上程いたしました報告、議案、同意の全て認定、可決いただきま

して、まことにありがとうございました。心より感謝と御礼を申し上げます。

議会開会中には、東日本大震災からちょうど１年半を迎えました。まだまだ復興の見通
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しが立ったわけでもなく、いまだに自宅に戻るめども立たずに不安な生活を送られている

避難者の方々が多くいます。改めてお見舞いを申し上げる次第です。

原子力発電事故による新たなエネルギー政策のあり方も議論されていますが、安全で安

定したエネルギー源が高度な知識と技術更新で開発されることを期待しているところでも

あります。

また、これからの季節は台風や大雨の被害も心配されますが、災害に対する認識と対策

にしっかりと取り組んでいきたいと思います。

秋はいろいろな行事が各地で催され、多忙な季節でもあります。どうか今後とも議員各

位の各段なるご協力をお願いするところでもあります。気がつくと、田んぼの稲穂もすっ

かり重く垂れ下がる季節を迎えました。朝晩はようやく秋の気配も感じられるようになり

ました。

どうか皆さん方におかれましても、健康には十分ご留意の上、ますますご活躍をくださ

いますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましての挨拶にかえさせていただきます。

長い間、大変お世話になりました。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、平成２４年第３回吉岡町議会定例会を閉会します。

ご苦労さまでした。

午前１０時４０分閉会
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